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２２００２２００年年度度  公公益益財財団団法法人人日日本本ババレレーーボボーールル協協会会    

審審判判規規則則委委員員会会  指指針針 

 

２０２０年度審判規則委員会は、以下の５項目を指針とし、各事業を推進する。 

 

１ 審判員は、国内競技会及び国際競技会をスムーズに運営するために必要な事前講

習会に参加して審判員としての質の向上を図る。審判員の技術のレベルアップが

バレーボールの競技力向上になることを忘れてはならない。 

 

２ 各種別において判定基準の統一を図り、安定した審判技術とメンタル面の強化に

努める。また、試合中の選手やチームスタッフの言動に対しては、バレーボール

としてのインテグリティーが保てるようにルールを的確に適用し、公平・公正な

競技運営を行う。 

 

３ 選手・指導者を対象に、ルール及び取扱いについての周知・徹底を図り、正しい

理解とルール遵守を醸成する。 

 

４ 各ブロックと連携して、Ａ級審判員資格取得講習会や審判育成事業等を通して、

次世代を担う若手審判員の育成を努める。 

 

５ 男女共同参画をさらに進めるため、特に各カテゴリー・各都道府県にも女性審判

員の活動の支援を推進する。加えて子育て世代の女性レフェリーが活躍できる環

境整備を推進する。 

 

 

指導部：１ 審判員の技術の向上を目指し、Ａ級審判員にカテゴリーを設け、映像等

も有効に活用しながら、レベルに応じスキルアップのための技術強化事業

を推進する。 

２ 審判員の責務として、選手・指導者に対しルールはもとより、ルール

の改・修正点や取扱い等を正確に伝達しルールの理解を深め、スムーズ

な大会運営だけでなく競技力の向上に資する。 

３ 各ブロックとの連携をしながら、Ａ級審判員だけでなく幅広く公認審判

員、特に若手審判員の育成事業を実施し、裾野の拡大を図る。 

４ 女性審判員については各世代のライフスタイルに合わせ、安心して審判

活動に取り組める環境整備とともに強化事業を推進する。 

 

規則部：見易く正確で分り易いルールブックの作成を目指し、４種別のケースブック

の編集を行う。６人制と２人制は FIVB からの最新情報を収集し、必要に応じ

て改正・修正を行う。また、９人制についても競技の活性化を図るために、

親しみやすいバレーボールを目指し、そのルールの研究を進める。 

 

登録部：ＪＶＡメンバー制度（ＭＲＳ）に従って、公認審判員のＭＲＳ登録の増加を

目指して早期登録手続きの完了と公認審判員の現状把握を行う。 

以上 

◆　１　◆



22002200 年年度度  各各種種ルルーールルのの改改正正点点・・修修正正点点ににつついいてて  

 
１１  ６６人人制制改改正正点点・・修修正正点点  

本競技規則は，2017年１月18日にFIVBより「ルールブック2017－2020」として公表されたもの

である。FIVBでは、オリンピック後にルール改正を検討しており，2020 年度版ルールブックでは

改正はない。 

本年は，『2020 東京オリンピック・パラリンピック』が開催される年であるので、2020年度版

ルールブックも『英文併記』とした。 
なお，「ケースブック」についても2019年度版と同様に、ケース番号に『ビデオ』と記載した項目

についてはインターネット上にサイトを作成し，ルールブック巻末にそのサイトのURLとQRコード

を掲載しFIVBのCASEBOOKの動画ビデオを見ることができるようにした。 

以下が本年度の主な修正点である。 

●修正点 

 １．付録（３）公式記録記入法を国内の記録用紙用に記載を修正した。 

 ２．付録（４）リベロコントロールシート記入法を国内の記録用紙用に記載を修正した。 

 ３．付録（５）プロトコールの名称をプロトコール A、プロトコール Bと表現を変更した。 

 ４．規則をより読み易くするため，単語訳や表記を見直し，字句を修正した。 

 ５．ケースブックをより読み易く理解しやすいように表現を一部修正した。 

 

 

２２  ９９人人制制改改正正点点・・修修正正点点  

今年度は，昨年度までのラリーの継続を踏襲し，プレーをする側も，観る側も理解しやすいよ

う競技規則の改正を行うこととした。またその他，日頃からJVAに寄せられた9 人制競技規則に対

する意見等も参考に，条文の表現を平易にしてより分かりやすい競技規則になるよう心掛けて編

集にあたった。 

今年度の9人制競技規則の主な改・修正点は以下のとおりである。 

なお，昨年度からの修正・変更・追加した部分は下線で，削除した部分は取り消し線で表記し

た。 

●改正点 

 １．第1条（競技場）について 

   (1) 第1図の監督制限ラインを廃止し、選手交代ゾーンのラインを追加した。 

   (2) 監督制限ラインの条項を削除し、それ以降の条項を1項ずつ繰り上げた。 

   (3) 選手交代ゾーン（第５項）を「それぞれのコートに,サイドラインから外側に20㎝間隔で，長さ 

     15㎝の5本のラインをコート中央から3mの位置になるように引く。選手交代ゾーンは，この5本の 

     ラインの間で，サイドラインの外側からフリーゾーンの端までとする。」に改めた。 

 ２．第5条（競技参加者の権利と義務）について 

   (1) 「・・・遅延させない限り，選手交代ゾーンに引いたラインの延長線からウォームアップエリア 

     までの，自チームベンチ前のフリーゾーン内で，立ちながらでも歩きながらでも指示を出すこと 

     ができる。」に改めた。（第２項３(1)） 

◆　２　◆



   (2) 「監督がいないときは，タイムアウトおよび選手交代の要求をすること。・・・」に改めた。 

     （第３項３(1)） 

 ３．第20条（ネット付近でのプレー）について 

   (1) 「相手チームがプレーしているボールに対し，アンテナ外側のネット垂直面を越えて相手空間 

     内にあるボールに触れたとき。」に改めた。（第５項(4)） 

 ４．第21条について 

   (1) 第21条を「ボールイン・アウト」に改めた。 

   (2) 「ボールが床面に接触したとき，ボールの一部でもラインを含むコートに触れた場合は，ボール 

     インとする。」を追加した。（第21条1） 

   (3) 1を2に繰り下げ、(1)を以下のように改めた。また、(2)以降を繰り下げた。 

       (1) コート外の床面，物体，天井，またはプレーしていない人に触れたとき。 

       (2) アンテナ，アンテナ外側のネット，ロープ，支柱に触れたとき。 

 

●修正点 

 １．罰則を適用する際のカード名称 

    黄カードをイエローカードに，赤カードをレッドカードに修正した。 

    第 26条 試合の遅延 

      第 2項 試合の遅延に対する処置（第 5表） 

    第 27条 不法な行為 

      第 1項 軽度の不法な行為 

      第 2項 罰則を適用する不法な行為の種類と内容 

      第 3項 不法な行為に対する処置（第 6表 不法な行為に対する罰則段階表） 

    第 33条 公式ハンドシグナル 

      第 7図 審判員の公式ハンドシグナル ⑳，㉑，㉒，㉓，㉔ 

    付録(2) 公式記録記入法 

      第 1 試合経過の記録方法 

      3 試合中 記載例：図-2の記載内容 ①，②，③，④，⑤，⑥ 

 ２．特別競技規則 

    付録(1) 特別競技規則 

     ＪＶＡが主催する競技会を含め，国内大会に適用する特別競技規則を次のとおり定める。 

（小学校・中学校・高等学校について削除した） 

 ３．ケースブック 

   凡例の変更 2-2-3，2-3-8，3-3-2，4-5-6，4-7-5，4-8-1 

   内容の変更 2-3-2，2-3-6 

   内容の修正 4-8-1，4-8-2，4-8-3，4-8-4，4-8-5，4-8-8，4-8-9 

 

  

◆　３　◆



３３  ビビーーチチババレレーーボボーールル改改正正点点・・修修正正点点  

本競技規則は，2017年1月18日にFIVBより「ルールブック2017－2020」として公表されたものであ

る。FIVBでは、オリンピック後にルール改正を検討しており，2020 年度版ルールブックでは改正は

ない。 

また，ビーチバレーボールルールブックは6 人制ルールブック同様に『2020東京オリンピッ

ク・パラリンピック』に向けて今年度も『英文併記』とした。 

2020 年度版はルールの取り扱いについての周知を図るために『ケースブック』を改訂し付録に

掲載した。また，ケースブックにおける『用語集』を掲載した。 

以下が本年度の主な修正点である。 

●修正点 

１．公式記録用紙のサンプル「備考」の上の欄にメディカルアシスタンスプロトコールに関する 

 新規項目「メディカル・アシスタンス・チャート」が設けられた。 

２．チャレンジシステム採用時のフォーマットの記入法サンプルを入れた。 

３．規則をより読み易く理解しやすいように表現を一部修正した。 

４．ケースブックをより読み易く理解しやすいように表現を一部修正した。 

 

 

４４  ソソフフトトババレレーーボボーールル改改正正点点・・修修正正点点  

競技規則制定から33年を迎え，競技規則は，6・9 人制バレーボールの長所を生かしながらソフ

トバレーボールの本質である「いつでも，どこでも，誰でも，いつまでも」に沿い，適合したも

のとなるよう心掛け編集にあたった。 

以下が本年度の主な改・修正点である。 

●改正点 

［一般］［小学生］ 

（１）第５章 プレー上の動作と反則 

22 プレー上の反則    (小学生は 21) 

    ① 22.10 タッチネットの条文に、次の１項目を加えた。 

22.10.2 ネットの幅の支柱部分に触れたとき。 

② 22.13 ボールアウトの条文に、次の２項目を加えた。 

        22.13.5 ボールがフリーゾーンを越えたとき。 

        22.13.6 他の選手や競技場内の物体で身体を支えたり、これを利用してボールをプレ

ーしたとき。 

    ③ 22.15 インターフェアの条文に、次の１項目を加えた。 

        22.15.3 インプレー中に、選手がネット下を通り抜けたとき。 

［小学生］ 

（１）第２章 チーム 

6 競技参加者の権利と義務 

① 6.2 監督の権利と義務の条文の下記項目より「選手としてコート内にいるときは、その権

利を失う。」の表記を削除した。     

     ② 6.3 チームキャプテンの権利と義務の条文に、次の１項目を加えた。 

      6.3.4 チームキャプテンは試合終了後公式記録用紙にサインし、結果を承認する。 

◆　４　◆



●修正点 

［一般］［小学生］ 

（１）第１章 施設と用具 １ 競技場  

    ① 1.2 コート 1.2.1フリーゾーンに関する表記の一部を修正した。 

② 1.3 サービスゾーン 1.3.2ショートサービスゾーンに関する表記の一部を修正した。 

（２）第５章 プレー上の動作と反則 

① 17.4.6ショートサービスゾーンからのサービスに関する表記の一部を修正した。 

② 18.7両チームの選手の同時接触に関する表記の一部を修正した。 

③ 20.4・20.5・20.6これまでの項目を３項目に区分、またオーバーネットに関する表記の一部

を修正した。 

    ④ 21.2.3ボールの許容区間外側の通過に関する表記の一部を修正した。また、第６図を修正し

た。 

    ⑤ 22.13.2 ボールの許容区間外側の通過に関する表記の一部を修正した。 

（３）第６章 不法な行為とその罰則の第１表中、表記を一部修正した。 

（４）公式ハンドシグナルの適用条項を項番見直しに合わせ修正しました。 

（５）公式記録用紙の一部修正と、公式記録記入法の表記を一部修正した。 

（６）プロトコールの表記の一部を修正した。 

（７）ケースブックの表記を修正した。 

 

 

◆　５　◆



２０２０年３月２０日 

『『２２００２２００年年度度  指指導導部部のの目目標標とと６６人人制制のの重重点点指指導導項項目目』』  

ＪＶＡ大会運営事業本部 審判規則委員会 指導部 

１ 目 標 

（１）審判員は，競技規則を理解するだけでなく，正確に適用する。 

（２）審判員は，ホイッスルやハンドシグナルを大切にし，基本的な動きや位置取り，手続き

を確実に行う。 

（３）審判員は，向上心を持ち，日頃から信頼されるよう多くの経験を積む努力をする。 

 

２ 重点指導項目 

【主 審】 

（１）不法な行為について 

・参加競技者の不法な行為に対しては，毅然とした態度で競技規則を適用する。 

・軽度な不法行為を見逃すことなく，早い段階でステージ１を与える。 

（２）ハンドリング基準について 

・クリニック等で基準の確認を行い，すべての審判員が統一できるようにする。 

・ラリーを継続するという理由で基準を下げない。 

・シングルハンドトスの反則の多くはキャッチの場合が多い。ただボールが回転したからと

いって反則にすべきではないが，反則が起こらないということではない。 

（３）サービス許可について 

・両チームがプレーをする準備ができ，サーバーがボールを持っていることを確認した後に

サービスを許可する。 

（４）最終判定の出し方について 

・ホイッスルをした後に，必要なラインジャッジと副審を確認し，最終判定を出す。 

 

【副 審】 

（１）不法な行為について 

・ネット際やベンチ等で，主審が気づかない不法な行為があれば主審に伝える。 

（２）ポジションの反則について 

・サービスヒットの前に移動したり，明らかに入れ代っているなどを見逃さない。 

・常に確認することを怠らない。反則があれば，試合の早い段階で反則とする。 

（３）タッチネットについて 

・選手がネット際でボールをプレーする動作中，ボールを追わずにネット際に目を残し判定

をする。  

（４）サービスヒット後について 

・サービスヒット後，サービスボールが副審側の許容空間外側を通過するか，あるいはアン

テナに触れるかを判定するために素早くネット上方に視線を移す。  

◆　6　◆



（５）中断の要求について 

・ゲームの流れを読むとともに，ワンラリー毎にベンチコントロールを行う。 

・最終セットのチェンジコート後は，ポジションの確認をした後にリベロリプレイスメント

や中断の要求を認める。 

・選手交代の手続きを十分理解し，複数の交代，両チーム同時のケースについてスムーズに

行えるようにする。 

・タイムアウト（テクニカルタイムアウト）後，コートに入ることが遅い場合，ホイッスル

とシグナルで促す。繰り返す場合は遅延の罰則を適用するよう進言する。 

  

【【ススココアアララーー】】  

（１）サービス順の確認，得点の確認をしながら，正確に記録をつける。疑わしいときは試合

を止め，アシスタントスコアラー等に確認をしてミスの無いようにする。 

（ＪＶＩＭＳがある場合は，その情報も参考にする） 

（２）ブザーがある場合，セット間終了はブザーで合図する。 

（３）選手交代は確実に選手番号（または○印）とその時の得点を記入する。 

・チームが複数の選手交代の要求をした場合は，最初に１度だけブザーを鳴らす。 

・同時に両チームから選手交代の要求があった場合は，片方のチームの選手交代を完了させ

た後，再度ブザーを鳴らしてからもう一方のチームの選手交代を行う。 

（４）記載ミスをした場合は，二重線で消す。主審と副審が確認したときに誤りがあったとき

は，スコアラーが修正する。 

（５）予備の記録用紙を準備する。 

 

【【アアシシススタタンントトススココアアララーー】】  

（１）スコアラーと声を掛け合って，交代選手の番号や得点を確認し合う。 

（２）不法なリベロリプレイスメントがあれば，サービス許可のホイッスルのあと，すぐにブ

ザーを鳴らす。 

（３）タイムアウト，テクニカルタイムアウト中は，リベロの位置を副審に通告する。リベロ

が２人のチームの場合，リベロがコートにいるときは番号も副審に通告する。。  

（４）スコアーボードの得点が正しいか確認する。 

（５）テクニカルタイムアウトの開始と終了を通告する。 

（６）予備のリベロコントロールシートを準備する。 

 

【【ラライインンジジャャッッジジ】】  

（１）担当するラインの判定を確実に行う。ボールコンタクトは，確実に見えた場合に限りフ

ラッグシグナルを示す。 

（２）アンテナに関わる判定方法やボールを取り戻す場合の判定方法を確認し，試合に臨む。 

◆　７　◆



あああああああああああああああああああああああああああああああああああ 
 
 

２２００２２００，，３３，，２２００  
  
１１  競競技技参参加加者者のの行行為為（（PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS’  CCOONNDDUUCCTT））にに関関すするる事事項項  

2200..11  ススポポーーツツママンンににふふささわわししいい行行為為（（SSPPOORRTTSSMMAANNLLIIKKEE  CCOONNDDUUCCTT））  

20.1.1 競技参加者は，公式バレーボール規則に通じていなければならない。また，それを忠実

に守らなければいけない。 

2200..22  フフェェアアププレレーー（（FFAAIIRR  PPLLAAYY））  

 20.2.1 競技参加者は，審判員だけでなく，他の役員，相手チーム，チームメイト，さらに観衆

に対しても，フェアプレーの精神で敬意を示し，礼儀正しく行動しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２００２２００年年度度  66 人人制制ルルーールルのの取取りり扱扱いいににつついいてて  

（（注注））  

１１  主主審審のの判判定定にに対対すするるゲゲーームムキキャャププテテンンのの質質問問はは受受けけ入入れれるるがが，，そそのの内内容容ががルルーールルのの取取りり扱扱いい

等等にに関関すするる質質問問ででははななくく，，判判定定にに対対すするる抗抗議議やや意意見見をを述述べべるる等等のの場場合合ややゲゲーームムキキャャププテテンン以以

外外のの選選手手がが質質問問にに来来たた場場合合はは，，拒拒否否すするる。。  

２２  競競技技参参加加者者がが，，規規則則 2200 にに反反ししたた場場合合，，警警告告がが与与ええらられれるる。。繰繰りり返返ししたた場場合合はは，，反反則則がが科科せせ

らられれるる。。  

３３  競競技技参参加加者者がが，，審審判判員員にに向向かかっってて判判定定にに対対ししてて執執拗拗にに抗抗議議すするるよよううなな態態度度ををととっったた場場合合，，警警

告告がが与与ええらられれるる。。繰繰りり返返ししたた場場合合はは，，反反則則がが科科せせらられれるる。。  

【【主主ににスステテーージジ 11 にに該該当当すするるケケーースス】】  

①①主主審審がが最最終終判判定定をを出出ししたた後後ににもも審審判判員員にに不不満満をを示示すす態態度度やや言言葉葉をを発発ししたた場場合合。。  

②②主主審審ががゲゲーームムキキャャププテテンンのの質質問問にに答答ええたた後後ににもも，，ささららにに論論争争をを長長引引かかせせるるよよううににししたた場場

合合。。  

③③ゲゲーームムキキャャププテテンンのの質質問問のの内内容容がが規規則則のの適適用用やや解解釈釈ででなないい場場合合。。  

④④一一度度指指導導さされれてていいるるののにに，，再再びびゲゲーームムキキャャププテテンン以以外外のの選選手手がが判判定定にに対対ししてて質質問問ををししたた場場

合合。。  

⑤⑤ネネッットト越越ししにに相相手手のの選選手手ななどどにに対対ししてて，，馬馬鹿鹿ににししたたりり威威嚇嚇ををししたたりりすするる行行為為ががああっったた場場

合合。。  

【【主主ににスステテーージジ 22 にに該該当当すするるケケーースス（（直直接接イイエエロローーカカーードドをを出出すすケケーースス））】】  

①①主主副副審審ややラライインンジジャャッッジジのの判判定定にに対対ししてて執執拗拗なな抗抗議議やや威威嚇嚇的的なな態態度度をを示示ししたた場場合合。。  

②②主主副副審審ややラライインンジジャャッッジジのの判判定定にに対対ししてて，，ベベンンチチススタタッッフフやや控控ええのの選選手手ががベベンンチチかからら飛飛びび

出出ししてて判判定定にに異異議議をを訴訴ええたた場場合合。。  

  ４４  監監督督がが副副審審ややススココアアララーーにに話話ししかかけけるるここととががででききるるののはは，，リリベベロロのの再再指指名名のの時時やや得得点点がが正正

ししくくなないい時時ななどどのの声声かかけけ程程度度ののももののでであありり，，説説明明をを求求めめたたりり，，長長くく話話ししかかけけるるよよううななここととはは

ででききなないい。。  

５５  試試合合終終了了後後，，監監督督・・主主審審・・副副審審ははフフェェアアププレレーーのの精精神神ででおお互互いいにに「「握握手手」」をを交交わわすす。。  

◆　８　◆



２２  チチーームムリリーーダダーー（（TTEEAAMM  LLEEAADDEERRSS））にに関関すするる事事項項    

55..22  監監督督（（CCOOAACCHH））  

 5.2.1 監督は，試合を通して，コートの外からチームのプレーを指揮する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３  ププレレーーのの構構造造（（SSTTRRUUCCTTUURREE  OOFF  PPLLAAYY））にに関関すするる事事項項  

77..33  ススタターーテティィンンググラライインンアアッッププ（（TTEEAAMM  SSTTAARRTTIINNGG  LLIINNEE--UUPP））  

7.3.1 いかなるときも１チーム６人でプレーしなければならない。 

   チームのスターティングラインアップは，コート上の選手のローテーション順を示してい

る。この順番は，そのセットを通じ維持しなければならない。 

77..４４  ポポジジシショョンン（（PPOOSSIITTIIOONNSS））  

サーバーによりボールが打たれた瞬間，両チームは（サーバーを除き）それぞれのコート

内で，ローテーション順に位置していなければならない。 

77..55  ポポジジシショョンンのの反反則則（（PPOOSSIITTIIOONNAALL  FFAAUULLTT））  

7.5.1 サーバーによりボールが打たれた瞬間に，いずれかの選手が正しいポジションにいない場

合は，そのチームはポジションの反則をしたことになる。選手が不法な選手交代をしてコ

ート上にいて，試合が再開された場合は，不法な選手交代によるポジションの反則とみな

される。（規則 7.3，7.4，15.9） 

7.5.２ サーバーがサービスヒットの瞬間にサービスの反則をした場合には，ポジションの反則に

先立つものとみなされ，サービスの反則と判定される。（規則 12.4，12.7.1） 

7.5.3 サービスヒット後にそのサービスが反則となった場合は，ポジションの反則となる。  

                                   （規則 12.7.2） 

77..６６  ロローーテテーーシショョンン（（RROOTTAATTIIOONN））  

 7.6.1 ローテーション順は，チームのスターティングラインアップにより決められ，そのセッ 

    トを通じ，サービス順と選手のポジションによりコントロールされる。 

（（注注））  

１１  監監督督のの指指示示  

監監督督がが，，試試合合中中，，自自チチーームムベベンンチチ前前ののフフリリーーゾゾーーンン内内でで，，立立ちちななががらら歩歩ききななががらら指指示示をを出出

ししてていいるる場場合合，，ラライインンジジャャッッジジ（（特特ににＬＬ２２・・LL33））のの判判定定のの妨妨げげににななららなないいよよううにに審審判判員員がが注注

意意すするる。。  

  ララリリーー終終了了後後，，審審判判のの判判定定にに影影響響をを及及ぼぼすす行行為為にに対対ししててはは，，直直ちちにに罰罰則則をを適適用用すするる。。  

２２  監監督督がが試試合合にに遅遅れれてて来来たた場場合合  

①① 遅遅れれてて来来たた監監督督はは，，ベベンンチチにに着着席席すするるここととががででききるる。。  

②② ゲゲーームムキキャャププテテンンはは，，監監督督がが来来たたここととををララリリーー間間にに審審判判へへ口口頭頭でで伝伝ええるる。。  

③③ 監監督督がが来来たたここととをを審審判判がが確確認認ししたたらら，，監監督督はは権権利利をを行行使使すするるここととががででききるる。。  

④④ 監監督督はは，，セセッットト間間ももししくくはは試試合合終終了了後後にに記記録録用用紙紙ににササイインンすするる。。  

◆　９　◆



77..77  ロローーテテーーシショョンンのの反反則則（（RROOTTAATTIIOONNAALL  FFAAUULLTT））  

7.7.1 サービスが正しくローテーション順に行われなかったとき，ローテーションの反則となる。

その場合は次のような順序の結果となる： 

 7.7.1.1 スコアラーがブザーによって試合を止めた場合，相手チームに 1 点と次のサービスが

与えられる。もしも，ローテーションの反則により始まったラリーが完了した後に，その

ローテーションの反則が指摘された場合は，そのラリーの結果に関係なく，相手チームに

1 点だけが与えられる。（規則 6.1.3） 

7.7.1.2 反則をしたチームのローテーション順は正しく直される。（規則 7.6.1） 

 

  

  

  

（（注注））  

１１  セセッットトのの開開始始前前，，ラライインンアアッッププシシーートトどどおおりりにに位位置置ししてていいなないい場場合合  

副副審審はは，，ゲゲーームムキキャャププテテンンをを呼呼びび，，チチーームムかからら提提出出さされれたたラライインンアアッッププシシーートトをを示示しし，，選選手手

ののポポジジシショョンンのの確確認認をを行行うう。。  

２２  セセッットトのの開開始始前前，，ラライインンアアッッププシシーートトにに記記入入さされれてていいなないい選選手手ががココーートト上上ににいいるる場場合合  

  ①①副副審審はは，，ラライインンアアッッププシシーートトをを監監督督にに示示しし，，記記入入さされれてていいなないい選選手手ががココーートト上上ににいいるるここととをを

告告げげ，，どどちちららのの選選手手ががススタターーテティィンンググメメンンババーーかかをを尋尋ねねるる。。  

  ②②監監督督がが，，ラライインンアアッッププシシーートトにに記記入入さされれてていいなないい選選手手ををココーートトにに残残すすここととをを要要望望すするる場場合合

はは，，該該当当すするるハハンンドドシシググナナルルをを示示しし正正規規のの選選手手交交代代をを要要求求すするる。。副副審審はは，，ハハンンドドシシググナナルルをを

示示ししななががららホホイイッッススルルををすするる。。ススココアアララーーはは，，正正規規のの選選手手交交代代ととししてて記記録録ををすするる。。ここのの際際，，

ラライインンアアッッププシシーートトどどおおりりのの選選手手ををココーートトにに戻戻すす必必要要ははなないい。。（（ココーートト上上のの選選手手はは手手をを挙挙げげ

るる））  

③③監監督督がが提提出出ししたたラライインンアアッッププシシーートトどどおおりりのの選選手手ををススタターーテティィンンググメメンンババーーととすするるここととをを要要

望望すするる場場合合はは，，そそのの場場でで選選手手をを入入れれ替替ええささせせるる。。ここのの場場合合ににはは制制裁裁ははなないい。。  

  ④④副副審審はは，，両両チチーームムののラライインンアアッッププをを確確認認後後，，主主審審ににシシググナナルルをを示示しし，，ゲゲーームムがが開開始始さされれるる。。  

３３  不不法法なな選選手手交交代代にによよるるポポジジシショョンンのの反反則則ややロローーテテーーシショョンンのの反反則則にによよりり始始ままっったたララリリーーがが完完

了了ししたた後後ににそそのの反反則則がが発発見見さされれたた場場合合はは，，ララリリーーのの結結果果ををキキャャンンセセルルしし相相手手チチーームムにに 11 点点とと

次次ののササーービビススがが与与ええらられれるる。。ままたた，，間間違違いいががももっっとと遅遅いい時時点点でで発発見見さされれ，，間間違違いいををししたた時時点点

がが明明ららかかなな場場合合はは，，発発見見さされれるるままででにに間間違違いいののああっったたチチーームムがが得得たたすすべべててのの得得点点はは取取りり消消ささ

れれるる。。  

４４  チチーームムががササーーババーーににつついいてて審審判判団団よよりり誤誤っったた情情報報をを与与ええらられれ，，そそののセセッットトがが進進行行ししたた後後にに誤誤

りりがが発発覚覚ししたた場場合合，，誤誤っったた情情報報がが与与ええらられれたた時時点点にに両両チチーームムのの状状態態をを戻戻すす。。たただだしし，，タタイイムム

アアウウトト，，テテククニニカカルルタタイイムムアアウウトト，，罰罰則則ははそそののまままま有有効効ととすするる。。  

５５  ササーービビススががヒヒッットトさされれたた瞬瞬間間にに，，ココーートト上上のの選選手手のの足足がが相相手手ココーートトにに触触れれてていいたた時時はは，，ララリリ

ーー中中にに選選手手がが相相手手ココーートトへへ侵侵入入すするる場場合合とと同同様様にに考考ええるる。。（（規規則則  1111..22..22..11）） 

◆　１０　◆



４４  ネネッットトのの下下かかららのの相相手手ココーートトへへのの侵侵入入（（PPEENNEETTRRAATTIIOONN  UUNNDDEERR  TTHHEE  NNEETT））  

11.2.1 相手チームのプレーを妨害しない限り，ネットの下で相手空間に侵入してもよい。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

５５  ササーービビスス（（SSEERRVVIICCEE））にに関関すするる事事項項  

1122..33  ササーービビススのの許許可可（（AAUUTTHHOORRIIZZAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  SSEERRVVIICCEE））  

主審は，両チームがプレーする準備ができ，サーバーがボールを持っていることを確認した後

に，サービスを許可する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６６  中中断断（（IINNTTEERRRRUUPPTTIIOONNSS））にに関関すするる事事項項  

1155..1111  不不当当なな要要求求（（IIMMPPRROOPPEERR  RREEQQUUEESSTTSS））  

15.11.1 以下のような正規の試合中断の要求は，不当な要求である。 

15.11.1.1 ラリー中，またはサービスのホイッスルと同時か，あるいはその後に要求するこ 

      と。（規則 12.3） 

15.11.1.2 要求する権利のないチームメンバーが要求すること。（規則 5.1.2.3，5.2.3.3） 

15.11.1.3 インプレー中の選手の負傷や病気の場合を除いて，同じチームが同じ中断中(次の

（（注注））  

１１  ララリリーー終終了了ののホホイイッッススルルかからら次次ののササーービビスス許許可可ののホホイイッッススルルままででのの時時間間をを，，おおよよそそ８８秒秒ののテテ

ンンポポでで行行うう。。  

２２  ララリリーー終終了了ののホホイイッッススルルのの後後，，選選手手交交代代ややワワイイピピンンググががなないい場場合合，，おおよよそそ８８秒秒がが経経過過すすれればば

ササーーババーーががササーービビススゾゾーーンンででボボーールルをを保保持持ししてていいるるここととをを確確認認しし，，ササーービビスス許許可可ののホホイイッッスス

ルルををすするる。。  

３３  ココーートト上上にに５５人人だだけけ，，ままたたはは７７人人のの選選手手ががいいるるととききににはは，，ササーービビススののホホイイッッススルルのの前前ににココーー

トト上上のの選選手手がが 66 人人ににななるるよよううにに促促すす。。ももしし，，主主審審ががそそののここととにに気気づづかかずずににササーービビススののホホイイッッ

ススルルををししたた場場合合，，おおよよびびララリリーーがが始始ままっったたりり完完了了ししたた場場合合，，主主審審ははそそののここととにに気気づづいいたたらら直直

ちちにに罰罰則則無無ししににララリリーーををややりり直直ささななけけれればばななららなないい。。  

 

（（注注））  

１１  選選手手がが，，レレシシーーブブののたためめににネネッットト付付近近ででススラライイデディィンンググ等等ののププレレーーををししたた時時にに，，誤誤っってて相相手手

ココーートトにに入入っっててししままっったた場場合合，，両両足足がが完完全全にに相相手手ココーートト上上のの空空間間ににああっったたととししててもも，，足足がが相相

手手ココーートトにに触触れれてておおららずず，，相相手手ののププレレーーをを妨妨害害ししてていいななけけれればば，，反反則則ととははみみななささなないい。。  

２２  選選手手がが相相手手ココーートトにに侵侵入入ししててココーートトがが濡濡れれてて，，危危険険なな状状況況ででああるるとと主主審審・・副副審審がが判判断断ししたた場場

合合はは，，直直ちちににララリリーーをを止止めめ，，ノノーー・・カカウウンントトととすするる。。  

３３  選選手手がが相相手手ココーートトへへ侵侵入入しし，，ププレレーーのの妨妨害害ににななっったたとと主主審審・・副副審審がが判判断断ししたた場場合合はは，，イインンタタ

ーーフフェェアアのの反反則則ととななるる。。  

◆　１１　◆



ラリーが完了する前）に２回目の選手交代を要求すること。（規則 15.2.2，15.2.3） 

15.11.1.4 タイムアウトと選手交代の許容回数を超えて要求すること。（規則 15.1） 

15.11.2 試合での１回目の不当な要求は，試合に影響を与えず，試合の遅延にならなければ拒

否される。罰則の適用を受けることはないが，記録用紙には記録される。 

                                    （規則 16.1） 

15.11.3 同じチームが試合中に，さらに不当な要求をした場合は遅延行為とみなされる。 

                                   （規則 16.1.4） 

  

７７  副副審審（（２２nndd  RREEFFEERREEEE））にに関関すするる事事項項  

2244..33  責責務務（（RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTIIEESS））  

24.3.1 それぞれのセット開始時や最終セットのコートチェンジ時に，必要に応じてコート上の選

手の位置がラインアップシートどおりであるかチェックする。 
  

（（注注））  

１１  正正規規のの試試合合中中断断のの要要求求にに関関ししてて，，チチーームムがが不不当当なな要要求求でで拒拒否否さされれたた後後，，そそのの中中断断中中にに同同じじチチ

ーームムにによよるる同同じじ試試合合中中断断のの要要求求はは認認めめらられれなないいがが，，違違うう種種類類のの中中断断のの要要求求はは認認めめらられれるる。。たた

だだしし，，1155..1111..11..11 のの不不当当なな要要求求ににつついいててはは，，ササーービビススのの実実行行がが優優先先さされれ，，試試合合中中断断のの要要求求

ははすすべべてて認認めめらられれなないい。。  

２２  正正規規のの試試合合中中断断のの要要求求にに関関ししてて，，チチーームムがが遅遅延延警警告告をを受受けけたた場場合合，，同同じじチチーームムにによよるる試試合合中中

断断のの要要求求はは，，次次ののララリリーーがが完完了了すするるままでで認認めめらられれなないい。。（（けけががやや病病気気にによよるる選選手手交交代代をを除除いい

てて））  

３３  ５５回回のの選選手手交交代代をを終終ええたた後後にに，，２２人人のの交交代代選選手手がが選選手手交交代代ゾゾーーンンにに入入っっててききたた場場合合，，副副審審

はは，，監監督督にに１１組組のの選選手手交交代代だだけけがが可可能能ででああるるここととをを伝伝ええ，，どどちちららのの選選手手交交代代をを行行ううかかをを尋尋ねね

ななけけれればばななららなないい。。そそここにに遅遅延延ががななけけれればば，，他他のの選選手手交交代代はは不不当当なな要要求求ととししてて拒拒否否さされれ，，記記

録録用用紙紙にに記記録録さされれるる。。  

４４  ２２組組のの選選手手交交代代のの要要求求ががあありり，，そそのの中中のの１１組組はは不不法法なな選選手手交交代代ででああっったた。。副副審審はは１１組組のの選選手手

交交代代をを認認めめ，，不不法法なな選選手手交交代代はは拒拒否否しし，，チチーームムにに遅遅延延のの罰罰則則をを与与ええるる。。  

５５  ササーービビススののホホイイッッススルルとと同同時時かか，，ああるるいいははそそのの後後のの中中断断のの要要求求はは拒拒否否さされれ，，ララリリーー終終了了後後，，

記記録録用用紙紙にに不不当当なな要要求求ととししてて記記載載すするる。。ももししもも副副審審ががホホイイッッススルルししたた場場合合ででもも，，特特にに試試合合をを

遅遅ららせせずずにに再再開開ででききるる時時ににはは遅遅延延ととははせせずずににササーービビススののホホイイッッススルルをを吹吹きき直直しし，，そそののララリリーー

終終了了後後にに不不当当なな要要求求のの処処置置をを行行うう。。 

６６  タタイイムムアアウウトト及及びびテテククニニカカルルタタイイムムアアウウトト中中，，選選手手ややチチーームムススタタッッフフはは自自チチーームムベベンンチチ付付近近

ののフフリリーーゾゾーーンンにに位位置置すするる。。 

（（注注））  

１１  最最終終セセッットトののチチェェンンジジココーートト後後ののポポジジシショョンンのの確確認認ににつついいてて，，副副審審はは，，両両チチーームムのの全全

ててのの選選手手ののポポジジシショョンンをを確確認認すするる。。ももししポポジジシショョンンがが間間違違っってていいたた場場合合はは，，ゲゲーームムキキ

ャャププテテンンにに確確認認ををすするる。。そそのの後後リリベベロロリリププレレイイススメメンントトやや中中断断のの要要求求をを認認めめるる。。  

◆　１２　◆
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①
コ
ー
ト
に
向
か
っ
て
右
側
が
ス
コ
ア
ラ
ー
と
す
る
。
 

②
試
合
開
始
３
０
分
前
ま
で
に
は
，
記
録
用
紙
に
必
要
事
項
の
記
入
を
済
ま
せ
，
ス
コ
ア
ラ
ー
テ
ー
ブ
ル
に
着
く
。
登
録
メ
ン
バ
ー
の
記
入
に
つ
い
て
は
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終
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認
さ
れ
た
『
コ
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ポ
ジ
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シ
ー
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か
ら
転
記
す
る
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ま
た
、
記
録

用
紙
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。
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サ
ー
ビ
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オ
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ダ
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点
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を
行
う
。
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録
用
紙
が
唯
一
の
公
式
記
録
で
あ
る
。
疑
義
を
抱
い
た
時
は
，
ゲ
ー
ム
を
止
め
，
副
審
を
呼
び
，
可
能
な
限
り
迅
速
に
，
正
確
に
処
置
す
る
。
ロ
ン
グ
サ
ー
バ
ー
が
あ
れ
ば
サ
ー
ビ
ス
が
打

た
れ
た
直
後
，
ブ
ザ
ー
を
鳴
ら
し
，
主
審
・
副
審
に
知
ら
せ
る
。
点
示
の
間
違
い
は
，
試
合
を
中
断
せ
ず
に
速
や
か
に
処
置
す
る
。
 

④
ゲ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン
か
ら
主
審
に
対
し
て
正
式
抗
議
の
申
し
立
て
が
あ
っ
た
場
合
，
そ
の
正
式
抗
議
を
試
合
終
了
時
に
公
式
な
抗
議

と
し
て
記
録
用
紙
に
ス
コ
ア
ラ
ー
が
記
入
す
る
か
，
チ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン
ま
た
は
ゲ
ー
ム
キ
ャ

プ
テ
ン
が
記
入
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
。
 

  

ア
シ
ス
タ
ン
ト
 

ス
コ
ア
ラ
ー
 

①
コ
ー
ト
に
向
か
っ
て
左
側
が
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
と
す
る
。
 

②
試
合
開
始
３
０
分
前
ま
で
に
は
，
リ
ベ
ロ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ー
ト
を
準
備
し
，
席
に
着
く
。
 

③
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
は
，
試
合
中
，
原
則
と
し
て
次
の
事
項
を
行
う
。
（
規

則
2
6
.
2
参

照
）
 

ａ
）
ス
コ
ア
ラ
ー
の
任
務
を
補
佐
す
る
。
 

b
）
リ
ベ
ロ
リ
プ
レ
イ
ス
メ
ン
ト
を
正
確
に
記
録
す
る
。
も
し
も
，
リ
ベ
ロ
リ
プ
レ
イ
ス
メ
ン
ト
に
反
則
が
あ
っ
た
場
合
は
，
そ
の
事
実
も
記
載
し
，
ブ
ザ
ー
を
鳴
ら
し
て
審
判
員
に
知
ら
せ
る
。
 

c
）
卓
上
点
示
盤
を
使
用
し
て
，
得
点
掲
示
を
行
う
。
 

d
）
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
を
計
時
し
，
ブ
ザ
ー
を
鳴
ら
し
て
そ
の
開
始
と
終
了
を
合
図
す
る
。
 

  ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ

 

①
試
合
開
始
３
０
分
前
ま
で
に
は
，
ス
コ
ア
ラ
ー
テ
ー
ブ
ル
後
方
に
集
合
す
る
。
両
レ
フ
ェ
リ
ー
紹
介
直
前
に
２
人
ず
つ
，
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
エ
リ
ア
近
く
で
待
機
し
，
そ
の
紹
介
直
後
に
，
そ
れ
ぞ
れ
の
定
位
置
に
つ
い
て
，
プ
レ

ー
ヤ
ー
の
紹
介
を
待
つ
。
 

②
担
当

の
位
置
に
つ
い
た
ら
，
ネ
ッ
ト
及
び
ア
ン
テ
ナ
等
が
正
し
い
位
置
に
取
り
付
け
て
あ
る
か
ど
う
か
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
特
に
ア
ン

テ
ナ
の
取
り
付
け
位
置
に
つ
い
て
は
ゲ
ー
ム
中
で
も
十
分
注
意
す
る
。
 

③
ラ
イ

ン
ジ
ャ
ッ
ジ
は
，
ボ
ー
ル
リ
ト
リ
バ
ー
や
モ
ッ
パ
ー
が
任
務
を
遂
行
し
て
い
な
い
場
合
に
は
，
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
や
セ
ッ
ト
間
に

ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
る
。
 

④
試
合

中
の
判
定
等
に
つ
い
て
は
，
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
参
照
。
 

     

ボ
ー
ル
 

リ
ト
リ
バ
ー
 

①
試
合
開
始
３
０
分
前
ま
で
に
は
，
競
技
場
に
集
合
し
，
ク
ラ
ウ
チ
ン
グ
チ
ェ
ア
（
背
も
た
れ
な
し
）
，
タ
オ
ル
が
あ
る
か
を
確
認
す
る
。
 

②
公
式
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
中
は
，
フ
ェ
ン
ス
外
で
ボ
ー
ル
拾
い
を
手
伝
う
。
 

③
積
極
的
に
ボ
ー
ル
を
回
収
し
，
サ
ー
バ
ー
に
ス
ム
ー
ズ
に
配
球
で
き
る
状
況
を
つ
く
る
。
そ
の
た
め
に
，
観
客
席
に
ボ
ー
ル
が
入
っ
た
ら
近
く
の
リ
ト
リ
バ
ー
は
近
づ
い
て
手
を
挙
げ
，
観
客
が
ど
こ
へ
ボ
ー
ル
を
返
し
た
ら
よ
い
か
は
っ
き

り
示
す
。
 

④
ボ
ー
ル
の
受
け
渡
し
は
，
２
・
３
歩
動
い
て
行
う
。
サ
ー
バ
ー
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
，
よ
く
状
況
を
み
て
，
フ
ェ
ン
ス
の
す
ぐ
近
く
を
転
が
す
。
 

⑤
コ
ー
ト
内
の
ボ
ー
ル
は
，
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
ま
で
行
き
，
選
手
に
渡
し
て
も
ら
う
。
コ
ー
ト
内
に
は
入
ら
な
い
。
 

⑥
ボ
ー
ル
を
サ
ー
バ
ー
に
渡
す
リ
ト
リ
バ
ー
は
，
ボ
ー
ル
の
回
収
よ
り
も
，
サ
ー
バ
ー
へ
の
ボ
ー
ル
渡
し
を
優
先
さ
せ
る
。
サ
ー
バ
ー
へ
は
，
ワ
ン
バ
ウ
ン
ド
で
ボ
ー
ル
を
送
る
。
 

⑦
（

１
～

４
セ

ッ
ト

の
セ
ッ

ト
間

）
３
ボ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
で
は
，
サ
ー
バ
ー
に
ボ
ー
ル
を
渡
す
「
Ｎ
Ｏ
２
・
５
」
が
ボ
ー
ル
を
管
理
し
，
次
の
セ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
権
の
あ
る
チ
ー
ム
の
Ｎ
Ｏ
２
も
し
く
は
Ｎ
Ｏ
５
が
２
個
の
ボ
ー
ル
を
保
持
す

る
。
５
ボ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
で
は
，
サ
ー
バ
ー
に
ボ
ー
ル
を
渡
す
「
Ｎ
Ｏ
１
・
２
・
４
・
５
」
が
ボ
ー
ル
を
管
理
し
，
次
の
セ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
権
の
あ
る
チ
ー
ム
の
Ｎ
Ｏ
２
も
し
く
は
Ｎ
Ｏ
５
が
２
個
の
ボ
ー
ル
を
保
持
す
る
。
５
セ
ッ
ト
目
は

，

ボ
ー
ル
を
１
個
，
副
審
に
渡
す
。
 

⑧
タ
イ

ム
ア
ウ
ト
中
お
よ
び
セ
ッ
ト
間
に
は
，
ボ
ー
ル
管
理
を
行
い
，
選
手
に
渡
さ
な
い
。
 

⑨
試
合

終
了
時
に
は
，
３
つ
も
し
く
は
５
つ
の
試
合
球
を
ス
コ
ア
ラ
ー
テ
ー
ブ
ル
に
持
っ
て
行
き
，
ボ
ー
ル
ホ
ル
ダ
ー
に
返
す
。
 

       

モ
ッ
パ
ー
 

①
フ
ロ
ア
モ
ッ
ピ
ン
グ
は
，
選
手
の
安
全
と
ス
ム
ー
ズ
な
ゲ
ー
ム
の
進
行
を
確
保
す
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
 

②
試
合
開
始
３
０
分
前
に
は
，
競
技
場
に
集
合
し
，
高
さ
３
０
c
m
以
下
の
ク
ラ
ウ
チ
ン
グ
チ
ェ
ア
（
背
も
た
れ
な
し
）
，
タ
オ
ル
，
モ
ッ
プ
が
あ
る
か
を
確
認
す
る
。
 

③
モ
ッ
パ
ー
用
の
タ
オ
ル
は
，
最
小
４
０
c
m
×
４
０
c
m
，
最
大
４
０
c
m
×
８
０
c
m
と
す
る
。
タ
オ
ル
を
置
く
と
き
は
，
観
客
か
ら
見
え
に
く
い
場
所
に
置
く
。
 

④
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
ッ
パ
ー
は
，
手
に
１
枚
ず
つ
の
タ
オ
ル
（
計
２
枚
）
を
持
っ
て
，
役
割
を
果
た
す
。
フ
ロ
ン
ト
ゾ
ー
ン
は
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
外
側
ま
で
，
バ
ッ
ク
ゾ
ー
ン
は
コ
ー
ト
内
を
中
心
に
拭
く
。
 

⑤
公
式
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
中
は
，
フ
ェ
ン
ス
の
外
で
ボ
ー
ル
拾
い
を
手
伝
う
。
 

⑥
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
時
，
セ
ッ
ト
間
に
，
チ
ー
ム
が
ベ
ン
チ
付
近
で
フ
ロ
ア
を
濡
ら
し
た
場
合
は
チ
ー
ム
に
拭
か
せ
る
。
こ
ぼ
し
た
チ
ー
ム
が
チ
ェ
ン
ジ
コ
ー
ト
し
た
場
合
は
，
必
要
が
あ
れ
ば
使
っ
て
い
な
い
タ
オ
ル
で
競
技
役
員
が
拭
く
。
 

⑦
モ
ッ
パ
ー
は
，
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
を
自
分
の
眼
で
確
認
し
た
ら
，
直
ち
に
片
方
の
手
を
挙
げ
（
手
を
挙
げ
な
が
ら
コ
ー
ト
に
入
ら
な
い
）
，
ラ
リ
ー
終
了
後
，
素
早
く
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
に
行
き
、
拭
き
残
し
の
な
い
よ
う
し
っ
か
り

と
拭
く
。
拭
く
時
間
は
３
秒
程
度
で
あ
る
。
（
前
の
ラ
リ
ー
終
了
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
か
ら
，
次
の
サ
ー
ビ
ス
許
可
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
ま
で
８
秒
間
を
守
る
た
め
）
そ
の
際
，
選
手
と
ぶ
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
注

意
す

る
。
 

⑧
フ
ロ
ン
ト
ゾ
ー
ン
担
当
の
モ
ッ
パ
ー
の
定
位
置
は
，
ス
コ
ア
ラ
ー
テ
ー
ブ
ル
横
で
あ
り
，
副
審
側
か
ら
コ
ー
ト
の
３
分
の
２
の
区
域
を
拭
い
た
時
は
定
位
置
に
戻
る
。
他
は
，
広
告
パ
ネ
ル
を
隠
さ
な
い
よ
う
に
ボ
ー
ル
リ
ト
リ
バ
ー
と
同
じ

位
置
ま
で
行
き
、
次
の
ラ
リ
ー
で
定
位
置
に
戻
る
。
バ
ッ
ク
ゾ
ー
ン
担
当
の
モ
ッ
パ
ー
は
拭
き
終
え
た
ら
，
必
ず
最
短
距
離
で
選
手
に
ぶ
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
注
意
を
し
、
直
線
的
に
定
位
置
に

戻
る
。

 

⑨
選
手
か
ら
の
要
求
が
あ
っ
て
も
，
要
求
に
応
じ
な
い
。
も
し
も
，
モ
ッ
パ
ー
が
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
に
行
か
な
い
場
合
は
，
審
判
員
が
注
意
を
す
る
。
 

⑩
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
監
督
に
は
，
モ
ッ
パ
ー
に
指
示
・
要
求
す
る
権
利
は
な
い
の
で
，
モ
ッ
パ
ー
は
８
秒
以
内
を
目
標
に
，
自
身
の
判
断
で
責
任
を
果
た
す
。
 

 
1 
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 【

試
合
の
運
営
】

 

 
主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
 

試 合 前 

レ
フ
ェ
リ
ー
 

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
 

①
原
則
と
し
て
試
合
開
始
６
０
分
前
に
レ
フ
ェ
リ
ー
ミ
ー
テ
ィ
 

ン
グ
を
行
う
。
 

（
大
会
毎
に
確
認
す
る
）
 

②
今
ま
で
に
経
験
し
た
試
合
の
取

り
扱

い
に
つ
い
て
の
説
明
，

反
省
や

伝
達
事
項
は
必
ず

レ
フ

ェ
リ
ー
ミ
ー
テ

ィ
ン
グ
で
話

を
す
る
。
 

（
例
）

LJ
と
の
打
ち
合
わ
せ
 

・
ラ
イ
ン
判
定
 

・
ボ
ー
ル
コ
ン
タ
ク
ト
 

・
ア
ン
テ
ナ
付
近
の
判
定
 

・
パ
ン
ケ
ー
キ
な
ど
具
体
的
に
確
認
す
る
 

①
主
審
の
位
置
か
ら
選
手
の
陰
に
な
っ
て
見
え
な
い
プ
レ
ー
，
 

床
に

落
ち
た
か
ど
う

か
，
副
審
側
の

ア
ン
テ
ナ
外
通

過
と
ボ

ー
ル

コ
ン
タ
ク
ト
な

ど
に
つ
い
て
の

判
定
方
法
や
合

図
の
仕

方
，

そ
の
他
主
審
に

対
す
る
補
佐
の

仕
方
に
つ
い
て

打
ち
合

わ
せ
を
す
る
。
 

②
ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
と
の
打
ち
合
わ

せ
を
行
う
。
 

①
主
審
・
副
審
と
は
，
選
手
交
代
，
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
，
誤
っ
た
 

サ
ー
バ
ー
の
発
見
時
の
合
図
の
仕
方
と
処
理
の
方
法
に
つ
い

て
念
入
り
に
打
ち
合
わ
せ
て
お
く
。
 

  
②
（
具
体
例

）
誤
っ
た
サ
ー
バ
ー
を
発
見
し
た
時
は
，
副
審
に

対
し

て
正
し
い
サ

ー
バ
ー
を
伝

え
る
。
そ
し
て

，
両
チ
ー
ム

の
次

の
サ
ー
バ
ー

を
伝
え
，
そ

れ
に
基
づ
い
て

副
審
，
ス
コ

ア
ラ
ー
は
ポ
ジ
シ

ョ
ン
を
確
認
す
る
。
 

コ
ー
ト
，
備
品
，
 

用
具
の
点
検
 

①
コ
ー
ト
，
ベ
ン
チ
，
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
エ
リ
ア
，
ペ
ナ
ル
テ

 

ィ
ー
エ
リ
ア
，
ネ
ッ
ト
，
ボ
ー
ル
に
つ
い
て
確
認
を
す
る
。
 

②
ネ
ッ
ト
の
高
さ
，
張
り
具
合
，

ア
ン
テ
ナ
の
位
置
お
よ
び
サ

イ
ド
バ
ン
ド
の
位
置
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
 

③
必
要
な
用
具
の
点
検
を
す
る
。

 

①
主
審
と
共
に
，
用
具
類
に
つ
い
て
確
認
を
す
る
。
 

  
②
主
審
と
共
に
，
ネ
ッ
ト
の
高
さ
，
張
り
具

合
，
ア
ン
テ
ナ
の

位
置
お
よ
び
サ
イ
ド
バ
ン
ド
の
位
置
を
チ

ェ
ッ
ク
す
る
。
 

③
必
要
な
用
具
の
点
検
を
す
る
。
 

①
記
録
用
紙
に
大
会
名
，
試
合
番
号
，
チ
ー
ム
名
，
場
所
，
エ
 

ン
ト
リ
ー
等
必
要
な
事
項
を
青
の
ボ
ー
ル
ペ
ン

(消
せ
な
い

ボ
ー
ル
ペ
ン

)で
記
入
す
る
。
 

②
代
表
者
会
議
で
変
更
，
訂
正
さ
れ
た
最
終
エ
ン
ト
リ
ー
を
記

録
用
紙
右
下
部
の
チ
ー
ム
欄
に
記
入
す
る
。
 



3 
 

 
主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
 

プ ロ ト コ ー ル 

 
①
ス
コ
ア
ラ
ー
テ
ー
ブ
ル
の
前
で
，
副
審
の
立
ち
会
い
の
下
，
 

両
チ
ー
ム
の
キ
ャ
プ
テ
ン
と
ト
ス
を
行
う
（

コ
イ
ン
を
使
用
）
。

ま
た
そ

の
際
に

，
公
式

ウ
ォ

ー
ム
ア

ッ
プ
を

合
同

で
行
う
か
，

個
別
で
行
う
か
を
確
認
す
る
。
 

②
公
式
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
の
開
始
の
ホ

イ
ッ
ス
ル
・
計
時
を
行

う
。
 

③
試
合
球
，
公
式
記
録
用
紙
，
ブ
ザ
ー

，
ナ
ン
バ
ー
パ
ド
ル
，

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
な
ど
，
ゲ
ー
ム
に
必
要
な
用
具
を
チ
ェ
ッ
ク
す
 

る
。
 

④
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
を
確
認
し
，

セ
ッ
タ
ー
の
位
置
を
中

心
に
，
両
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
を
確
認
す
る
。
 

         

⑤
公
式
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
の
終
了
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
行
う
。
 

①
ス
コ
ア
ラ
ー
テ
ー
ブ
ル
の
前
で
，
主
審
と
両
チ
ー
ム
の
キ
ャ
 

プ
テ
ン
と
の
ト
ス
に
立
ち
会
う
。
 

  

②
公
式
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
の
計
時
を
行
う
。
 

 
③
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
中
に
選
手
の
ナ
ン
バ
ー
を
構
成
メ
ン

バ
ー
表
を
使
っ
て
確
認
す
る
。
 

 

④
両

チ
ー
ム

か
ら
ラ

イ
ン
ア

ッ
プ
シ

ー
ト
を

受
け
取

り
，
セ

ッ

ト
，
番
号
，
サ
イ
ン
等
を
確
認
し
，
登
録
メ
ン
バ
ー
と
照
合
後
ス

コ
ア
ラ
ー
に
渡
す
。
数
字
が
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
な
い
，
同
じ

番
号
が
記
入
さ
れ
て
い
る
場
合
は
，
監
督
に
確
認
す
る
。
 

（
再
提
出
の
場
合
も
あ
る
）
 

ス
コ
ア
ラ
ー
が
記
入
後
は
，
机
に
置
か
ず
必
ず
保
持
す
る
。
両

チ
ー
ム
の
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
を
ス
コ
ア
ラ
ー
が
ス
コ
ア
―
シ
ー
ト

に
記
入
し
終
え
た
ら
，
そ
の
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
を
訂
正
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
 

⑤
各
チ
ー
ム
が
個
別
に
ウ
ォ
ー
ム
ア
ッ
プ
を
行
っ
て
い
る
場
合

は
，
交
代
を
ホ
イ
ッ
ス
ル
で
合
図
す
る
。
 

 ⑥
ボ
ー
ル
の
配
球
 

ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
（
リ
ベ
ロ
を
含
む
）
の
紹
介

後
 

・
３
ボ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
＝
ボ
ー
ル
リ
ト
リ
ー
バ
ー

No
２
，
５
へ
 

・
５
ボ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
＝

No
１
，
２
，
４
，
５
へ
 

⑦
ラ
イ
ン
ア

ッ
プ
シ
ー
ト
に
従
っ
て
，

ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
プ
レ

ー
ヤ
ー
を
確
認
す
る
。
も
し
，
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
に
記
入

さ
れ
て
い
な
い
番
号
の
選
手
が
コ
ー
ト
上
に
い
た
時
は
，
監
督
に

確
認
し
正
し
い
処
置
を
行
う
。
ま
た
，
コ
ー
ト
上
の
選
手
が
ラ
イ

ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
の
番
号
と
異
な
る
位
置
に
い
た
ら
，
ラ
イ

ン
ア

ッ
プ

シ
ー

ト
を

ゲ
ー

ム
キ

ャ
プ

テ
ン

に
示

し
処

置
を

す
る
。

（
各
セ
ッ
ト
開
始
時
も
同
様
に
扱
う
）
 

⑧
最
初
の
サ
ー
バ
ー
に
ボ
ー
ル
を
送
る
。
 

①
監
督
，
チ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン
は
サ
イ
ン
す
る
。
こ
れ
は
正
式
 

な
選
手
名
と
ナ
ン

バ
ー
で
あ
る
こ
と
の
確
認
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て

こ
の

サ
イ

ン
後

に
そ

の
チ

ー
ム

の
構

成
を

修
正

す
る

こ

と
は
で
き
な
い
。
 

  

②
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
中
に
選
手
の
ナ
ン
バ
ー
と
記
録
用
紙

に
記
載
さ
れ
た
構
成
メ
ン
バ
ー
を
確
認
す
る
。
 

 

③
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
を
受
け
取
っ
た
時
に
は
，
セ
ッ
ト
，

番
号
，
サ
イ
ン
等
を
確
認
し
，
登
録
メ
ン
バ
ー
と
照
合
し
た
後
，
ス

コ
ア
シ
ー
ト
に
記
入
す
る
。
数
字
が
は
っ
き
り
確
認
で
き
な
い
場
合

や
登
録
さ
れ
て
い
な
い
番
号
，
あ
る
い
は
リ
ベ
ロ
の
番
号
が
記
載
さ

れ
て
い
た
場
合
は
，
副
審
を
通
し
て
，
監
督
に
確
認
す
る
。
ラ
イ
ン

ア
ッ
プ
シ
ー
ト
は
主
審
・
副
審
（
Ｊ
Ｖ
Ｉ
Ｍ
Ｓ
）
以
外
に
は
見

せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

  ④
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
は
，
エ
ン
ト
リ
ー
に
記
載
さ
れ

た
リ
ベ
ロ
が
コ
ー
ト
上
に
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
 

試 合 中 

遅
延
の
制
裁
 

①
選
手
交
代
が
遅
れ
た
と
き
と
は

，
交
代
選
手
が
入
る
準
備
が
 

で
き

て
い

な
か

っ
た

り
，

ナ
ン

バ
ー

パ
ド

ル
を

使
用

す
る

際

に
，
ナ
ン
バ
ー
パ
ド
ル
の
番
号
を
間
違

え
た
と
き
，
ま
た
は
，

ナ
ン

バ
ー

パ
ド

ル
を

保
持

し
て

い
な

か
っ

た
と

き
な

ど
が

あ

る
。
 

②
タ

イ
ム

ア
ウ

ト
の
終

了
や

セ
ッ

ト
開

始
の
合

図
が

あ
っ
た

に

も
か
か
わ
ら
ず
試
合
を
再
開
し
な

い
こ

と
が
続
く
と
き
は
，
遅

延
の
罰
則
と
す
る
。
 

③
コ
ー
ト
の
表
面
を
汗
な
ど
で
濡
ら
し
た
時
に
，
そ
れ
を
拭
く

た
め
の
中
断
の
要

求
や
，
シ
ュ
ー
ズ
の
紐
を
締
め
直
す
た
め
の

中
断
を
要
求
し
た
と
き
は
遅
延
の
罰
則
と
す
る
。
 

④
ボ
ー
ル
デ
ッ
ド
の
間
に
，
選
手
が
遅
延
を
さ
せ
る
よ
う
に

床

を
拭

い
て

い
た

り
靴

紐
を

締
め

直
す

こ
と

は
気

に
す

る
こ

と

な
く
，
サ
ー
ビ
ス
許
可
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
す
る
。
選
手
が
靴
紐

を
結
ん
で
い
る
所
は
見
な
い
。
見
て
い
る
と
待
っ
て
い
る
感
じ
を

与
え
る
の
で
サ
ー
バ
ー
の
方
を
見
る
。
 

⑤
ラ

リ
ー

終
了

後
直

ち
に

次
の

サ
ー

バ
ー

は
サ

ー
ビ

ス
ゾ

ー

ン
に
移
動
し
て
，
ボ
ー
ル
を
受
け
取
る
。
（

サ
ー

ビ
ス

の
準
備

を
す
る
）
遅
れ
る
ケ
ー
ス
で
は
遅

延
の
対
象
と
な
る
こ
と

が
あ

る
の
で
，
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
て
移
動
を
促
す
。
 

①
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
や
セ
ッ
ト
開
始
の
合
図
が
あ
っ
た
に
も
か
か
 

わ
ら
ず
試
合
を
再
開
し
な
い
と
き
は
，
直
ち
に
コ
ー
ト
に
戻
る

よ
う
に
促
す
。
 

①
す
べ
て
の
遅
延
の
警
告
・
反
則
は
，
記
録
用
紙
の
サ
ン
ク
シ

 

ョ
ン
の
欄
に
「
Ｄ
」
で
記
載
す
る
。
 

軽
度
の
不
法
な
 

行
為
 

      

※
規
則
２
１
．
１
 

①
<ス

テ
ー
ジ
１
>チ

ー
ム
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
，
軽
度
の
不
法
な
 

行
為
に
対
し
て
は

，
早
い
段
階
で
，
ゲ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ

ン
を
呼

び
，
口
頭
で
警
告
を
す
る
。（

例
：
「
チ
ー
ム
に
警
告
を
与
え
ま

す
。
」
） 

＜
ス
テ
ー
ジ
２
＞
チ
ー
ム
の
２
度
目
の
軽
度
の
不
法
な
行
為
 

は
，

当
該

選
手

に
イ

エ
ロ

ー
カ

ー
ド

を
使

用
し

て
警

告
を

行

う
。
 

軽
度
の
不
法
な
行
為
の
場
合
で
も
，
ス
テ
ー
ジ
２
か
ら
適
用
す
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

②
ラ
リ
ー
中
「
ワ
ン
タ
ッ
チ
」
と
か
「
ド
リ
ブ
ル
」
と
か
，
自

然
に
声
が
出

る
よ
う
な
も
の
は
気
に
し
な
く
て
よ
い
。
 

③
ラ
リ
ー
終
了
後
，
役
員
に
対
し
て
ア
ピ
ー
ル
す
る
行
為
は
警
 

告
の
対
象
と
す
る

。
ま
た
，
相
手
チ
ー
ム
の
選
手
を
牽
制
し
た

り
，
馬
鹿
に
す
る

よ
う
な
態
度
，
相
手
に
向
か
っ
て
の
ガ
ッ
ツ

ポ
ー
ズ
等
は
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
と
な
る
の
で
，
早
め
に
警
告
を
出

し
た
方
が
ス
ム
ー
ズ
な
運
営
が
で
き
る
。
 

④
軽
度
の
不
法
な
行
為
は
，
罰
則
の
対
象
で
は
な
い
。
義
務
と

し
て

チ
ー

ム
が

反
則

な
ど

に
該

当
す

る
不

法
な

行
為

に
進

展

す
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
 

①
主
審
が
，
ゲ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン
・
当
該
選
手
を
呼
ん
だ
際
，
 

主
審
の
元
に
行
き
，
内
容
を
確
認
す
る
。
 

①
軽
度
の
不
法
な
行
為
に
対
す
る
口
頭
で
の
警
告
は
，
罰
則
で
 

は
な
い
の
で
，
記
録
用
紙
に
記
録
さ
れ
な
い
。
 

      

②
軽
度
の
不
法
な
行
為
は
，
２
段
階
で
処
置
さ
れ
る
の
で
，
規

則
２
１
．
１
を
理
解
す
る
。
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主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
 

試 合 中
 

不
法
な
行
為
・
反
 

則
 

規
則
２
１
．
４
．
１

規
則
２
１
．
４
．
２
 

 規
則
２
１
．
５
 

①
不
法
な
行

為
に
対
す

る
罰
則

を
適
用
で

き
る
の
は

主
審
の
み

で
あ
り
，
す
べ
て
の
不
法
な
行
為

に
対
す
る
罰
則
は
個
人
へ
の

罰
則
で
あ
る
。
 

 

②
同

じ
試

合
で

同
じ

チ
ー

ム
メ

ン
バ

ー
が

不
法

な
行

為
を

繰

り
返
し
た
場
合
は
，
規
則
２
１
．
４
．
２
に
伴
い
，
累
進
的
な

罰
則
と
な
る
。
（
第
９
図
，
規
則
２

１
．
３
）
 

 

③
セ

ッ
ト
開
始
前
お

よ
び
セ
ッ
ト

間
に
生
じ
た
い
か

な
る
不
法

な
行

為
も

規
則

２
１

．
３

に
よ

り
，

罰
則

が
適

用
さ

れ
る

。

そ
の
罰
則
は
次
の
セ
ッ
ト
に
適
用
さ
れ
る
。
 

①
不
法
な
行
為
に
気
づ
い
た
時
，
主
審
に
報
告
す
る
。
 

①
反
則
・
退
場
・
失
格
は
記
録
用
紙
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
欄
に
 

記
入
す
る
。
 

不
当
な
要
求
 

①
レ
フ
ェ
リ
ー
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
際
に
，
確
認
を
必
ず
行
う
。
 

①
不
当
な
要
求
が
あ
っ
た
場
合
は
拒
否
を
し

て
，
そ
の
ラ
リ
ー
 

の
終

了
後

に
ス

コ
ア

ラ
ー

に
不

当
な

要
求

が
あ

っ
た

こ
と

を

告
げ
，
記
録
用
紙
に
記
載
さ
せ
る
。
ま
た
，
主
審
に
も
合
図
を

送
る
。
 

 

＊
不
当
な
要
求
を
拒
否
し
た
場
合
 

異
な
る
種
類
の
中
断
の
要
求
は
認
め
ら
れ
る
。
 

①
不
当
な
要
求
（
拒
否
）
は
，
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
欄
の
上
の
当
該
 

チ
ー
ム
に
×
印
を
入
れ
る
。
 

セ ッ ト 間
  

①
両
チ
ー
ム
の
状
況
を
確
認
す
る
。
必
要
が
あ
れ
ば
，
副
審
と
 

打
ち
合
わ
せ
を
す
る
。
 

（
最
終
セ
ッ
ト
の
場
合
）
 

リ
ー
ド
す
る
チ
ー
ム
が
８
点
に
達
し
た
時
，
コ
ー
ト
上
の
選
手

を
エ
ン
ド
ラ
イ
ン
に
整
列
さ
せ
，
ホ
イ
ッ
ス
ル
で
コ
ー
ト
チ
ェ

ン
ジ
の
シ
グ

ナ
ル
を
示
す
。
 

①
セ
ッ
ト
間
の
計
時
を
行
い
，
両
チ
ー
ム
の
状
況
を
確
認
す
る
。
 

前
の
セ
ッ
ト
が
終
了
後
，
積
極
的
に
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
を
 

取
り
に
行
く
。
 

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
と
の
打
ち
合
わ
せ
 

を
行
う
。
 

（
最
終
セ
ッ
ト
の
場
合
）
 

コ
ー
ト
チ
ェ
ン
ジ
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
に
確
認
す
る
。
 

コ
ー
ト
チ
ェ
ン
ジ
後
，
コ
ー
ト
チ
ェ
ン
ジ
前
と
同
じ
ポ
ジ
シ
ョ
 

ン
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
後
，
ス
コ
ア
ラ
ー
を
確
認
 

し
，
リ
ベ
ロ
リ
プ
レ
イ
ス
メ
ン
ト
や
中
断
の
要
求
を
認
め
る
。
 

①
セ
ッ
ト
間
の
計
時
を
行
う
。
結
果
の
集
計
・
記
入
を
セ
ッ
ト
 

ご
と
に
行
い
，
次
の
セ
ッ
ト
の
必
要
事
項
を
記
入
す
る
。
 

   (
最
終
セ
ッ
ト
の
場
合
) 

コ
ー
ト
チ
ェ
ン
ジ
後
，
中
断
の
要
求
が
あ
っ
て
も
，
ま
ず
ポ
ジ

シ
ョ
ン
の
確
認
を
優
先
し
，
そ
の
後
両
手
を
あ
げ
て
か
ら
，
中

断
の
要
求
の
手
続
き
に
入
っ
て
い
く
。
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試 合 終 了 後 

 
①
監
督
お
よ
び
ゲ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン
と
握
手
を
す
る
。
 

      ②
副
審
が
確
認
を
し
た
記
録
用
紙
を
，
再
度
確
認
し
て
サ
イ
ン

を
す
る
。
 

 

③
副
審
，
ス
コ
ア
ラ
ー
，
ア
シ
ス

タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
，
ラ
イ

ン
ジ
ャ
ッ
ジ
と
と
も
に
，
試
合
後
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
，

試
合
に
つ
い
て
の
反
省
を
行
う
。
 

①
監
督
お
よ
び
ゲ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン
と
握
手
を
す
る
。
 

      ②
試

合
球
を
確
認
す

る
。
試
合
で

使
用
し
た
す

べ
て
の
ボ
ー
ル

を
，
ス
コ
ア
ラ
ー
テ
ー
ブ
ル
ま
で
戻
す
。
 

 ③
記

録
用
紙
が
完
成

し
た
ら
，
記

載
さ
れ
た
内

容
に
間
違
い
が

な
い
か
を
確
認
し
て
サ
イ
ン
を
す
る
。
 

  

④
主

審
，
ス

コ
ア
ラ

ー
，

ア
シ

ス
タ
ン

ト
ス
コ

ア
ラ
ー

，
ラ

イ

ン
ジ
ャ
ッ
ジ
と
と
も
に
，
試
合
後
の
ミ

ー
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
，

試
合
に
つ
い
て
の
反
省
を
行
う
。
 

①
試
合
結
果
を
最
終
結
果
欄
に
記
入
す
る
。
チ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ

 

ン
は
競
技
中
に
生
じ
た
抗
議
の
内
容
を
主
審
の
許
可
を
受
け
た

場
合
に
限
り
，
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（

記
載
内
容
は
，
ル

ー
ル
の
適
用
・
解
釈
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
）
ジ
ャ
ッ
ジ
カ
ン
フ

ァ
レ
ン
ス
の
適
用
さ
れ
る
大
会
で
は
，
正
式
抗
議
を
申
し
出
る

権
利
は
な
い
。
 

 
②
両
チ
ー
ム
の
キ
ャ
プ
テ
ン
の
サ
イ
ン
を
採
る
。
た
だ
し
，
サ

イ
ン
未
記
入
で
も
試
合
は
成
立
す
る
。
 

 

③
記
録
用
紙
を
完
成
さ
せ
た
後
に
，
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ

ー
が
サ
イ
ン
し
た
後
，
自
分
で
サ
イ
ン
を
し
，
副
審
，
最
後
に

主
審
の
サ
イ
ン
を
採
る
。
 

 

④
記
録
用
紙
は
，
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
主
催
者
が
保
管
す
る
。
 



7 
 【

試
合
中
の
判
定
方
法
】

 

 
主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
 

              

ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
 

①
公
式
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
を
使
用
し
，
明
瞭
に
間
を
あ
け
て
説
 

得
力
の
あ
る
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
を
示
す
。
選
手
，
役
員
，
観
衆
，
 

Ｔ
Ｖ

視
聴

者
に

も
そ

の
反

則
が

何
で

あ
る

か
理

解
さ

せ
る

こ

と
が
大
切
で
あ
る
。
 

 

②
反
則
の
種
類
は
，
観
衆
に
わ
か

り
や
す
い
よ
う
に
１
つ
１
つ

区
切
っ
て
行
う
。

ホ
イ
ッ
ス
ル
と
同
時
に
ハ
ン
ド
シ
グ

ナ
ル
を

示
す
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
③
ダ
ブ
ル
フ
ォ
ル
ト
の
場
合

は
，
ダ
ブ
ル
フ
ォ
ル
ト
を
示
し
，

次
の
サ
ー
ビ
ス
チ
ー
ム
を
示
す
。
 

 

④
ゲ
ー
ム
中
は
，
主
審
，
副
審
は

共
に
目
を
合
わ
せ
る
必
要
が

あ
る
。
 

 

⑤
主
審
が
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
た
場
合

，
反
則
を
し
た
選
手
が
明
ら

か
で
あ
れ
ば
，
選

手
を
示
す
必
要
は
無
い
。
 

 

⑥
副
審
が
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
判
定
し
た
ケ
ー
ス
は
，
サ
ー
ビ
ン
グ

チ
ー
ム
の
み
示
す
。
 

①
主
審
の
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
に
は
，
追
従
し
な
い
。
ラ
リ
ー
終
 

了
後
は
，
ラ
リ
ー
に
負
け
た
側
に
移
動
す
る
。
（

主
審

と
目

を

合
わ
せ
る

）
主
審
の
サ
イ
ド

の
シ
グ
ナ
ル
を
確
認
後
ベ
ン
チ
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
。
 

 

②
副

審
が
ホ
イ

ッ
ス
ル
し
て

判
定
し
た
ケ

ー
ス
は
，

ホ
イ
ッ
ス

ル
し
，
ラ
リ
ー
に
負
け
た
チ
ー
ム
側
に
移
動
し
て
，
ハ
ン
ド
シ

グ
ナ
ル
（

反
則
の
種
類
・
反
則
し
た
選
手
）
を
示
す
。
サ
イ
ド

は
主
審
に
追

従
す
る
。
 

＜
判
定
以
外
で
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
す
る
ケ
ー
ス
＞
 

・
選
手
交
代
の
ブ
ザ
ー
が
な
い
。
ブ
ザ
ー
が
鳴
ら
な
い
（
シ
グ

ナ
ル
を
示
す
）。

 

・
リ
ベ
ロ
の
再
指
名
（
シ
グ
ナ
ル
は
し
な
い
）。

 

・
セ
ッ
ト
開
始
前
，
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
に
記
入
さ
れ
て
い

な
い
選
手
の
交
代
要
求
時
。
 

・
他
コ
ー
ト
か
ら
の
ボ
ー
ル
の
侵
入
。
 

・
ロ
ン
グ
サ
ー
バ
ー
。
 

・
コ
ー
ト
上
で
の
重
大
な
事
故
，
け
が
等
。
 

 
③
副
審
が
主
審
を
補
佐
し
て
合
図
を
送
る
ケ

ー
ス
で
は
，
ラ
リ

ー
に
負
け
た
チ
ー
ム
側
に
移
動
し
て
，
主
審
と
目
が
合
っ
た
時

 

（
主
審
が
求
め
た
時
）
に
，
胸
の
前
で
小
さ
く
合
図
の
み
送
る
。
 

（
し
か
し
，
主
審
が
そ
の
判
定
を
受
け
入

れ
な
い
時
は
，
主
張

す
べ
き
で
な
い
）
 

 

④
試
合
中
，
主
審
，
副
審
は
共
に
目
を
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

副
審

の
合

図
が

ポ
ー

ル
や

選
手

の
影

に
な

っ
て

見
え

に
く

い

ケ
ー
ス
が
あ
る
の
で
，
副
審
は
主
審
の
見
え
る
位
置
に
移
動
す

る
。
 

①
セ
ッ
ト
終
了
時
，
最
終
得
点
を
斜
線
で
消
し
，
直
ち
に
セ
ッ
 

ト
終
了
の
シ
グ
ナ
ル
を
示
す
。
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主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
 

            
基
本
の
位
置
の
取
り
方
 

①
基
本

的
に
は
，
ボ
ー

ル
に
身
体
を
正

対
さ
せ
て
見
る

。
ボ
ー

ル
の

あ
る

サ
イ

ド
に

ボ
ー

ル
１

個
分

位
身

体
を

移
動

さ
せ

る

が
，
極
端
に
横
へ
移
動
し
な
い
。
ポ
ー
ル
を
中
心
と
し
て
移
動

す
る
。
 

 

②
肩
の
力
を
抜
い
て
，
プ
レ

ー
の
１
つ
１
つ
を
確
認
す
る
が
，

特
に
ネ
ッ
ト
際
で
は
集
中
し
，
ボ
ー
ル
が
バ
ッ
ク
ゾ
ー
ン
に
あ

る
時
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
す
る
リ
ズ
ム
を
持
つ
。
 

 

③
目
の
位
置
は
，
両
ア
ン
テ
ナ
の
結
ん
だ
線
上
に
お
く
こ
と
を

基
本
と
し
て
，
プ
レ
ー
に
応
じ
て
，

上
下
，
左
右
に
移

動
す
る

が
，
極
端
な
移
動
は
す
べ
き
で
な
い
。
 

 

④
ネ
ッ
ト
か
ら
離
れ
た
ア
タ
ッ
ク
プ
レ
ー
は
，
若
干
ア
タ
ッ
カ

ー
側

に
身

体
を

移
動

し
て

ア
タ

ッ
カ

ー
の

プ
レ

ー
と

ブ
ロ

ッ

カ
ー
の
手
と
ボ
ー
ル
が
視
野
に
入
る
よ
う
に
す
る
。
目
の
位
置

が
低

く
な

る
と

ボ
ー

ル
コ

ン
タ

ク
ト

や
次

の
プ

レ
ー

を
見

る

タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅
れ
る
。
ア
タ
ッ
カ
ー
か
ら
目
を
離
す
と
キ
ャ

ッ
チ
の
反
則
の
見
逃
し
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
。
 

 

⑤
自
分
の
リ
ズ
ム
を
作
り
，
１
つ
１
つ
の
プ
レ
ー
を
瞬
間
的
に

目
の

動
き

を
止

め
て

ボ
ー

ル
を

注
視

す
る

こ
と

が
大

切
で

あ

る
。
 

①
自
然
体
で
，
常
に
次
の
プ
レ
ー
に
対
応
し
て
動
け
る
よ
う
に
 

す
る
。
プ
レ
ー
の
位
置
に
よ
り
前
後
左
右
に
移
動
し
た
り
，
プ

レ
ー
ヤ
ー
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
位
置
に
移
動
し
て
，
反
則
を
見

る
と
き
は
必
ず
静
止
し
て
見
る
。
 

 

②
プ
レ
ー
に
応
じ
て
ポ
ー
ル
か
ら
０
．
５
ｍ

～
１
．
５
ｍ
程
度
 

（
ブ
ロ
ッ
カ
ー
の
手
か
ら
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
が
視
野
に
入
る
）

の
範
囲
で
注
視
す
る
。
 

 

③
ア

ン
テ
ナ

外
通
過

の
ボ
ー

ル
や

そ
の
可

能
性
が

あ
る
プ
レ

ー

は
ア
ン
テ
ナ
近
く
に
位
置
し
ボ
ー
ル
の
コ
ー
ス
を
確
認
す
る
。

た
だ
し
，
プ

レ
ー
の
邪
魔
に
な
り
そ
う
な
場

合
は
，
ポ
ー
ル

の

後
ろ
に
密
着
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
プ
レ
ー
ヤ
ー
か
ら
逃
げ
る

た
め

に
大

き
く

横
に

は
移

動
し

す
ぎ

な
い

よ
う

に
気

を
つ

け

る
。
 

 

④
ポ

ー
ル
カ
バ
ー
が

太
く
な
っ
て

い
る
た
め
に

死
角
が
で
き
る

の
で
注
意
す
る
。
主
審
サ
イ
ド
で
の
攻
撃
は
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
近

く
ま
で
移
動
す
る
。
 

 

⑤
タ

イ
ム
ア
ウ
ト
や

サ
ブ
ス
テ
ィ

チ
ュ
ー
シ
ョ

ン
の
要
求
に
注

意
を
払
う
。
 

 

⑥
ラ
リ
ー
終

了
後
，

負
け
た

チ
ー
ム
側

に
移
動

す
る
。
両
チ
ー

ム
の

選
手

が
ネ

ッ
ト

を
は

さ
ん

で
暴

言
や

威
嚇

行
為

を
し

て

い
な
い
か
監
視
す
る
。
 

 

    
最
終
判
定
の
仕
方
 

主
審

は
，
ラ
リ
ー

終
了
の
ホ
イ

ッ
ス
ル
を
し
，

自
ら
判
定
を

し
た
後
，
副
審
や
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
を
確
認
し
て
最
終
判
定
を

行
う
。
 

特
に
，

ボ
ー
ル
コ
ン
タ
ク

ト
の
有
無
，
ラ

イ
ン
判
定
等
に
つ

い
て
主
審
自
身
が
判
定
に
自
信
が
持
て
な
い
時
に
限
り
，
判
定

を
出
す
前
に
，
副
審
・
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
を
呼
ん
で
確
認
す
る
。
判

定
を
出
し
た
後
，
チ
ー
ム
か
ら
の
ア
ピ
ー
ル
で
副
審
・
ラ
イ
ン
ジ

ャ
ッ
ジ
を
呼
び
，
そ
の
結
果
判
定
を
覆
す
こ
と
は
審
判
へ
の
信
頼

を
失
う
こ
と
に
な
る
の
で
，
信
念
を
持
ち
毅
然
た
る
態
度
で
判
定
を

行
う
。
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主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
 

サ ー ビ ス 時 の 判 定 

サ
ー
ビ
ス
許
可
の
 

ホ
イ
ッ
ス
ル
 

①
サ
ー
ビ
ス
の
許
可
条
件
は
，
サ
ー
ビ
ス
ゾ
ー
ン
内
で
サ
ー
バ
 

ー
が
ボ

ー
ル
を

保
持

し
(も

し
も
，

サ
ー

バ
ー
が

背
を

向
け
て

い
る
と

き
で
も

)
，
両

チ
ー
ム

の
プ

レ
ー

ヤ
ー
が

コ
ー

ト
内
に

い
て
プ
レ
ー
の
準
備
が
で
き
て
い
る
こ
と
。
 

②
サ

ー
ビ

ス
許

可
の

ホ
イ

ッ
ス

ル
ま

で
に

ポ
ジ

シ
ョ

ナ
ル

フ

ォ
ル
ト
，
セ
ッ
タ
ー
の
位
置
，
バ

ッ
ク
ア
タ
ッ
ク
の
選
手
の
位

置
等
の
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
 

③
両

ベ
ン

チ
を

見
て

，
競

技
中

断
の

要
求

の
有

無
を

確
認

す

る
。
 

④
大
観
衆
の
中
で
は
少
し
長
め
に

ホ
イ
ッ
ス
ル
を
す
る
。
 

⑤
主
審
の
サ
ー
ビ
ス
許
可
の
ホ
イ

ッ
ス
ル
後
，
８
秒
以
内
に
ボ

ー
ル
を
打
た
な
け
れ
ば
，
８
秒
ル
ー
ル

が
適
用
さ
れ
る
。
（

サ

ー
ビ
ス
の
試
技
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
）
 

⑥
ラ

リ
ー
終
了
の
ホ

イ
ッ
ス
ル
か

ら
次
の
サ
ー

ビ
ス
許
可
の
ホ

イ
ッ
ス
ル
の
ノ
ー
マ
ル
タ
イ
ム
は

お
よ
そ
８
秒
と
す
る
。
 

（
ボ
ー
ル
を
バ
ウ
ン
ド
さ
せ
た
り
，
コ
ー

ト
に
背
を
向
け
て
い

て
も
ホ
イ
ッ
ス
ル
す
る
）
 

⑦
主
審
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
後
，
サ
ー
ビ
ス
に
出
た
選
手
が
間
違
え

 

で
あ
る
こ
と
に
チ
ー
ム
内
で
気
づ
き
，
正
し
い
選
手
に
戻
そ
う

と
す
る
行
為
は
，
反
則
を
科
さ
ず
に
代
わ
る
こ
と
を
認
め
る
。

こ
の
場
合
は
８
秒
以
内
に
サ
ー
ビ
ス
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

⑧
サ

ー
ビ

ス
時

の
反

則
（

８
秒

ル
ー

ル
，

フ
ッ

ト
フ

ォ
ル

ト

等
）
，

サ
ー

ビ
ン
グ

チ
ー

ム
の
ポ

ジ
シ

ョ
ナ
ル

フ
ォ

ル
ト

，
ス

ク
リ
ー
ン
を
確
認
す
る
。
 

①
試

合
中

断
の

要
求

が
な

い
か

を
注

意
し

，
ベ

ン
チ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル
を
す
る
。
 

②
レ

シ
ー

ビ
ン

グ
チ

ー
ム
の

セ
ッ

タ
ー

の
位

置
が
，

フ
ロ
ン

ト

か
バ
ッ
ク
か
，
ま
た
バ
ッ
ク
ア
タ
ッ
ク
は
誰
が
打
つ
か
を
確
認

す
る
。
 

③
レ

シ
ー

ビ
ン
グ

チ
ー

ム
の

ポ
ジ

シ
ョ

ナ
ル

フ
ォ

ル
ト

の
確

認

を
す
る
。
（

必
要

に
応

じ
て

，
保

持
し

て
い

る
ラ

イ
ン

ア
ッ

プ
シ
ー
ト
で
確
認
）
 

④
ポ

ジ
シ

ョ
ン
の

反
則
を

確
認

後
，
打

た
れ

た
サ
ー

ビ
ス
ボ

ー

ル
が
許
容
空

間
内
を
通
る
か
を
確
認
す
る

(副
審
側
の
ア
ン
テ

ナ
を
見
る

)と
同
時
に
，
素

早
く
ブ
ロ
ッ
ク
サ
イ
ド
に
移
動
す

る
。
 

①
得
点
を
確
認
す
る
。
 

②
サ
ー
バ
ー
を
確
認
す
る
時
は
，

記
録
用
紙
の
サ
ー
ビ
ス
順
と

サ
ー
バ
ー
が
間
違
え
な
い
よ
う
に
，
最
初
に
記
録
用
紙
で
サ
ー

バ
ー
の
番
号
を
確
認
し
て
，
次
に
実
際
の
コ
ー
ト
上
の
サ
ー
バ

ー
の
番
号
を
確
認
す
る
。
（
大
き
く
指
す
こ
と
は
し
な
い
。
）
 

③
ロ

ン
グ

サ
ー

バ
ー

を
確

認
し

た
ら

，
サ

ー
ビ

ス
を

打
っ

た

瞬
間

に
「

ブ
ザ

ー
」

等
を

使
用

し
て

主
審

，
副

審
に

知
ら

せ
る
。
 

④
も

し
も

疑
わ

し
い

こ
と

が
あ

れ
ば

，
ゲ

ー
ム

を
止

め
て

確

認
を
す
る
ほ
う
が
良
い
。
（

ブ
ザ

ー
が

な
い

時
は
口

頭
で
副

審
に
知
ら
せ
る
）
 

ス
ク
リ
ー
ン
の
 

判
定
 

①
サ
ー
ビ
ン
グ
チ
ー
ム
の
選
手
は

，
１
人
ま
た
は
集
団
で
ス
ク
リ
ー
ン
を
形
成
し
，
サ
ー
バ
ー
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
ボ
ー
ル
の
コ
ー
ス
が
相
手
チ
ー
ム
に
見
え
な
い
よ
う
に
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
る
と
き
，
サ

ー
ビ
ン
グ
チ
ー
ム
の
１
人
ま
た
は
複
数
の
選
手
が
集
団
で
腕
を
揺
り
動
か
し
た
り
，
跳
び
は
ね
た
り
，
左
右
に
動
い
た
り
し
て
，
あ
る
い
は
集
団
で
固
ま
っ
て
立

ち
，
ボ
ー
ル
が
ネ
ッ
ト
垂
直
面
に

到
達
す
る
ま
で
に
サ
ー
バ
ー
と
ボ
ー
ル
の
コ
ー
ス
の
両
方
を
隠
す
こ
と
で
ス
ク
リ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
る
。
 

②
ス
ク
リ
ー
ン
の
反
則
が
成
立
す

る
の
は
，
サ
ー
ビ
ン
グ
チ
ー
ム
の
選
手
の
妨
害
に
よ
っ
て
，
サ
ー
ビ
ス
を
レ
シ
ー
ブ
す
る
選
手
が
，
サ
ー
バ
ー
と
サ
ー
ビ
ス
ボ
ー
ル
の
軌
道
を
隠
さ
れ
て
見
え
な

く
な
り
，
低
い
サ
ー
ビ
ス
ボ
ー
ル

が
ネ
ッ
ト
垂
直
面
上
を
通
過
し
た
時
に
，
反
則
が
成
立
す
る
。
 

サ
ー
バ
ー
の
誤
り
 

①
副
審
の
シ
グ
ナ
ル
を
確
認
し
た
ら
，
サ
イ
ド
を
示
す
。
必
要
 

で
あ
れ
ば
副
審
を
呼
び
確
認
を
行
う
。
 

①
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
し
て
ゲ
ー
ム
を
止
め
，
ス
コ
ア
ラ
ー
と
ス
コ
 

ア
シ
ー
ト
を
見
な
が
ら
，
正
確
な
状
況
を
確
認
す
る
。
（
そ

の

際
，
正
し
い
サ
ー
バ
ー
を
確
認
し
，
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
で

ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
確
認
す
る
）
 

②
再
度
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
し
，
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
ル
フ
ォ
ル
ト
の
ハ
ン
 

ド
シ
グ
ナ
ル
を
示
す
。
 

③
ゲ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン
を
呼
ん
で
，
状
況
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
 

（
誤
っ
た
チ
ー
ム

の
正
し
い
サ
ー
バ
ー
と
次
の
サ
ー
バ
ー
，
相

手
チ
ー
ム
の

次
の
サ
ー
バ
ー
）
 

④
両
チ
ー
ム
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
正
し
く
確
認
す
る
。
 

①
ロ
ン
グ
サ
ー
バ
ー
を
確
認
し
た
ら
，
サ
ー
ビ
ス
を
打
っ
た
瞬
 

間
に
「
ブ
ザ
ー
」
等
を
使
用
し
て
主
審
・
副
審
に
知
ら
せ
る
。

時
期
が
遅
れ
る
と
ト
ラ
ブ
ル
の
元
に
な
る
の
で
十
分
に
注
意
す

る
。
 

②
副
審
に
状
況
を
説
明
す
る
。
（
誤
っ
た
チ
ー
ム
の
正
し
い
サ

ー
バ
ー
と
次
の
サ
ー
バ
ー
，
相
手
チ
ー
ム
の
次
の
サ
ー
バ

ー
）
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主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
 

サ ー ビ ス 時 の 判 定 

ポ
ジ
シ
ョ
ナ
ル
 

フ
ォ
ル
ト
 

①
サ
ー
ビ
ス
時
に
サ
ー
ビ
ン
グ
チ
ー
ム
の
選
手
が
コ
ー
ト
内
に

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

サ
ー

ビ
ス

が
打

た
れ

た
時

に
コ

ー

ト
外

に
出

て
い

る
場

合
，

ホ
イ

ッ
ス

ル
を

し
て

判
定

を
す

る
。
 

②
サ

ー
ビ

ン
グ

チ
ー

ム
の

選
手

の
コ

ー
ト

面
に

接
し

て
い

る

両
足
の
位
置
に
よ
っ
て
判
定
を
す
る
。
た
だ
し
，
コ
ー
ト
上
の

選
手
の
足
が
，
相
手
コ
ー
ト
に
触
れ
て
い
た
時
は
，
ネ
ッ
ト
下

か
ら

の
相

手
コ

ー
ト

及
び

空
間

へ
の

侵
入

し
た

場
合

と
同

様

に
判
定
す
る
。
 

③
サ
ー
バ
ー
だ
け
，
ま
た
反

則
の
起
こ
り
そ
う
な
選
手
だ
け

を

注
視
し
て
し
ま
う
と
，
視
野
が
狭
く
な
り
，
他
の
関
係
の
反
則
 

が
見
え
な
く
な
る
の
で
，
な
る
べ
く
コ
ー
ト
全
体
を
視
野
に
入

れ
る
｡ 

④
反
則
が
起
き
た
時
は
，
ど

の
選
手
の
関
係
が
ポ
ジ
シ
ョ
ナ

ル

フ
ォ
ル
ト
な
の
か

明
確
に
示
す
。
 

①
サ
ー
ビ
ス
時
に
レ
シ
ー
ビ
ン
グ
チ
ー
ム
の
選
手
が
コ
ー
ト
内
 

に
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
サ

ー
ビ

ス
が

打
た

れ
た

時
に

コ

ー
ト

外
に

出
て

い
る

場
合

，
ホ

イ
ッ

ス
ル

を
し

て
判

定
を

す

る
。
 

②
レ
シ
ー

ビ
ン
グ

チ
ー
ム
の

選
手
だ

け
を
注

視
す
る

の
で
は
な

く
，
両
チ
ー
ム
を
視
野
に
入
れ
て
，
コ
ー
ト
面
に
接
し
て
い
る

両
足
の
位
置
に
よ
っ
て
判
定
を
す
る
。
た
だ
し
，
コ
ー
ト
上
の
選

手
の
足
が
，
相
手
コ
ー
ト
に
触
れ
て
い
た
時
は
，
ネ
ッ
ト
下
か

ら
の

相
手

コ
ー

ト
及

び
空

間
へ

の
侵

入
し

た
場

合
と

同
様

に

判
定
す
る
。
 

③
ゲ
ー
ム
中
，
サ
ー
ビ
ス
許
可
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
の
前
に
疑
わ
し
 

い
と
き
は
，
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
を
見
て
，
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
ル

フ
ォ
ル
ト
が
あ
る
か
，
な
い
か
を
確
認
を
す
る
。
試
合
中
は
必
ず

ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
シ
ー
ト
を
保
持
す
る
。
 

④
反
則
が
起
き
た
時
は
，
ど
の
選
手
の
関
係

が
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
ル
 

フ
ォ
ル
ト
な
の
か
選
手
を
明
確
に
示
す
。
 

①
記
録
用
紙
で
，
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
確
認
を
し
て
，
副
審
を
サ
ポ

ー
ト
で
き
る
よ
う
に
心
が
け
る
。
 

       

サ
ー

ブ
レ
シ
ー
ブ
 

①
レ
シ
ー
ビ
ン
グ
チ
ー
ム
の
セ
ッ

タ
ー
が
フ
ロ
ン
ト
か
バ
ッ
ク

か
を
サ
ー
ビ
ス
許
可
の
前
に
確
認

を
し
て
お
く
。
 

②
サ
ー
ビ
ス
ボ
ー
ル
が
ラ
イ
ン
際

に
落

下
す
る
場
合
は
，
ア
ウ

ト
か
イ
ン
か
を
確
認
し
て
か
ら
，
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
の
判
定
を

確
認
す
る
。
 

③
バ
ッ

ク
セ
ッ

タ
ー

が
ネ

ッ
ト
際

で
ボ

ー
ル
を

プ
レ

ー
す
る
時

は
ボ
ー
ル
の
高
さ
を
確
認
す
る
。
 

④
バ
ッ
ク
セ
ッ
タ
ー
が
ネ
ッ
ト
際
で
ボ
ー
ル
を
返
球
し
た
り
，

相
手

か
ら

の
ボ

ー
ル

を
ブ

ロ
ッ

ク
す

る
可

能
性

の
あ

る
場

合

は
，
ボ
ー
ル
の
高
さ
や
位
置
を
確
認
す
る
。
 

⑤
ジ
ャ
ン
ピ
ン
グ
サ
ー
ブ
で
ボ
ー
ル
が
レ
シ
ー
バ
ー
に
か
す
か

に
触
れ
て
い
く
ケ
ー
ス
に
注
意
を
す
る
。
 

⑥
サ
ー
ビ
ス
の
レ
シ
ー
ブ
で
は
，
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
ド
の
指
を
使

っ
た
動
作
で
キ
ャ
ッ
チ
を
し
た
場

合
は
反
則
に
な
る
の
で
，
正

確
に
判
定
す

る
。
 

①
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
反
則
を
確
認
後
，
打
た
れ
た
サ
ー
ビ
ス
ボ
ー
 

ル
が
許
容
空
間
内
を

通
る
か
を
確
認
す
る
（
副

審
側
の
ア
ン
テ

ナ
を

見
る

）
と

同
時

に
素

早
く

ブ
ロ

ッ
ク

サ
イ

ド
に

移
動

す

る
。
 

②
プ

レ
ー
を
読
ん

で
ポ
ジ
シ
ョ

ニ
ン
グ
を
す

る
。（

セ
ッ
タ
ー
の

ト
ス
が
Ａ
，
Ｂ
，
Ｃ
，
Ｄ
等
で
上
が
る
か

，
ア
タ
ッ
ク
は
誰
が

打
つ
の
か
，
ブ
ロ
ッ
ク
は
誰
が
す
る
の
か
な
ど
）
 

③
レ
シ
ー

ビ
ン
グ

チ
ー
ム
の

セ
ッ
タ

ー
が
フ

ロ
ン
ト

か
，
バ
ッ

ク
か
を
確
認
す
る
。
 

④
レ
シ
ー

ブ
ボ
ー

ル
が
直
接

相
手
コ

ー
ト
に

入
り
，

相
手
方
か

ら
の

ア
タ

ッ
ク

ボ
ー

ル
を

ブ
ロ

ッ
ク

す
る

セ
ッ

タ
ー

が
フ

ロ

ン
ト
か
バ
ッ
ク
か
を
確
認
す
る
。
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主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
 

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
 

        

ア
タ
ッ
ク
時
の
判
定
 

①
必

ず
静

止
し

て
見

る
こ

と
。

基
本

的
に

は
，

両
ア

ン
テ

ナ
の

延
長

線
上

に
目

線

を
置

き
，

左
右

の
動

き
は

ボ
ー

ル
１

つ
分

ぐ
ら

い
と

し
，

横
に

出
過

ぎ
な

い
。

（
オ
ー
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
判
定
と
次
の
プ
レ
ー
へ
の
対
応
の
た
め
）
 

②
オ
ー
プ

ン
ア

タ
ッ
ク

は
高
い

位
置

か
ら
広

い
視
野

で
見
る

こ
と
。

ア
タ

ッ
カ
ー
と

ブ
ロ
ッ
カ
ー
と
ボ
ー
ル
を
視
野
に

入
れ
る
。
ア
タ
ッ
カ
ー
の
キ
ャ
ッ
チ
，
ブ
ロ
ッ
カ

ー
の
ボ
ー
ル
コ
ン
タ
ク
ト
や
タ
ッ

チ
ネ
ッ
ト
，
ま
た
，
ブ
ロ
ッ
ク
に
跳
ね
返
っ
て
ア

タ
ッ
カ
ー
に
当
た
る
ケ
ー
ス
を
頭

に
入
れ
て
お
く
。
 

③
Ａ
，
Ｂ
，
Ｃ
，
Ｄ
ク
イ
ッ
ク
は
，
ト
ス
が
ネ
ッ
ト
際
に
上
が
る
の
で
，
ボ
ー
ル
を
見

な
が
ら
ネ
ッ
ト
上
に
目
線
を
お
き
，
ブ
ロ
ッ
カ
ー
や
セ
ッ
タ
ー
の
オ
ー
バ
ー
ネ
ッ
ト
や

タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
，
ブ
ロ
ッ
カ
ー
の
ボ
ー
ル
コ
ン
タ
ク
ト
を
見
て
，
レ
シ
ー
バ
ー
の
ボ
ー

ル
コ
ン
タ
ク
ト
と
ラ
イ
ン
判
定
を
す
る
。
（
プ
レ
ー
を
先
読
み
す
る
こ
と
）
 

④
Ti

pP
la

y
は
，
プ
レ
ー
の
先
読
み
を
し
て
，
ネ
ッ
ト
上
に
目
線
を
残
す
気
持
ち
を
持

つ
と
正
確
な
判
定
が
で
き
る
。
 

⑤
セ
ッ
タ
ー
と
ブ
ロ
ッ
カ
ー
が
フ
ロ
ン
ト
か
バ
ッ
ク
か
を
確
認
す
る
。
 

①
攻
撃
の
プ
レ
ー
を
読
ん
で
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
を
し
て
，
必
ず
静
止
し
て
ネ
ッ

ト
際
を
注
視
す
る
。
 

②
ネ

ッ
ト

と
ブ

ロ
ッ

カ
ー

を
視

野
に
入

れ
て

，
特

に
タ

ッ
チ

ネ
ッ

ト
，

ペ
ネ

ト
レ
ー

シ
ョ
ン

フ
ォ

ル
ト
，

そ
し

て
ブ
ロ

ッ
カ

ー
の
ボ

ー
ル

コ
ン
タ
ク
ト
を

見
る
た
め
ネ
ッ
ト
と
ブ
ロ
ッ
カ
ー
の
間
に
視
点
を
置
き
，
ネ
ッ
ト
際
を
集
中
し

て
見
る
。
 

③
副
審
サ
イ
ド
で
の
ア
タ
ッ
ク
の
時
は
，
ア
ン
テ
ナ
も
視
野
に
入
れ
る
。
タ
ッ

チ
ネ
ッ
ト
，
ブ
ロ
ッ
カ
ー
の
ボ
ー
ル
コ
ン
タ
ク
ト
だ
け
で
な
く
，
ボ
ー
ル
が
ア

ン
テ
ナ
に
当
た
る
ケ
ー
ス
，
ブ
ロ
ッ
カ
ー
に
よ
る
ア
ン
テ
ナ

へ
の

タ
ッ

チ
ネ

ッ

ト
の

反
則

が
起

こ
る

こ
と

も
頭

に
入

れ
て

位
置

取
り
を
す
る
。
 

④
ネ
ッ
ト
際
に
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
い
な
く
な
っ
た
ら
，
ボ
ー
ル
を
見
て
次
の
プ
レ

ー
に
備
え
る
。
 

⑤
セ
ッ
タ
ー
や
ブ
ロ
ッ
カ
ー
が
フ
ロ
ン
ト
か
バ
ッ
ク
か
を
確
認
す
る
。
 

 

        

バ
ッ

ク
ア
タ
ッ
ク
の
 

判
定
 

①
ポ

ジ
シ

ョ
ン

の
確

認
を

行
う

。
特

に
セ

ッ
タ

ー
と

バ
ッ

ク
ア

タ
ッ

ク
を

す
る

選

手
の

位
置

を
確

認
し

て
お

く
。

セ
ッ

タ
ー

が
フ

ロ
ン

ト
の

時
は

バ
ッ

ク
ア

タ
ッ

ク

に
注
意
す
る
。
 

②
ジ
ャ

ン
プ

の
踏

切
位

置
を

監
視
す

る
。

バ
ッ

ク
の

選
手
が

ア
タ

ッ
ク

す
る
時
に
ア

タ
ッ
ク
ラ
イ
ン
に

触
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
。
（

ア
タ
ッ
ク

ラ
イ

ン
延

長
線

上
も
含

ま
れ
て
い
る
の
で
十
分
に
注
意
す
る
）
触
れ
て
い
れ
ば
反
則
で
あ
る
。
 

③
打
点
の

高
さ
を

確
認
す

る
。
主

審
の
目

の
位
置

を
ネ
ッ
ト

上
端
ま

で
下
げ
て
確
認

を
す
る
必
要
が
あ
る
。
ネ
ッ
ト
の
上
端
よ
り
も
完
全
に
高
い
位
置
で

ヒ
ッ
ト
さ
れ
た

な
ら
ば
反
則
の
条
件
と
な
る
。
 

④
ネ
ッ

ト
上

端
よ
り

高
い

ボ
ー
ル

を
バ

ッ
ク

の
セ
ッ

タ
ー
が

ト
ス

し
た

時
に
，
相
手

方
ブ

ロ
ッ

カ
ー

が
オ

ー
バ

ー
ネ

ッ
ト

し
て

い
な

い
で

そ
の

ボ
ー

ル
に

触
れ

た
場

合

は
，
バ
ッ
ク

の
セ
ッ
タ
ー
の
反
則
で
あ
る
。
 

⑤
反
則
成

立
の
タ

イ
ミ
ン

グ
は
，

そ
の
ボ

ー
ル
が

ネ
ッ
ト
の

垂
直
面

を
完
全
に
通
過

す
る
か
，
相
手
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
触
れ
た
時
に
反
則
が
成
立
す
る
の
で
，
そ
の
瞬
間
に

ホ
イ
ッ
ス
ル
を
す
る
。
 

①
ポ

ジ
シ

ョ
ン

の
確

認
を

行
う

。
特

に
セ

ッ
タ

ー
と

バ
ッ
ク

ア
タ
ッ

ク
を
す

る
選
手
の
位
置
を
確
認
し
て
お
く
。
セ
ッ
タ
ー
が
フ
ロ
ン
ト
の
時
は
バ
ッ
ク

ア
タ
ッ
ク
に
注
意
す
る
。
 

②
バ

ッ
ク

ア
タ

ッ
ク

を
判

定
で

き
る

よ
う

に
ポ

ー
ル

に
近
づ

き
過

ぎ
な

い
よ

う
に

す
る
。
副
審
側

か
ら
の
ア
タ
ッ

ク
ラ
イ
ン
が
視

野
に
入
る

位
置

取
り

を

す
る
。
 

③
ジ

ャ
ン

プ
の

踏
切

位
置

を
監

視
す

る
。

バ
ッ
ク

の
選

手
が

ア
タ

ッ
ク

す
る

時
に
ア
タ
ッ
ク
ラ
イ

ン
に
触
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
。
（

ア
タ

ッ
ク

ラ
イ

ン

延
長

線
上

も
含
ま

れ
て

い
る
の

で
十

分
に
注

意
す

る
）
触
れ

て
い
れ

ば
反

則

で
あ
る
。
 

④
バ

ッ
ク

ア
タ

ッ
ク

の
反

則
を

見
る

こ
と

を
意

識
し

て
，

セ
ン

タ
ー

か
ら

の

速
い

バ
ッ

ク
ア

タ
ッ

ク
が
見

え
る

位
置
に

す
ば

や
く

移
動
す

る
。
ア

タ
ッ

ク

ラ
イ
ン
が
全
て
見
え
る
，
下
が
っ
た
位
置
で
判
定
す
る
。
 

⑤
打

点
の

高
さ

が
は

っ
き

り
し

な
い

時
に

は
，

主
審

と
ア
イ

コ
ン

タ
ク

ト
を

と
り
，
判
定
を
行
う
の
が
望
ま
し
い
。
 

⑥
主
審
を
補
佐
し
て
，
タ
イ
ム
リ
ー
に
ホ
イ
ッ
ス
ル
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
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主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
 

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

 

  

バ
ッ

ク
セ
ッ
タ
ー
の
 

ア
タ
ッ

ク
ヒ
ッ
ト
の
反
則
 

①
ネ
ッ
ト
上
端
よ
り
も
完
全
に
高
い
位
置
で
ト
ス
ア
ッ
プ
さ
れ
た
ボ
ー
ル
が
，
直
接

相
手
コ
ー
ト
に
入
っ
て
し
ま
っ
た

り
，
相
手
ブ
ロ
ッ
ク
に
触
れ
た
時
は
，
ア
タ
ッ
ク

の
反
則
と
な
る
。
 

②
味
方
選
手
に
上
げ
た
ト
ス
を
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
た
場
合
は
，
ブ
ロ
ッ
ク
の
オ
ー
バ
ー

ネ
ッ
ト
の
反
則
と
な
る
。
 

③
ト
ス
を
上
げ
る
前
に
，
ま
た
は
同
時
に
ブ
ロ
ッ
ク
を
し
た
場
合
は
，
ブ
ロ
ッ
ク
の

オ
ー
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
反
則
で
あ
る
。
 

①
判
定
で
き
る
よ
う
に
，
バ
ッ
ク
セ
ッ
タ
ー
の
確
認
を
行
う
。
特
に
レ
シ
ー

ビ
ン
グ
チ
ー
ム
の
セ
ッ
タ
ー
が
バ
ッ
ク
の
時
は
注
意
す
る
。
 

②
打
点
の
高
さ
が
は
っ
き
り
し
な
い
時
に
は
，
主
審
と
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
を

と
り
，
判
定
を
行
う
の
が
望
ま
し
い
。
 

③
主
審
を
補
佐
し
て
，
タ
イ
ム
リ
ー
に
ホ
イ
ッ
ス
ル
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
 

 

        
ブ
ロ
ッ
ク
時
の
判
定
 

①
ブ

ロ
ッ
ク
時

の
キ
ャ
ッ
チ

に
つ
い
て

は
，
明
ら

か
な
も
の
を

判
定
す
る

。
ボ
ー
ル

を
つ
か
ん
で
投
げ
る
よ
う
な
動
作
は
キ
ャ
ッ
チ
の
反
則
で
あ
る
。
 

②
ブ

ロ
ッ

キ
ン

グ
に

似
た

動
作

で
，

味
方

コ
ー

ト
か

ら
相

手
方

へ
返

球
す

る
動

作

は
，
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
で
は
な
い
。（

キ
ャ
ッ
チ
の
反
則
が
あ
る

の
で
注
意
す
る
。
）
 

③
ブ

ロ
ッ
キ
ン

グ
の
キ
ャ
ッ

チ
の
判
定

の
仕
方
は

，
ネ
ッ
ト
上

に
目
線
を

残
す
気
持

ち
で
ボ
ー
ル
を
見
る
と
よ
い
。
 

④
相

手
チ
ー
ム

へ
の
返
球
の

際
，
ブ
ロ

ッ
ク
の
よ

う
な
動
作
で

行
う
場
合

は
キ
ャ
ッ

チ
の
反
則
が
あ
る
の
で
注
意
を
す
る
。
 

⑤
ブ

ロ
ッ
カ
ー

の
ボ
ー
ル
コ

ン
タ
ク
ト

で
主
審
の

死
角
と
な
る

コ
ー
ス
は

，
ブ
ロ
ッ

ク
の

間
と

副
審

サ
イ

ド
で

あ
る

こ
と

を
理

解
し

，
ラ

イ
ン

ジ
ャ

ッ
ジ

と
協

力
す

る
。
 

⑥
ブ

ロ
ッ
カ
ー

の
オ
ー
バ
ー

ネ
ッ
ト
は

，
セ
ッ
タ

ー
が
ト
ス
を

上
げ
る
前

，
ま
た
は

同
時

ブ
ロ

ッ
ク

を
す

る
こ

と
。

ネ
ッ

ト
上

の
同

時
プ

レ
ー

で
ど

ち
ら

か
が

オ
ー

バ

ー
ネ

ッ
ト

し
て

い
る

ケ
ー

ス
。

ネ
ッ

ト
上

に
目

線
を

お
き

ボ
ー

ル
と

手
の

接
点

を

見
る
。（

目
線
を
極
端
に
下
げ
な
い

よ
う
に
す
る
。
）
 

①
ブ
ロ

ッ
カ

ー
に

よ
る

タ
ッ

チ
ネ

ッ
ト

だ
け

で
な

く
，

主
審

が
確

認
し

に
く

い
副
審
側
の
ボ
ー
ル
コ
ン
タ
ク
ト
に
注
意
す
る
。
 

②
ア

ン
テ

ナ
に

ボ
ー

ル
が

当
た

る
ケ

ー
ス
は

，
ア

タ
ッ

ク
ボ

ー
ル

か
，

ブ
ロ

ッ
ク
の
後
の
ボ
ー
ル
か
を
確
認
す
る
。
 

③
ア

ン
テ

ナ
近

く
で

の
プ

レ
ー

の
と

き
は
，

ブ
ロ

ッ
カ

ー
が

ア
ン

テ
ナ

に
触

る
ケ
ー
ス
も
起
こ
る

こ
と
を
意
識
し
て
見
る
。
 

④
ネ
ッ

ト
と

ブ
ロ

ッ
カ

ー
を

視
野

に
入

れ
て

，
特

に
タ

ッ
チ

ネ
ッ

ト
，

ペ
ネ

ト
レ

ー
シ

ョ
ン

フ
ォ

ル
ト

，
そ

し
て

ブ
ロ

ッ
カ

ー
の

ボ
ー

ル
コ

ン
タ

ク
ト

を
見

る
た

め
，

ネ
ッ

ト
と

ブ
ロ

ッ
カ

ー
の

間
に

視
点

を
置

き
，

ネ
ッ

ト
際

を
集
中
し
て
判
定
す

る
。
 

 

   
バ
ッ
ク

プ
レ
ー
ヤ
ー
の

ブ
ロ

ッ
ク
の
判
定
 

（
主
審
，
副
審
の
責
務
）
 

①
バ
ッ
ク
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
ブ
ロ
ッ

ク
の
試
み
を
し
て
も
反
則
で
は
な
い
。
（
リ
ベ
ロ

を
除
く
。
）
 

②
ブ
ロ
ッ
ク
群
で
バ
ッ
ク
プ
レ
ー

ヤ
ー
に
触
れ
な
く
て
も
，
他
の
選
手
に
触
れ
れ
ば

反
則
は
成
立
す
る
。
 

③
バ
ッ
ク
セ
ッ
タ
ー
が
ジ
ャ
ン
プ

し
て
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
し
よ
う
と
し
た
と
き
，
味
方

の
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
パ
ス
が
伸
び
て
相
手
方
コ
ー
ト
に
返
り
，
相
手
方
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
打

っ
た
ボ
ー
ル
が
，
バ
ッ
ク
の
セ
ッ
タ
ー
に
当
た
っ
た
。
ボ
ー
ル
が
当
た
っ
た
と
き
に
，

身
体
の
一
部
が
ネ
ッ
ト
上
端
よ
り
高
い
位
置
に
あ
れ
ば
，
ボ
ー
ル
が
当
た
っ
た
位
置
に

関
係
な
く
，
バ
ッ
ク
ブ
ロ
ッ
ク
の
反
則
が
成
立
す
る
。
 

①
サ
ー
ビ
ス
の
と
き
は
，
レ
シ
ー
ブ
ン
グ
チ
ー
ム
の
バ
ッ
ク
セ
ッ
タ
ー
の
ブ
ロ

ッ
ク
の
判
定
を
す
る
気
持
ち
を
持
つ
。
 

②
ラ
リ
ー
中
も
ネ
ッ
ト
際
で
ト
ス
を
上
げ
る
セ
ッ
タ
ー
が
フ
ロ
ン
ト
か
バ
ッ
ク

か
を
確
認
し
て
お
く
。
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主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
 

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

 

             

ボ
ー
ル

コ
ン
タ
ク
ト
の

判
定
 

①
ア
タ
ッ
カ
ー
の
手
（
プ

レ
ー

），
ボ
ー
ル
，
ブ
ロ
ッ
カ
ー
の
手
を
視
野
に
入
れ
て
，

瞬
間
に
目
を
止
め
る
よ
う
に
す
る
と
よ
く
見
え
る
。
ま
た
，
ボ
ー
ル
が
ど
の
方
向
に
飛

ん
で
い
っ
て
も
目
が
遅
れ
な
い
よ
う
に
，
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
お
く
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。
 

②
判
定
の

際
に

は
実
際

に
手
や

指
先

に
触
れ

た
か
否

か
の
事

実
を
し

っ
か

り
と
確
認

す
る
。
判
定
の
際
に
は
，
副
審
や
関
係
す
る
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
を
確
認
し
，
選
手
が

“
ワ
ン
タ
ッ
チ
”
と
か
“
ノ
ー
，
ノ
ー
”
と
言
う
声
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
タ
イ

ミ
ン
グ
良
く
最
終
判
定
を
下
す
と
説
得
性
が
あ
る
。
 

③
判
定
（
ハ

ン
ド
シ

グ
ナ
ル
）
を
早
く
出
し
す
ぎ
て
，
後
か
ら
副
審
，
ラ
イ

ン
ジ

ャ
ッ

ジ
の

判
定

を
見

て
判

定
を

覆
す

こ
と

は
絶

対
に

避
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

④
目
の
位
置

が
低
く
な

り
す
ぎ
る

と
角
度

あ
る
ボ
ー

ル
コ
ン

タ
ク
ト
が

見
え
に
く
く

な
る
の
で
高
い
位
置
か
ら
見
る
と
良
い
。
 

⑤
主

審
，

副
審

は
ブ

ロ
ッ

カ
ー

の
ボ

ー
ル

コ
ン

タ
ク

ト
の

責
任

範
囲

を
明

確
に

す

る
た
め
に
，
試
合
前
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
打
ち
合
わ
せ
て
お
く
。
 

⑥
レ
シ
ー
バ

ー
の
ボ

ー
ル
コ
ン

タ
ク
ト

に
つ
い
て

は
，
選
手

の
陰
に
隠

れ
て
ボ

ー
ル

コ
ン
タ
ク
ト

が
見
え

な
い
ケ
ー

ス
が
あ

る
の
で
ラ

イ
ン
ジ
ャ

ッ
ジ
の
判

定
を
尊

重
す

べ
き
で
あ
る

。
ま
た

，
ア
タ
ッ

ク
ボ
ー

ル
が
ブ
ロ

ッ
ク
に
当

た
り
，
速

い
ス
ピ

ー
ド

で
跳
ね
返
り

，
再
び

ア
タ
ッ
カ

ー
に
当

た
る
時
は

，
主
審
，

副
審
サ
イ

ド
共
に

見
に

く
い
ケ
ー
ス

が
多
い

。
主
審
サ

イ
ド
は

距
離
が
近

い
う
え
に

速
い
ス
ピ

ー
ド
の

た
め

に
見
逃
し
や

す
い
こ

と
が
あ
る

の
で
，

ラ
イ
ン
ジ

ャ
ッ
ジ
を

確
認
す
る

こ
と
が

必
要

で
あ
る
。
 

⑦
ブ
ロ
ッ
ク

ア
ウ
ト
を

狙
う
プ

レ
ー
は
，

ブ
ロ
ッ
カ

ー
の
手

の
サ
イ
ド

を
か
す
か
に

狙
っ
て
打
っ

て
く
る
の

で
広
い

視
野
で
見

る
。
そ
し

て
，
必

ず
副
審
，

ラ
イ
ン
ジ
ャ

ッ
ジ
を
確
認
し
て
か
ら
判
定
を
す
る
。
 

①
副
審

側
の

ボ
ー

ル
コ

ン
タ

ク
ト

は
，

主
審

の
死

角
に

な
る

コ
ー

ス
が

あ
る

こ
と
を
理
解
し
，
補
助
で
き
る
よ
う
確
認
を
す
る
。
 

②
主

審
が

求
め
て

き
た

際
に
は

確
認
で

き
た

ボ
ー
ル

コ
ン
タ

ク
ト
は

，
胸
の

前
で
主
審
が
見
た
（
求
め
た
）
タ
イ
ミ
ン
グ
で
シ
グ
ナ
ル
を
送
る
。
 

③
主

審
，

副
審

は
ブ
ロ

ッ
カ

ー
の

ボ
ー

ル
コ
ン

タ
ク

ト
の
責

任
範
囲

を
明
確

に
す
る
た
め
に
，
試
合
前
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
打
ち
合
わ
せ
て
お
く
。
 

④
ボ

ー
ル

コ
ン

タ
ク

ト
を

見
る

た
め

ネ
ッ

ト
と

ブ
ロ

ッ
カ
ー

の
間

に
視

点
を

置
き
，
ネ
ッ
ト
際
を
集
中
し
て
見
る
。
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主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
 

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

 

ネ ッ ト 際 の プ レ ー の 判 定 

                

タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
 

①
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
の
反
則
 

・
ボ
ー
ル
を
プ
レ
ー
す
る
動
作
中
の
選
手
に
よ
る
両
ア
ン
テ
ナ
間
の
ネ
ッ
ト
へ
の
接
触
は
反
則
で
あ
る
。
 

ボ
ー
ル
を
プ
レ
ー
す
る
動
作
の
中
に
は
，（

主
に
）
踏
み
切
り
か
ら

ヒ
ッ
ト
（
ま
た
は
プ
レ
ー
の
試
み
），

安
定
し
た
着
地
，
新
た
な
動
作
へ
の
準
備
が
含
ま
れ
る
。

《
第
１
１
．
３
．
１
》
 

・
相
手
チ
ー
ム
の
プ
レ
ー
を
妨
害
し
な
い
限
り
，
選
手
は
支
柱
，
ロ
ー
プ
，
ま
た
は
ア
ン
テ
ナ
の
外
側
に
あ
る
ネ
ッ
ト
や
他
の
物
体
に
触
れ
て
も
よ
い
。
《
第
１
１
．

３
．
２
》
 

Ａ
）「

ボ
ー
ル
を
プ
レ
ー
す
る
動

作
中
」
と
は
，
 

ボ
ー
ル
を
プ
レ
ー
し
よ
う
と

す
る
選
手
の
動
作
の
開
始
か
ら
終
了
ま
で
の
一
連
の
動
き
と
考
え
る
。
例
え
ば
 

a
>ア

タ
ッ
ク
や
ブ
ロ
ッ
ク
を

す
る
選
手
の
場
合
 

「
移
動
，
ジ
ャ
ン
プ
の

た
め
の
動
作
の
開
始
か
ら
着
地
の
動
作
の
終
了
」
ま
で
 

b
>ボ

ー
ル
が
近
く
に
あ
る
選

手
や
ボ
ー
ル
に
対
し
て
プ
レ
ー
を
し
よ
う
と
移
動
し
て
い
る
選
手
の
場
合
 

「
移
動
を
含
ん
で
，
プ

レ
ー
の
た
め
の
動
作
の
開
始
か
ら
プ
レ
ー
を
し
た
（
し
よ
う
と
し
た
）
動
作
の
終
了
」
ま
で
。
 

ま
た
，
着
地
後
勢
い
余
っ
て
ネ
ッ
ト
に
ぶ
ら
下
が
っ
た
り
，
寄
り
か
か
る
動
作
や
相
手
方
コ
ー
ト
に
入
ら
な
い
よ
う
に
ネ
ッ
ト
の
下
を
く
ぐ
り
，
相
手
方
フ

リ
ー
ゾ
ー
ン
に
出
る
と
き
に
，
ネ
ッ
ト
に
触
れ
る
動
作
は
反
則
で
あ
る
。（

両
ア
ン
テ
ナ
間
に
限
る

）
速

攻
や
時
間
差
攻
撃
な
ど
で
，
ど
こ

に
ト
ス
が
上
が
る
か

判
断
で

き
な
い

タ
イ

ミ
ン
グ

で
起

き
る
ネ

ッ
ト

へ
の
接

触
は

反
則

と
す
る

が
，

明
ら
か

に
離

れ
た
位

置
に

ト
ス
が

上
が

っ
た

場
合
や

動
作

終
了
後

，
ボ

ー
ル

が
近
く
に
な
く
，
振
り
向
い
た
と
き
の
接
触
は
反
則
で
は
な
い
。
 

Ｂ
）「

相
手
チ
ー
ム
の
プ
レ
ー
を

妨
害
す
る
」
と
は
，
 

・
ボ
ー
ル
を
プ
レ
ー
す
る
動

作
中
に
，
両
ア
ン
テ
ナ
間
の
ネ
ッ
ト
，
ま
た
は
ア
ン
テ
ナ
に
触
れ
る
こ
と
。
 

・
支
持
を
得
た
り
，
身
体
を

安
定
さ
せ
た
り
す
る
た
め
に
両
ア
ン
テ
ナ
間
の
ネ
ッ
ト
を
使
う
こ
と
。
 

・
ネ
ッ
ト
に
触
れ
る
こ
と
に

よ
り
相
手
チ
ー
ム
に
対
し
て
自
チ
ー
ム
が
有
利
な
状
況
を
不
正
に
つ
く
り
出
す
こ
と
。
 

・
相
手
チ
ー
ム
に
よ
る
正
当

な
ボ
ー
ル
へ
の
プ
レ
ー
の
試
み
に
対
し
，
そ
れ
を
妨
害
す
る
動
作
を
す
る
こ
と
。
 

・
ネ
ッ
ト
を
つ
か
ん
だ
り
，

握
っ
た
り
す
る
こ
と
。
 

Ｃ
）「

ネ
ッ
ト
に
触
れ
る
」
と
は

，
 

そ
の
選
手
の
動
き
に
よ
っ

て
起
き
る
接
触
だ
け
を
意
味
し
，
ボ
ー
ル
等
が
当
た
り
，
ネ
ッ
ト
が

動
い
た
た

め
に
起

き
る
接
触
は
，

反
則
に
は
な
ら
な
い
。
特
に
，

ボ
ー
ル
が
ネ
ッ
ト
上
部
の
白
帯
に
当
た
っ
た
場
合
，
白
帯
は
数
cm

程
度
動
く
。
そ
の
た
め
に
ブ
ロ
ッ
カ
ー
に
ネ
ッ
ト
が
触
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
こ
れ
を
副
審
が
下
か

ら
み
て
い
る
と
，
選
手
が
ネ
ッ
ト
に
触
っ
た
の
と
見
分
け
が
つ
か
ず
，
反
則
と
し
て
ホ
イ
ッ
ス
ル
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
の
で
，
注
意
す
る
。
 

＊
髪
の
毛
が
ネ
ッ
ト
に
触
れ
た
場
合
 

ボ
ー
ル
を
プ
レ
ー
す
る
相
手
に
影
響
を
与
え
た
り
，
ラ
リ
ー
を
中
断
さ
せ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
時
の
み
反
則
と
す
る
。
例
え
ば
，
髪
の
毛
が
ネ
ッ
ト
の
網
目

に
か
ら
ま
り
，
プ
レ
ー
が
中
断
す
る
等
 

②
ゲ
ー
ム
中
に
大
き
な
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
の
反
則
の
見
逃
し
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
の
判
定
は
，
主
審
・
副
審
で
行
う
。
 

③
ア
ン
テ
ナ
付
近
の
ブ
ロ
ッ
ク
で
は
，
ブ
ロ
ッ
カ
ー
が
ア
ン
テ
ナ
に
触
れ
た
ケ
ー
ス
を
ア
タ
ッ
ク
ヒ
ッ
ト
の
ボ
ー
ル
が
ア
ン
テ
ナ
に
当
た
っ
た
反
則
と
間
違
え
る
こ
と

が
あ
る
の
で
注
意
す
る
。
 

④
判
定
の
際
に
は
，
誰
が
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
し
た
の
か
を
明
確
に
す
る
。
（
説
得
性
）
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主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
 

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー

 

ネ ッ ト 際 の プ レ ー の 判 定 

     
ネ
ッ
ト
上
で
の
 

「
同
時
の
接
触
」

の
判
定
 

①
両

チ
ー

ム
の

選
手

が
ボ

ー
ル

の
押

し
合

い
に

よ
っ

て
，

ネ
ッ

ト
上

で
ボ

ー
ル

が

完
全
に
静
止
し
し
て
も
ラ
リ
ー
は

継
続
さ
れ
る
。
 

②
ネ
ッ
ト
上

で
同
時
の

接
触
後
，

そ
の
ボ

ー
ル
が
ア

ン
テ
ナ

に
当
た
っ

た
時
は
，
ダ

ブ
ル
フ
ォ
ル
ト
と
な
る
。
 

③
ネ
ッ

ト
上
で

同
時

の
接

触
後
，

そ
の

ボ
ー
ル

が
コ

ー
ト
外

に
落

ち
た

場
合
，
ネ
ッ

ト
を
基
準
に
ボ
ー
ル
の
反
対
側
の
選
手
が
最
後
に
触
れ
た
も
の
と
し
，
落
ち
た
反
対

側
の
チ
ー
ム

の
反
則
と
す
る
。
 

④
ネ
ッ
ト

上
端

で
，
両

チ
ー
ム

が
プ

レ
ー
し

よ
う
と

す
る
時

，
キ
ャ

ッ
チ
・
ボ
ー
ル

コ
ン
タ
ク
ト
・
オ
ー
バ
ー
ネ
ッ
ト
・
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
・
プ
レ
ー
後
の
ボ
ー
ル
の
方
向

等
に
気
を
付
け
る
。
 

⑤
主
審
は
，
瞬
間
的
に
判
定
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
，
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
強

く
，
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
を
少
々
長
め
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
，
選
手
，
役
員
，
観
衆
，

Ｔ
Ｖ
視
聴
者
に
対
し
て
説
得
力
が
高
ま
る
。
説
得
力
と
タ
イ
ミ
ン
グ
が
大
切
で
あ
る
。
 

①
両
チ

ー
ム

の
選

手
が

ボ
ー

ル
の

押
し

合
い

に
よ

っ
て

，
ネ

ッ
ト

上
で

ボ
ー

ル
が
完
全
に
静
止
し
し
て
も
ラ
リ
ー
は
継
続
さ
れ
る
。
 

②
副

審
側

の
プ

レ
ー

に
つ

い
て

は
，

副
審

が
先

に
判

定
を

下
し

，
主

審
に
伝

え
る
。
（

ボ
ー

ル
コ

ン
タ

ク
ト

の
場
合

は
胸

の
前
で

小
さ
く

ハ
ン

ド
シ

グ
ナ

ル
を
出
し
，
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
る
）
 

 

         
オ
ー
バ
ー
ネ
ッ
ト

 

①
オ

ー
バ

ー
ネ

ッ
ト

の
反

則
が

あ
っ

た
瞬

間
に

ホ
イ

ッ
ス

ル
を

す
る

。
遅

れ
る

と

チ
ー
ム
が
不
信
感
を
持
つ
。
 

②
ブ
ロ
ッ

ク
を
除

き
，
オ

ー
バ
ー

ネ
ッ
ト
の

判
定
基

準
は
，

ネ
ッ
ト

の
上
端
か
ら
相

手
コ
ー
ト
上
に
手
を
出
し
て
，
ボ

ー
ル
に
触
れ
る
位
置
が
ど
こ
で
あ
る
か
が
大
変
重

要
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
上
部

の
白
帯
の
ふ
く
ら
み
を
越
え
て
，
相
手
コ
ー
ト
の
空
間
で

ボ
ー
ル
に
触

れ
る
と
反
則
で
あ
る
。
 

③
オ
ー
バ

ー
ネ
ッ

ト
の
反

則
が
起

こ
り
そ

う
な
瞬

間
に
目
の

位
置
を

ネ
ッ
ト

上
に
お

き
，
選
手
の
手
と
ボ
ー
ル
の
接
点
を
し
っ
か
り
と
見
る
。
 

④
セ
ッ

タ
ー
の

ト
ス
ア

ッ
プ

や
ア
タ

ッ
ク
プ

レ
ー

が
十
分
に

可
能

で
あ

る
ボ
ー
ル
に

対
し
て
，
そ
の
前
，
ま
た
は
同
時
に
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
こ
と
は
反
則
で
あ
る
。
特
に
セ

ッ
タ
ー
の
ト
ス
ア
ッ
プ
を
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
す
る
オ
ー
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
見
逃
し
に
注
意

す
る
。
 

⑤
相

手
か

ら
向

か
っ

て
来

る
ボ

ー
ル

を
す

べ
て

ブ
ロ

ッ
ク

す
る

こ
と

は
で

き
る

が
，

平
行

ト
ス

が
相

手
コ

ー
ト

に
向

か
っ

て
い

る
ケ

ー
ス

で
，

ア
タ

ッ
ク

ヒ
ッ

ト

の
前
に
ブ
ロ
ッ
ク
を
し
た
場
合
は
反
則
で
あ
る
。
 

（
但
し
，
３
回
触
れ
た
ボ
ー
ル
は
除
く
）
 

⑥
相
手
か
ら

向
か
っ

て
く
る
ボ

ー
ル
が

ネ
ッ
ト

を
越
え
な
い

場
合
は
，

ブ
ロ
ッ

ク
を

す
る
と
反
則
で
あ
る
。（

但
し
，
３
回
触
れ
た
ボ
ー
ル
は
除
く
） 
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主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
 

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
 

ネ ッ ト 際 の プ レ ー の 判 定 

      ネ
ッ

ト
下

か
ら

の

相
手

コ
ー

ト
及

び

空
間
へ
の
侵
入
 

①
主
審
の
位
置
か
ら
も
，
ネ
ッ
ト

下
で
の
相
手
コ
ー
ト
，
お
よ
び
空
間
へ
の
侵
入
が

見
え
る
場
合
が
あ
る
。
 

①
片

方
の

足
が

セ
ン

タ
ー

ラ
イ

ン
を

越
え

，
相

手
コ
ー

ト
に

触
れ
て

も
そ
の

一
部
が
セ
ン
タ

ー
ラ
イ
ン
に
接
触
し
て
い
る
か

，
そ
の
真
上
に
残
っ
て
い
れ

ば
反

則
と

は
な

ら
な

い
。

足
と

は
く

る
ぶ

し
の

下
（

く
る

ぶ
し

を
含

ま
な

い
）
ま
で
と
考
え
る
。

(サ
ー
ビ
ス
ヒ
ッ
ト
時
も
同
様
) 

②
両

足
よ

り
上

部
の

身
体
の

い
か

な
る
部

分
が

，
相

手
コ
ー

ト
に
触

れ
て
も

反
則
と
な
ら
な
い

。
ま
た
，
ネ
ッ
ト
付
近
に
お
い
て
ス
ラ
イ
デ
ィ

ン
グ
等
の

プ
レ
ー
で
相
手
コ
ー
ト
に
侵
入
し
た
時
に
，
両
足
が
完
全
に
相
手
コ
ー
ト
上
の

空
間
に
あ
っ
た
と
し
て
も
，
足
が
相
手
コ
ー
ト
に
触
れ
ず
，
相
手
方
の
プ
レ
ー

を
妨
害
し
て
い
な
け
れ
ば
反
則
と
し
な
い
。
相

手
方

プ
レ

ー
へ

の
妨

害
が

あ

る
と

判
断

し
た

ら
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
ア

の
反

則
と

す
る

。（
ハ

ン
ド
シ

グ
ナ

ル

＝
反

則
が

起
き

た
地

点
を

指
し

，
必

要
で

あ
れ

ば
反

則
を

し
た

選
手

を
手

で
示
す
）
 

③
反
則
の
あ
っ
た
瞬
間
に
，
ホ
イ
ッ
ス
ル
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
 

 

       

ア
ン
テ
ナ
外
通
過

の
判
定
 

①
ア
ン
テ
ナ
上
方
を
通
過
す
る
ボ
ー
ル
は
，
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
ア

ン
テ

ナ

上
方

を
通

過
し

た
時

点
で

は
判

定
を

し
な

い
。

相
手

フ
リ

ー
ゾ

ー
ン

か
ら

味
方

コ

ー
ト

へ
返

球
す

る
と

き
に

，
許

容
空

間
内

を
ボ

ー
ル

が
通

過
し

た
と

き
に

ホ
イ

ッ

ス
ル
を
す
る
。
 

②
ボ

ー
ル

の
コ

ー
ス

に
い

る
ラ

イ
ン

ジ
ャ

ッ
ジ

が
判

定
で

き
る

の
で

，
そ

の
コ

ー

ス
の

ラ
イ

ン
ジ

ャ
ッ

ジ
を

確
認

し
て

判
定

を
す

る
。

試
合

前
の

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

で

確
認
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
 

③
サ
ー
ビ
ス
ボ
ー
ル
が
ア
ン
テ
ナ
に
触
れ
る
か
ア
ン

テ
ナ
外
側
を
通
過

し
た
場
合
，

も
し
く
は
チ
ー
ム
の
３
回
目
の
打
球
が
ア
ン
テ
ナ
外
側
を
通
過
し
た
場
合
は
，
ホ
イ

ッ
ス
ル
し
て
ボ
ー
ル
ア
ウ
ト
の
シ
グ
ナ
ル
を
示
す
。
 

①
ア
ン

テ
ナ

上
方

を
通

過
す

る
ボ

ー
ル

は
，

取
り

戻
す

こ
と

が
で

き
る

。
ア

ン
テ
ナ
上
方
を
通
過
し
た
時
点
で
は
判
定
を
し
な
い
。
相
手
フ
リ

ー
ゾ
ー
ン

か
ら
味
方
コ
ー
ト
へ
返
球
す
る
と
き
に
，
許
容
空
間
内
を
ボ
ー
ル
が
通
過
し

た
と
き
に
ホ
イ
ッ

ス
ル
を
す
る
。
 

②
副

審
の
位

置
は

選
手
の

プ
レ
ー

を
邪

魔
し
な

い
よ
う

に
プ

レ
ー

を
先

読
み

し
て
位
置
取
り
を
す
る
。
（

基
本

的
に
は

ポ
ー
ル

の
真
後
ろ

に
位

置
す

る
こ

と
が
望
ま
し
い
）
 

③
レ

シ
ー

ブ
さ
れ

た
ボ

ー
ル
が

ア
ン

テ
ナ
外

か
そ

の
上
方
を

通
過
し

た
り
，

取
り
戻
す
ケ
ー
ス
で
許
容
空
間
内
に
返
球
さ
れ
た
時
の
位
置
取
り
は
，
基
本

的
に
は
ポ
ー
ル
の
後
か
ス
コ
ア
ラ
ー
テ
ー
ブ
ル
の
前
と
す
る
が
，
プ
レ
ー
ヤ

ー
の
邪
魔
に
な
ら
な
け
れ
ば
ボ
ー
ル
の
コ
ー
ス
に
入
っ
て
判
定
を
す
る
。
ラ

イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
と
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
。
 

④
サ

ー
ビ

ス
ボ

ー
ル

が
ア

ン
テ

ナ
に

触
れ

る
か

ア
ン

テ
ナ
外

側
を

通
過

し
た

場
合
，
も
し
く
は
チ
ー
ム
の
３
回
目
の
打
球
が
ア
ン
テ
ナ
外
側
を
通
過
し
た
場

合
は
，
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
て
ボ
ー
ル
ア
ウ
ト
の
シ
グ
ナ
ル
を
示
す
。
 

 

ボ
ー
ル
が
ア
ン
テ
ナ

に
当
た
る
ケ
ー
ス

 

①
主
審
側
の
ア
ン
テ
ナ
お
よ
び
そ
の
外
側
の
ネ
ッ
ト
，
ロ
ー
プ
，
ワ
イ
ヤ
ー

，
支

柱

等
に

ボ
ー

ル
が

当
た

っ
た

場
合

は
，

当
た

っ
た

瞬
間

に
ホ

イ
ッ

ス
ル

を
す

る
こ

と

が
大
切
で
あ
る
。
 

②
ア

ン
テ

ナ
付

近
で

ボ
ー

ル
が

ネ
ッ

ト
の

上
端

に
当

た
っ

た
の

か
，

ア
タ

ッ
ク

し

た
ボ

ー
ル

が
ア

ン
テ

ナ
に

当
た

っ
た

の
か

，
ブ

ロ
ッ

ク
し

た
ボ

ー
ル

が
当

た
っ

た

の
か

ど
う

か
の

判
定

が
非

常
に

難
し

く
，

判
定

が
逆

に
な

っ
て

し
ま

う
こ

と
が

あ

る
の
で
，
副
審
，
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
を
確
認
し
て
正
確
な
判
定
す
る
。
 

③
ブ
ロ
ッ
カ
ー
が
ア
ン
テ
ナ
に
触

れ
る
ケ
ー
ス
は
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。
 

④
ボ

ー
ル

に
集

中
し

過
ぎ

て
，

判
定

が
反

対
に

な
る

こ
と

が
あ

る
の

で
ブ

ロ
ッ

カ

ー
の
手
，
ア
ン
テ
ナ
を
視
野
に
入
れ
て
判
定
を
す
る
。
 

⑤
試
合
前
に
審
判
団
と
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
取
り
扱
い
方
法
を
確
認
す
る
。
 

①
副

審
側

の
ア

ン
テ

ナ
お

よ
び

そ
の

外
側

の
ネ

ッ
ト

，
ロ

ー
プ

，
ワ

イ
ヤ

ー
，
支
柱
等
に
ボ
ー
ル
が
当
た
っ
た
場
合
は
，
当
た
っ
た
瞬
間
に
ホ
イ
ッ
ス

ル
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
 

②
ア

ン
テ

ナ
付

近
で

ボ
ー

ル
が

ネ
ッ

ト
の

上
端

に
当

た
っ
た

の
か
，

ア
タ
ッ

ク
し
た
ボ
ー
ル
が
ア
ン
テ
ナ
に
当

た
っ
た
の
か
，
ブ
ロ
ッ
ク
し
た
ボ
ー
ル
が

当
た
っ
た
の
か
ど
う
か
の
判
定
が
非
常
に
難
し
く
，
判
定
が
逆

に
な
っ

て
し

ま
う

こ
と

が
あ

る
の

で
，

ラ
イ

ン
ジ

ャ
ッ

ジ
を

確
認

し
て

正
確

な
判

定
す

る
。
 

③
ブ
ロ
ッ
カ
ー
が
ア
ン
テ
ナ
に
触
れ
る
ケ
ー
ス
は
タ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。
 

④
副
審

側
で

は
，

副
審

は
ポ

ー
ル

か
ら

１
ｍ

～
２

ｍ
離

れ
，

ア
ン

テ
ナ

上
端

か
ら
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
が
視
界
に
入
る
よ
う
に
す
る
。
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主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
 

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
 

  

ボ
ー
ル
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
 

①
す
べ
て
の
プ
レ
ー
の
ハ
ン
ド
リ
ン

グ
基
準
は
同
一
で
あ
る
。
 

②
疑
わ
し
き
は
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
し
な
い
。
し
か
し
，
最
近
の
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
基
準
に
つ
い
て
若
干
の
幅
が
あ
り
過
ぎ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
審
判
台

か
ら
見
る
の
と
，
ベ
ン
チ
か
ら
見
る
の
と
，
役
員
席
か
ら
見
る
の
と
で
は
，
見
る
位
置
に
よ
っ
て
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
基
準
の
違
い
が
で
る
。
し
た
が

っ
て
，
誰
が
ど
こ
か
ら
見
て
も
反
則
プ
レ
ー
は
確
実
に
ホ
イ
ッ
ス
ル
で
き
る
よ
う
に
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
基
準
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

 
 

 

オ
ー
バ
ー
ハ
ン
ド

パ
ス
 

①
ボ
ー
ル
と
手
が
触
れ
る
瞬
間
だ
け
を
見
て
判
定
を
す
る
こ
と
。
フ
ォ
ー
ム
や
音
に
影
響
さ
れ
て
判
定
を
し
な
い
こ
と
。
 

②
２
段
ト
ス
，
ト
ス
等
の
プ
レ
ー
で
，
左
右
の
手
の
バ
ラ
ツ
キ
，
ま
た
指
先
か
ら
手
の
平
に
当
た
る
ケ
ー
ス
は
，
ダ
ブ
ル
コ
ン
タ
ク
ト
で
あ
る
。
 

③
左
右
に
動
い
た
り
し
て
の
パ
ス
や
早
い
ボ
ー
ル
を
処
理
す
る
ケ
ー
ス
に
起
こ
り
や
す
い
キ
ャ
ッ
チ
に
注
意
す
る
。
ま
た
，
手
の
ひ
ら
で
“
パ
 

ン
”
と
当
て
る
こ
と
は
反
則
で
は
な
い
が
，
指
が
引
っ
か
か
る
ケ
ー
ス
は
キ
ャ
ッ
チ
で
判
定
を
す
る
。
 

④
サ
ー
ビ
ス
の
レ
シ
ー
ブ
で
は
，
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
ド
の
指
を
使
っ
た
動
作
で
キ
ャ
ッ
チ
を
し
た
場
合
は
反
則
に
な
る
の
で
，
正
確
に
判
定
す
る
。
 

⑤
相
手
方
コ
ー
ト
に
返
球
す
る
プ
レ
ー
で
の
ダ
ブ
ル
コ
ン
タ
ク
ト
・
キ
ャ
ッ
チ
の
見
逃
し
に
気
を
付
け
る
。
 

 
 

 

ア
ン
ダ
ー
ハ
ン
ド
 

パ
ス

 

①
チ
ー
ム
の

１
回
目
の
打
球
の
と
き
（
規
則
９
．
２
．
３
），

ボ
ー
ル
は
，
接
触
が
同
時
で
あ
れ
ば
，
身
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
に
触
れ
て
も
よ

い
。
そ
れ
が
一
つ
の
動
作
中
に
生
じ
た
も
の
で
あ
れ
ば
許
さ
れ
る
。
 

②
ア
ン
ダ
ー
ハ
ン
ド
の
反
則
は
ボ
ー
ル
が
手
の
平
で
止
ま
っ
た
り
，
指
が
引
っ
か
か
っ
た
り
す
る
ケ
ー
ス
。
 

③
ボ
ー
ル
が
ブ
ロ
ッ
カ
ー
と
ネ
ッ
ト
の
間
に
吸
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
プ
レ
ー
で
も
，
次
の
カ
バ
ー
プ
レ
ー
が
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
シ
ー
ブ
な
の
で
，

一
連
の
動
作
中
で
あ
れ
ば
，
ダ
ブ
ル
コ
ン
タ
ク
ト
の
反
則
に
は
し
な
い
。
ボ
ー
ル
が
静
止
し
て
し
ま
う
プ
レ
ー
は
キ
ャ
ッ
チ
の
反
則
と
な
る
。
こ
の

キ
ャ
ッ
チ
は
明
確
に
静
止
し
た
場
合
の
み
ホ
イ
ッ
ス
ル
す
べ
き
で
あ
る
。
 

 
 

 

ト
ス

 

①
キ
ャ
ッ
チ
の
反
則
は
，
手
の
中
に
止
ま
る
か
，
キ
ャ
リ
ー
の
長
い
プ
レ
ー

の
時

に
生

じ
る

。
し

か
し

，
一

連
の

流
れ
の

あ
る

プ
レ

ー
は

反
則
と

す
べ

き
で
は

な
い
。

ボ
ー
ル

を
た

め
る
た

め
に
肘

や
手
首
を

使
っ

て
引

き
込
む

プ
レ
ー

が
問

題
に
な

っ
て
い

る
の
で
，

ど
こ

で
ボ

ー
ル
を

捕

ら
え
，
い
つ
離
し
た
か
を
見
分
け
て
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

②
胸
の
前
か
ら
の
バ
ッ
ク
ト
ス
や
頭
上
か
ら
前
へ
流
す
ト
ス
な
ど
で
起
こ
り
や
す
い
キ
ャ
ッ
チ
や
，
潜
り
込
ん

で
ト
ス
を
上
げ
る
ケ
ー
ス
で
の

左
右

の
手
の

バ
ラ
ツ

キ
と
，

ネ
ッ

ト
際
に

走
っ
て

い
っ
て
ト

ス
を

上
げ

る
ケ
ー

ス
で
の

左
右

の
手
の

バ
ラ
ツ

キ
に
よ
る

ダ
ブ

ル
コ

ン
タ
ク

ト

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
 

③
シ
ン
グ
ル
ハ
ン
ド
ト
ス
に
対
し
て
の
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
基
準
は
，
指
と
手
の
平
と
の
間
に
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
プ

レ
ー
，
手
の
平
で
転
が
る
よ
う

な
プ

レ
ー

な
ど

は
，
手

の
中

で
ボ

ー
ル

が
止

ま
っ

て
い

る
と

判
断

し
，

キ
ャ
ッ
チ
と
す
る
。
又
手
の
中
で
止
め
る
プ
レ
ー
，
肘
で
押
し
あ
げ
る

２
段

モ
ー
シ

ョ
ン
の

プ
レ
ー

，
投

げ
る
よ

う
な
キ

ャ
リ
ー
の

プ
レ

ー
も

す
べ

て
，

キ
ャ

ッ
チ

と
す
る

。
指
先

だ
け
に
ボ

ー
ル

が
当

た
る
プ

レ

ー
は
反
則
で
は
な
い
。
 

④
ネ
ッ
ト
上
段
で

セ
ッ
タ
ー
が
ト
ス
を
す
る
時
（
Ａ
ク
イ
ッ
ク
等
）
，
主
審
は
ブ
ロ
ッ
ク
サ
イ
ド
か
ら
見
る
と
良
く
見
え
る
場
合
も
あ
る
。
 

 
 

 

T
i
pプ

レ
ー
 

①
次
の
よ
う
な
プ
レ
ー
が
反
則
と
考
え
ら
れ
る
。
プ
レ
ー
を
言
葉
で
表
 

現
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
，
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
を
積
ん
で
，
自
分
で
も
プ
レ
ー
し
て
判
定
基
準
を
確
立
す
る
。
 

a
ボ
ー
ル
を
長
く
引
っ
張
る
プ
レ

ー
 

b
ぶ
ら
下
が
り
な
が
ら
引
き
下
ろ

す
プ
レ
ー
 

c
ネ

ッ
ト

の
低

い
位

置
か

ら
い

っ
た

ん
持

ち
上

げ
て

相
手

コ
ー

ト
に

投
げ
降
ろ
す
プ
レ
ー
 

d
ボ
ー
ル
の
コ
ー
ス
や
ス
ピ
ー
ド
を
２
段
動
作
で
変
え
る
プ
レ
ー
 

②
主

審
は

「
Ti
p
プ

レ
ー

」
の

判
定

に
関

し
て

は
，

プ
レ
ー

を
先

に
読

ん
で
，
ネ
ッ
ト
上
に
目
を
残
し
て
判
定
を
す
る
。（

フ
ァ

ー
ス

ト
レ

シ
ー

ブ
で
は
反
則
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
）
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主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
 

ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
 

     

ボ
ー
ル
イ
ン
，
ア
ウ
ト
 

①
ボ
ー
ル
が
床
に
落
ち
た
瞬
間
に
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
す
る
。
ま
た
，
ラ
イ
ン
際

の
判

定

に
つ
い
て
は
，
強
く
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
す
る
。
 

②
ラ
イ
ン
判
定
は
，
審
判
台
か
ら
イ
ン
，
ア
ウ
ト
の
判
定
基
準
を
持
ち
，
ま
ず
最
初

に
主
審
が
判
定
し
，
そ
の
後
に
担
当
の
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
を
素
早
く
確
認
し
て
，
最

終
判
定
を
す
る
。
 

③
審
判
の
判
定
が
遅
れ
れ
ば
，
ア
ピ
ー
ル
の
原
因
と
な
る
の
で
，
タ
イ
ミ
ン
グ
良
く
判

定
を
す
る
。
 

④
も
し
も
，
ラ
イ
ン
ジ
ャ
ッ
ジ
の
判
定
が
間
違
っ
て
い
れ
ば
，
片
方
の
手
で

軽
く

お
さ

え
る

動
作

を
し

て
か

ら
判

定
を

覆
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
タ

イ
ミ

ン
グ

よ
く

ラ

イ
ン

ジ
ャ

ッ
ジ

を
お

さ
え

て
か

ら
最

終
判

定
を

示
す

。
（

ワ
ン

タ
ッ

チ
の

場
合

も

同
様
）
 

①
ボ
ー

ル
イ

ン
・

ア
ウ

ト
の

判
定

は
，

基
本

的
に

は
行

わ
な

い
が

，
状

況
に

応
じ

て
主

審
を

補
佐

す
る

こ
と

が
あ

る
。

た
だ

し
，

ネ
ッ

ト
か

ら
目

線
を

早
く
移
動
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

 

  

パ
ン
ケ
ー
キ
 

①
主
審
は

目
の
位

置
を
下

げ
て
見

る
。
確

認
で
き

な
い
と
き

に
は
，

副
審
，
ラ
イ
ン

ジ
ャ
ッ
ジ
を
確
認
し
て
か
ら
ホ
イ
ッ
ス
ル
す
べ
き
で
あ
る
。
 

②
試

合
前

に
合

図
の

仕
方

に
つ

い
て

，
審

判
団

で
念

入
り

に
打

ち
合

わ
せ

て
お

く

必
要
が
あ
る
。
 

①
主
審

が
，

ボ
ー

ル
が

床
に

落
ち

た
か

ど
う

か
確

認
で

き
な

い
ケ

ー
ス

は
，

確
実

に
床

に
落

ち
て

い
る

場
合

は
ホ

イ
ッ

ス
ル

を
す

る
。

タ
ッ

チ
ネ

ッ
ト

が
起
こ
り
そ
う
も
な

い
場
合
は
，
ボ
ー
ル
を
見
る
。
 

 

  

物
体
利
用
の
プ
レ
ー
 

①
プ
レ
ー
イ
ン

グ
エ
リ
ア
内
で
物
体
（

審
判

台
や

ポ
ー

ル
等

）
を

利
用

し
た
り
，
味

方
の
選
手
を
利
用
し
て
プ
レ
ー
を
す
る
こ
と
は
反
則
で
あ
る
。
 

②
プ
レ

ー
イ
ン
グ
エ
リ
ア

の
外
側
で
は
，
物

体
（
ベ
ン
チ
，
フ
ェ

ン
ス
等
）
や

観
客

席
に

上
が
っ
て
プ

レ
ー
し
て
も
許

さ
れ
る

。（
但
し
，
自
チ
ー
ム
側
の
プ
レ
ー
イ
ン
グ

エ
リ
ア
外
に
限
る
）
 

①
主
審
が
確
認
で
き
な
い
プ
レ
ー
は
，
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
判
定
を
す
る
。
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【
試
合
の
中
断
に
関
す
る
技
術
】

 

 
主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
 

                  

タ
イ
ム
ア
ウ
ト
 

正
規
の
試
合

中
断
の
要
求
は
，
ラ
リ
ー
完
了
か
ら
主
審
に
よ
る
次
の
サ
ー

ビ
ス
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
ま
で
の
間

に
要
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
（
規
則
1
5）

ノ
ー
カ
ウ
ン
ト
に
な
っ
た
場
合
は
，
全
て
の
中
 

断
の
要
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。
 

不
当
な
要
求
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
は
，
同
じ
チ
ー
ム
に
よ
る
同
じ
種
類
の
中
断
の
要
求
は
認
め
な
い
が
異
な

る
種
類
の
中
断
の
要
求
は
認
め
ら
れ
る
。（

タ
イ
ム
ア
ウ
ト
は
認
め
ら
れ
な
い
が
，
選

手
交
代
の
要
求
は
認
め
ら
れ
る
）
た
だ
し

、
不
当
な
要

求
の
う
ち

，
ラ
リ
ー
中

ま
た
は
サ
ー

ビ
ス
の
ホ

イ
ッ
ス
ル
と

同
時
か

そ
の
後
の
試

合
中
断
の
要

求
は
、
サ

ー
ビ
ス
の
実

行
が
優

先
さ
れ
る
。
ま

た
、
遅
延
警
告
が
適
用
さ
れ
た
場
合
は
，
同
じ
チ
ー
ム
に
よ
る
中
断
の
要
求
は
次
の
ラ
リ
ー
が
完
了
す
る
ま
で
認
め
ら
れ
な
い
。（

け
が
や
病
気
に
よ
る
選
手
交
代
を
除
く
）
 

ラ
リ
ー
が
完
了
し
た
場
合
は
，
全
て
の
中
断
の
要
求
が
認
め
ら
れ
る
。
 

①
監
督
や
ゲ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン

(監
督
が
不
在
の
場
合
)が

ブ
ザ
 

ー
と

ハ
ン

ド
シ

グ
ナ

ル
で

タ
イ

ム
ア

ウ
ト

を
要

求
す

る
。

主
審
は
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
（

Tの
字
）
を
示
す
必
要
は
な
い
。
 

②
必
ず
監
督
や
ゲ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン

(監
督
が
不
在
の
場
合
)
が
 

公
式
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
（
タ
イ

ム
ア
ウ
ト
）
を
示
し
て
い
る
か

ど
う
か
を
見
て
，
示
し
て
い
る
場
合
の
み
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
て
タ

イ
ム
ア
ウ
ト
を
許
可
す
る
。
示
し
て
な
い
時
は
，
主
審
は
サ
ー
ビ

ス
許
可
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
し
て
ゲ
ー
ム
を
続
行
す
る
。
 

③
サ
ー
ビ
ス

の
ホ
イ
ッ
ス
ル
と
同
時
か
，
あ

る
い
は
そ
の
後
の

要
求
は
拒
否
さ
れ
る
。
副
審
は
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
な
い
で
拒
否
を

す
る
。
ラ
リ
ー
終
了
後
，
記
録
用
紙
に
不
当
な
要
求
と
し
て
記

載
す
る
。
も
し
も
副
審
が
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
た
場
合
，
選
手
が
ベ
 

ン
チ

に
戻

っ
て

し
ま

う
な

ど
試

合
を

遅
ら

せ
た

と
主

審
が

判

断
し
た
時
は
遅
延
と
し
，
特
に
試
合
を
遅
ら
せ
ず
に
再
開
で
き

る
時

に
は

遅
延

と
は

せ
ず

に
サ

ー
ビ

ス
の

ホ
イ

ッ
ス

ル
を

吹
 

き
直
し
，
そ
の
ラ
リ
ー
の
終
了
後
に
不
当
な
要
求
の
処
置
を
行

う
。
ま
た
，
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
の
許
容
回
数
を
越
え
て
の
要
求
も

同
様
に
扱
う
。
 

④
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
の
時
に
，
ゲ
ー
ム
再
開
の
合
図
が
あ
っ
た
後
 

も
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
を
長
引
か
せ
る
場
合
，
遅
延
警
告
の
対
象
と

な
る
。
セ
ッ

ト
間
も
同
様
で
あ
る
。
 

（
副
審
が
再
度
指
導
し
た
に
も
係
ら
ず

，
中
断
を
長
引
か
せ
る

行
為
は
，
遅
延
警
告
と
す
る
）
 

①
公
式

ハ
ン
ド
シ
グ
ナ

ル
を
示
し
な
が

ら
許

可
の
ホ
イ

ッ
ス
ル

を
し
，
そ
の
後
，
要
求
し
た
チ
ー
ム
の
サ
イ
ド
を
示
す
。
 

②
必

ず
監

督
や

ゲ
ー

ム
キ

ャ
プ

テ
ン

が
公

式
ハ

ン
ド

シ
グ

ナ

ル
（
タ

イ
ム
ア

ウ
ト
）
を
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
見
て
，
示

し
て

い
る

場
合

の
み

ホ
イ

ッ
ス

ル
し

て
タ

イ
ム

ア
ウ

ト
を

許

可
す
る
。
示
し
て
な
い
時
は
，
主
審
は
サ
ー
ビ
ス
許
可
の
ホ
イ

ッ
ス
ル
を
し

て
ゲ
ー
ム
を
続
行
す
る
。
 

③
サ
ー
ビ
ス
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
と
同
時
か
，
あ
る
い
は
そ
の
後
の

要
求
は
拒
否
さ

れ
る
。
副
審
は
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
な
い
で
拒
否
を

す
る
。
ラ
リ
ー
終
了
後
，
記
録
用
紙
に
不
当
な
要
求
と
し
て
記
載

す
る
。
も
し
も
副
審
が
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
た
場
合
，
選
手
が
ベ
ン
チ

に
戻

っ
て

し
ま

う
な

ど
試

合
を

遅
ら

せ
た

と
主

審
が

判
断
し

た
時
は
遅
延
と
し
，
特
に
試
合
を
遅
ら
せ
ず
に
再
開
で
き
る

時

に
は

遅
延

と
は

せ
ず

に
サ

ー
ビ

ス
の

ホ
イ

ッ
ス

ル
を

吹
き
直

し
，
そ
の
ラ
リ
ー
の
終
了
後
に
不
当
な
要
求
の
処
置
を
行
う
。

ま
た
，
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
の
許
容
回
数
を
越
え
て
の
要
求
も
同
様
に

扱
う
。
 

④
選
手
が
ベ
ン
チ
に
戻
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
を
す
る
。
 

（
フ

リ
ー

ゾ
ー

ン
が

５
ｍ

あ
る

場
合

は
サ

イ
ド

ラ
イ

ン
か

ら

選
手
が
３
ｍ
以
上
は
離
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

⑤
ス
コ

ア
ラ
ー
の
業
務
を
確

認
す
る
と
と
も
に
，

ア
シ
ス
タ
ン

ト
ス

コ
ア

ラ
ー

と
リ

ベ
ロ

の
位

置
の

確
認

を
行

う
。

そ
し

て
，
２
回
目
の
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
を
主
審
へ
通
告
す
る
。
 

（
主
審
に
は
，
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
中
に
通
告
す
る
）
 

⑥
３
０
秒
た
っ
た
ら
副
審
が
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
す
る
。
２
回
目
の

タ
イ
ム
ア
ウ
ト
は
，
当
該
チ
ー
ム
の
監
督
に
通
告
す
る
。（

監
督

の
所
ま
で
行
か
な
く
て
も
，
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
使
用
し
て
通
告
す

る
）
 

⑦
ゲ
ー
ム
再
開
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
後
，
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
を
長
引
か

せ
た
場
合
，
再
度
ホ
イ
ッ
ス

ル
を
し
て
再
開
を
す
る
よ
う
に
指

導
す

る
が

，
次

は
遅

延
警

告
の

対
象

と
な

り
，

主
審

に
伝

え

る
。
 

①
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
を
記
録
し
，
そ
の
回
数
を
統
御
す
る
。
ま
た
，
 

２
回
目
の
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
を
副
審
に
知
ら
せ
る
。
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主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
 

              選
手
交
代
 

(
選
手
交
代
の
手
順
参

照
) 

正
規
の
試
合

中
断
の
要
求
は
，
ラ
リ
ー
完
了
か
ら
主
審
に
よ
る
次
の
サ
ー

ビ
ス
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
ま
で
の
間

に
要
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
（
規
則
1
5）

ノ
ー
カ
ウ
ン
ト
に
な
っ
た
場
合
は
，
全
て
の
中
 

断
の
要
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。
 

不
当
な
要
求
が
適
用
さ
れ
た
場
合
は
，
同

じ
チ
ー
ム
に
よ
る
同
じ
種
類
の
中
断
の
要
求
は
認
め
な
い

が
異
な
る
種
類
の
中
断
の
要
求
は
認
め
ら
れ
る

。（
選
手
交
代
は
認

め
ら
れ
な
い
が
，
タ
イ
ム
ア

ウ
ト
の
要
求
は
認
め
ら
れ
る
。
）
た
だ
し
、
不
当
な
要
求
の
う
ち
，
ラ
リ
ー
中
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
と
同
時
か
そ
の
後
の
試
合
中
断
の
要
求
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
実
行
が
優
先
さ
れ
る
。
ま
た
、

遅
延
警
告
が
適
用
さ
れ
た
場
合
は
，
同
じ
チ
ー
ム
に
よ
る
中
断
の
要
求
は
次
の
ラ
リ
ー
が
完
了
す
る
ま
で
認
め
ら
れ
な
い
。
(け

が
や
病
気
に
よ
る
選
手
交
代
を
除
く
) 

ラ
リ
ー
が
完
了
し
た
場
合
は
，
全
て
の
中
断
の
要
求
が
認
め
ら
れ
る
。
 

①
主
審
は
，
選
手
交
代
の
公
式
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
を
示
す
必
要
 

は
な
い
。
 

②
選
手
が
選
手
交

代
ゾ
ー
ン
に
入

り
，
ス
コ
ア
ラ
ー
が
ブ
ザ
ー

を
鳴
ら
し
て
も
，
選
手
が
準
備
を
出
来
て
い
な
い
場
合
は
，
拒

否
を
し
て
遅
延
の
罰
則
を
適
用
す
る
。
 

③
サ
ー

ビ
ス
許
可
の
ホ

イ
ッ
ス
ル

後
に

選
手
が
選
手
交

代
ゾ
ー

ン
に
入
っ
て
き
た
場
合
は
，
要
求
は
拒
否
す
る
。
そ
の
ラ
リ
ー

終
了
後
不
当
な
要
求
と
し
て
扱
う
。
も
し
も
ス
コ
ア
ラ
ー
が
ブ

ザ
ー
を
鳴
ら
し
た
場
合
，
ま
た
は
副
審
が
ホ

イ
ッ

ス
ル

し
た
場

合
，
試
合
を
遅
ら
せ
た
と
主
審
が
判
断
し
た
時
は
遅
延
と
し
，
特

に
試
合

を
遅

ら
せ

ず
に

再
開

で
き

る
時

は
ラ

リ
ー

終
了

後
に

不
当

な
要
求
の
罰
則
を
与
え
る
。
 

④
複
数
の
要
求
が

あ
り
，
交
代
の

手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
る
途

中
に
，
そ
の
他
の
要
求
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
て
も
，
罰
則
を
適
用

し
な
い
。
 

⑤
２
組
の
交
代
の
要
求
が
あ
っ
た
が
，

２
組
目
が
遅
れ
て
き
た

場
合
，
１
組
目
の
交
代
を
認
め
て

２
組
目
は
拒
否
す
る
。
 

①
ブ
ザ
ー
を
確
認
し
た
ら
，
ポ
ー
ル
付
近
で
交
代
す
る
選
手
の
 

方
を
向
き
，
手
で
合
図
を
す
る
こ
と
で
，
交
代
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
。
 

②
選
手
が
選
手
交
代
ゾ
ー
ン
に
入
り
，
ス
コ

ア
ラ
ー
が
ブ
ザ
ー
 

を
鳴
ら
し
て
も
，
選
手
が
準
備
を
出
来
て
い
な
い
場
合
は
，
拒

否
を
し
て
遅
延
の
罰
則
を
適
用
す
る
。
 

③
サ

ー
ビ
ス
許
可

の
ホ
イ
ッ
ス

ル
後
に
選

手
が
選
手
交

代
ゾ
ー

ン
に
入
っ
て
き
た
場
合
は
，
要
求
は
拒
否
す

る
。
そ
の
ラ
リ
ー

終
了
後
不
当
な
要
求
と
し
て
扱
う
。
も
し
も
ス
コ
ア
ラ
ー
が
ブ
ザ

ー
を

鳴
ら

し
た

場
合

，
ま

た
は

副
審

が
ホ

イ
ッ

ス
ル

し
た

場
合
，
試
合
を
遅
ら
せ
た
と
主
審
が
判
断
し
た
時
は
遅
延
と
し
，
特

に
試

合
を

遅
ら

せ
ず

に
再

開
で

き
る

時
は

ラ
リ

ー
終

了
後

に
不

当
な
要
求
の
罰
則
を
与
え
る
。
 

④
２

組
以
上
の
交
代
を
要
求
す
る
場
合
は
，

１
組
目
が
選
手
交

代
ゾ
ー
ン
に
入
っ
て
き
た
と
き
，
２
組
目
の
交
代
選
手
は
，
サ

イ
ド
ラ
イ
ン
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
で
待
た
せ
て
，
ス
コ
ア
ラ

ー
の
両
手
が
上
が
る
の
を
確
認
し
た
後
，
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
移
動
さ

せ
，
２
組
目
の
交
代
を
行
う
。
ま
た
，
選
手
交
代
の
回
数
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
，
主
審
次
に
当
該
チ
ー
ム
監
督
に
５
回
目
と
６
回
目

の
選
手
交
代
を
通
告
す
る
。
 

⑤
２
組

の
交
代
を
要
求

が
あ
っ
た
が
，
２

組
目
が
遅
れ
て
き
た

場
合
，
１
組
目
の
交
代
を
認
め
て
２
組
目
は
拒
否
す
る
。
 

⑥
手

続
き

を
ス

ム
ー

ズ
に

行
う

た
め

に
も

，
ス

コ
ア

ラ
ー
と

の

協
力
が
大
切
で
あ
る
。
 

①
選

手
が

，
選

手
交

代
ゾ

ー
ン

に
入

っ
た

ら
ブ

ザ
ー

を
鳴

ら
し
，
コ
ー
ト
内
の
選
手
と
交
代
選
手
が
正
規
の
交
代
で
あ
る
か
ど

う
か
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
記
録
用
紙
に
記
入
し
，
完
了
し
た
ら

両
手
を
上
げ
副
審
に
合
図
を
送
る
。
 

②
選
手
交
代

を
記
録

し
，
そ
の

回
数
を

統
御
す
る

。
５
回
目
，

６
回
目
を
副
審
に
通
告
す
る
。
 

③
ス
コ
ア
ラ
ー
が
記
録
を
完
了
す
れ
ば
，
両
手
を
上
げ
選
手
交

 

代
が
問
題
な
く
完
了
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
（

複
数

の
場

合

は
１
回

ず
つ
両
手
を
上
げ
，

区
切
っ
て
行
う
）
そ
の
後
、
次
の

サ
ー
バ
ー
を
確
認
す
る
。
 

④
選
手
が
負
傷
で
例
外
的
な
選
手
交
代
を
し
た
場
合
は
，
そ
の

 

事
実
を
リ
マ
ー
ク
欄
に
記
入
す
る
。
ま
た
，
選
手
が
負
傷
で
正

規
の

競
技

者
交

代
を

し
た

場
合

も
そ

の
事

実
を

リ
マ

ー
ク

欄

に
記
入
す
る
。
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【
リ
ベ
ロ
の
交
代
に
関
す
る
技
術
】

 

 
主
 

審
 

副
 

審
 

ス
コ
ア
ラ
ー
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
 

 
リ
ベ
ロ
の
登
録
 

①
構
成
メ
ン
バ
ー
が
１
３
名
以
上

の
場
合
，
２
名
の
リ
ベ
ロ
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

②
選

手
６
名
，
リ
ベ

ロ
１
名
の
構

成
の
チ
ー
ム
で
，

選
手
が
負

傷
し
て
プ
レ
ー

で
き
な
く
な
っ

た
場
合
，
リ
ベ

ロ
が
選
手

と
し
て
参
加
す

る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
，
選

手
６
名
，

リ
ベ
ロ
２
名
の

構
成
の
場
合
，
選
手
が
負
傷
し
て
プ
レ
ー
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
，
ど
ち
ら
か
の
リ
ベ
ロ
が
選
手
と
し
て
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
，
ビ
ブ
ス
を
つ
け
る
な
ど
で
リ
ベ
ロ
と
わ
か
る
よ

う
に
す
る
。
負
傷
し
た
選
手
は
そ
の
試
合
コ
ー
ト
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

  
リ
ベ
ロ
の
動
作
 

①
リ
ベ
ロ
が
，
自
チ
ー
ム
の
フ
ロ

ン
ト
ゾ
ー
ン
内
ま
た
は
そ
の
 

延
長

で
指

を
用

い
た

オ
ー

バ
ー

ハ
ン

ド
パ

ス
で

あ
げ

た
ボ

ー

ル
を
他
の
選
手
が
，
ネ
ッ
ト
上
端

よ
り
高
い
位
置
で
の
ア
タ
ッ

ク
ヒ
ッ
ト
を
完
了
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

よ
っ
て
リ
ベ

ロ
が
フ
ロ
ン
ト
ゾ
ー

ン
内
で
あ

げ
る
パ
ス
に
つ
い

て
，
十
分
に
確
認
を
す
る
。
 

①
リ
ベ
ロ
が
，
フ
ロ
ン
ト
ゾ
ー
ン
内
ま
た
は

そ
の
延
長
で
指
を
 

用
い
た
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
ド
パ
ス
で
あ
げ
た
こ
と
を
，
主
審
が
確

認
で
き
て
い
な
い

場
合
，
確
認
で
き
た
ら
，
ア
タ
ッ
ク

ヒ
ッ
ト

の
反
則
で
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
す
る
。
 

 

        

リ
ベ
ロ
の
 

リ
プ
レ
イ
ス
メ
ン
ト
 

①
リ
ベ
ロ
と
他
の
選
手
と
の
交
代

は
，
正
規
の
選
手
交
代
の
回
 

数
に
は
数
え
な
い
。
そ
の
回
数
は
無
制
限
だ
が
，
他
の
選
手
と

の
交
代
の
間
に
は
，
１
つ
の
ラ
リ
ー
が
終
了
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
リ
ベ
ロ
が
，
コ
ー
ト
か
ら
出
る
と
き
は
，
入
れ
替
わ
っ

た
選
手
（
ま
た
は
リ
ベ
ロ

が
２
人
い

る
場
合
は
も
う
ひ
と

り
の

リ
ベ
ロ
）
と
の
み
交
代
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

②
１
つ
の
ラ
リ
ー
の
完
了
と
は
，
ど
ち
ら
か
の
チ
ー
ム
が
得
点

を
得
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。
ダ
ブ
ル
フ
ォ
ル

ト
（

ノ
ー

カ
ウ

ン
ト

）
等
は
ラ
リ
ー
の
完
了
と
考
え
な
い
。
リ
ベ
ロ
リ
プ
レ
イ

ス
メ
ン
ト
や
正
規
の
選
手
交

代
は
で
き
な
い
。
 

③
サ
ー
ビ
ス
許
可
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
後
に
行
わ
れ
る
交
代
は
，
サ

ー
ビ
ス
を
打
つ
前
で
あ
れ
ば
拒
否
さ
れ
な
い
が
，
そ
の
ラ
リ
ー

終
了
後
に
口
頭
で
注
意
さ
れ
る
。
同
一
試
合
中
に
繰
り
返
し
た
場

合
は
，
遅
延
に
対
す
る
罰
則
の
対
象
と
な
り
，
同
一
試
合
中
，
累
進

さ
れ
る
。
例
え
ば
，
遅
延
反
則
の
場
合
，
ラ
リ
ー
を
中
断
し
，
直

ち
に
遅
延
行
為
に
対
す
る
罰
則
を
適
用
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合

（
遅
延
警
告
や
遅
延
反
則
）
の
リ
ベ
ロ
リ
プ
レ
イ
ス
メ
ン
ト
は

有
効
と
す
る
。
 

①
リ
ベ
ロ
お
よ
び
リ
ベ
ロ
と
交
代
す
る
選
手
は
，
チ
ー
ム
の
ベ
 

ン
チ

前
の

ア
タ

ッ
ク

ラ
イ

ン
と

エ
ン

ド
ラ

イ
ン

の
間

の
サ

イ

ド
ラ

イ
ン

か
ら

コ
ー

ト
に

出
入

り
す

る
こ

と
を

コ
ン

ト
ロ

ー

ル
す
る
。
 

 

      

リ
ベ
ロ
の
再
指
名
 

・
チ
ー
ム
に
登
録
さ
れ
て
い
る
リ
ベ
ロ
（
１
人
も
し
く
は
２
人
）
す
べ
て
が
，
負
傷
，
病
気
，
退
場
，
失
格
等
に
よ
り
プ
レ
ー
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
宣
言
さ
れ
た
時
，
監
督
（
監
督
不
在
の
 

場
合
は
ゲ
ー
ム
キ
ャ
プ
テ
ン
）
は

そ
の
時
点
で
コ
ー
ト
上
に
い
な
い
他
の
選
手
（
リ
ベ
ロ
と
入
れ
替
わ
っ
た
選
手
を
除
く
）
を
，
そ
の
試
合
終
了
ま
で
リ
ベ
ロ
と
し
て
再
指
名
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

＜
リ
ベ
ロ
再
指
名
の
方
法
＞
 

①
監
督
が
ブ
ザ
ー
を
押
し
，
副
審

に
口
頭
で
「
リ
ベ
ロ
の
再
指
名
」
を
要
求
。
（
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
は
示
さ
な
い
）
リ
ベ
ロ
と
再
指
名
さ
れ
る
選
手
は
，
準
備
を
し
て
リ
ベ
ロ
リ
プ
レ
イ
ス
メ
ン

ト
ゾ
ー
ン
に
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
ナ
ン
バ
ー
パ
ド
ル
使
用
の
場
合
は
持
っ
て
い
る
こ
と
）（

ア
ク
テ
ィ
ン
グ
リ
ベ
ロ
と
同
じ
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
か
ビ
ブ
ス
を
着
用
す
る
）
 

②
副
審
は
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
，
ス
コ
ア
ラ
ー
に
再
指
名
で
あ
る
こ
と
を
口
頭
で
伝
え
る
。
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
は
示
さ
な
い
。
 

③
ス
コ
ア
ラ
ー
は
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
に
再
指
名
で
き
る
か
確
認
し
，
片
方
の
手
を
上
げ
る
。
 

④
副
審
は
，
リ
ベ
ロ
の
再
指
名
を
許
可
す
る
。
 

⑤
ス
コ
ア
ラ
ー
は
，
記
録
用
紙
の
リ
マ
ー
ク
欄
に
，
ア
シ
ス
タ
ン
ト
ス
コ
ア
ラ
ー
は
リ
ベ
ロ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ー
ト
の
コ
ラ
ム
に
そ
れ
ぞ
れ
の
変
更
を
記
載
す
る
。
 

・
セ
ッ
ト
間
に
再
指
名
を
し
た
い

時
は
，
監
督
は
副
審
に
伝
え
る
。
副
審
は
，
次
の
セ
ッ
ト
の
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
メ
ン
バ
ー
確
認
後
，
リ
ベ
ロ
の
再
指
名
の
手
続
き
を
行
う
。
 

・
リ
ベ
ロ
と
し
て
再
指
名
さ
れ
た

選
手
は
，
そ
の
試
合
を
通
じ
て
リ
ベ
ロ
と
し
て
試
合
に
出
場
し
，
プ
レ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
チ
ー
ム
に
登
録
さ
れ
て
い
た
リ
ベ
ロ
は
，
そ
の
試
合
に
戻
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
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～
選

手
交
代

の
手

順
～

 
１
．
ラ
リ
ー
の
終
了
か
ら
次
の
サ
ー
ビ
ス
許
可
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
ま
で
の
間
に
，
交
代
選
手
が
，
交
代
で
き
る
準
備
を
整
え
て
，
選
手
交
代
ゾ
ー
ン

(以
下
サ
ブ
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ゾ
ー
ン
と

い
う
）
に
入
る
こ
と
が
要
求
で
あ
る
。

 

 
ス
コ
ア
ラ
ー
の
行
動
 

副
審
の
行
動
 

主
審
の
行
動
 

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
ブ
ザ
ー
を
使
用
す
る
場
合
 

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
ブ
ザ
ー
を
使
用
し
な
い
場
合
 

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
ブ
ザ
ー
を
使
用
す
る
場
合
 

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
ブ
ザ
ー
を
使
用
し
な
い
場
合
 

 
交
代
選

手
が
サ
ブ
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ゾ

ー
ン
に

入
っ
た
と
き
，
ブ
ザ
ー
を
押
す
。
 

何
も
し
な
い
。
 

ブ
ザ
ー

を
確

認
し

た
ら

，
ポ

ー
ル

の
そ
ば

で
交
代

す
る

選
手

の
方

を
向

き
，

手
で
合

図
を
す

る
こ

と
で

，
交

代
の

コ
ン

ト
ロ
ー

ル
を
す
る
。
 

交
代

選
手
が

サ
ブ

ス
テ
ィ

チ
ュ
ー

シ
ョ

ン

ゾ
ー

ン
に
入

っ
た

と
き
，

ホ
イ
ッ

ス
ル

を

し
公
式
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
を
示
す
。
 

ポ
ー

ル
の
そ

ば
で

交
代
す

る
選
手

の
方

を

向
き

，
コ
ー

ト
内

の
交
代

す
る
選

手
に

手

を
上

げ
さ
せ

，
サ

イ
ド
ラ

イ
ン
上

に
止

ま

ら
せ
る
。
 

何
も
し
な
い
。
 

ナ
ン
バ
ー
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
，
記
録
用
紙

に
記
入
す
る
。
そ
の
際
，
片
手
を
上
げ
た
り
，

副
審
と
目
を
合
わ
す
必
要
は
な
い
。
不
法
な
交

代
の
場
合
，
ブ
ザ
ー
を
押
す
。
 

ナ
ン
バ
ー
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
，
正
当
な

交
代
で
あ
れ
ば
，
軽
く
片
方
の
手
を
上
げ

る
。
不
法
な
交
代
で
あ
れ
ば
片
方
の
手
を

振
る
。
 

選
手
交

代
の

際
，

ス
コ

ア
ラ

ー
と

目
を
合

わ
す
必
要

は
な

い
。（

も
し
も
，
そ
の
選
手

交
代

に
誤

り
が

あ
れ
ば

，
ス

コ
ア
ラ

ー
が

再
度
ブ
ザ
ー
を
鳴
ら
す
）
 

ス
コ
ア
ラ
ー
が
軽
く
片
手
を
上
げ
る
の
を

確
認
し
，
手
で
合
図
を
し
て
交
代
さ
せ
る
。
 

交
代
す
る
準
備
が
で
き
て
い
な
い
場
合

は
，
遅
延
の
罰
則
を
適
用
す
る
。
 

選
手
交

代
の
記
録
を
完
了
し
た
後
両
手
を

上
げ
る

。
 

選
手
交
代
の
記
録
を
完
了
し
た
ら
両
手

を
上
げ
る
。
 

ス
コ
ア
ラ
ー
が
両
手
を
上
げ
た
の
を
確
認
し
た

後
，
主
審
に
向
か
っ
て
両
手
を
上
げ
る
。

 
副
審
が
両
手
を
上
げ
た
の
を
確
認
し
，

サ
ー

ビ
ス

許
可

の
ホ

イ
ッ

ス
ル

を
す

る
。
 

も
し
，
同
じ
中
断

中
に
，
相
手
チ
ー
ム
側
の

選
手

交
代

が
あ

れ
ば

，
再

度
ブ

ザ
ー

を
押

す
。
 

 
 

も
し
，
同
じ
中
断
中
に
，
相
手
チ
ー
ム
側
の

選
手
交
代
が
あ

れ
ば
，
再
度
ホ
イ
ッ
ス
ル
し

な
が
ら
公
式
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
を
示
す
。
 

反
対

側
の
チ
ー
ム
の

選
手
交
代
の

要
求

も
あ

る
の
で
副
審
の

行
動
を
注
意

し
，

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
 

※
両
チ
ー
ム
が
ほ
ぼ
同
時
に
選
手
交
代
の
要
求
が
あ
っ
た
場
合
，
ス
コ
ア
ラ
ー
が
ど
ち
ら
の
チ
ー
ム
の
要
求
を
受
け
た
の
か
，
連
携
を
取
っ
て
手
続
き
を
す
る
。
そ
の
際
，
副
審
が
ど
ち
ら
の
チ
ー
ム
の
交
代
を
先
に
行
う
か
を
，

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
 

 

２
．
交
代
選
手
が
，
サ
ー
ビ
ス
ホ
イ
ッ
ス
ル
後
に
サ
ブ
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ゾ
ー
ン
に
入
っ
た
場
合
は
，
不
当
な
要
求
と
す
る
。

 

（
サ
ー
ビ
ス
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
後
に
選
手
が
，
サ
ブ
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ゾ
ー
ン
に
入
ら
な
い
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
）

 

 
ス
コ
ア
ラ
ー
の
行
動
 

副
審
の
行
動
 

主
審
の
行
動
 

ラ
リ
ー

終
了
後
，
副
審
と
連
携
し
，
不
当
な
要
求
を
記
録
す
る

。
 

不
当
な
要
求
と
し
て
拒
否
し
，
ラ
リ
ー
終
了
後
処
理
す
る
。
 

誤
っ
て
ス
コ
ア
ラ
ー
が
ブ
ザ
ー
を
押
し
た
り
，
副
審
が
ホ
イ
ッ
ス
ル
し
て
し
ま
っ
た
場

合
，
試
合
を
遅
ら
せ
た
と
主
審
が
判
断
し
た
時
は
遅
延
と
し
，
特
に
試
合
を
遅
ら
せ
ず

に
再
開
で
き
る
時
は
ラ
リ
ー
終
了
後
に
不
当
な
要
求
の
罰
則
を
与
え
る
。
 

拒
否
の
際
，
必
要
に
応
じ
て
副
審
を
補

佐
す
る
。
サ
ー
ビ
ス
許
可
の
ホ
イ
ッ
ス

ル
を
行
い
次
の
ラ
リ
ー
を
始
め
る
。
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 ３
．
２
組
以
上
の
選
手
交
代
の
場
合
は
，
複
数
の
交
代
選
手
が
同
時
に
サ
ブ
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ゾ
ー
ン
に
出
向
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

 
ス
コ
ア
ラ
ー
の
行
動
 

副
審
の
行
動
 

主
審
の
行
動
 

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
ブ
ザ
ー
を
使
用
す
る
場
合
 

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
ブ
ザ
ー
を
使
用
し
な
い
場
合
 

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
ブ
ザ
ー
を
使
用
す
る
場
合
 

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
お
よ
び
ブ
ザ
ー
を
使
用
し
な
い
場
合
 
 

交
代

選
手

が
サ

ブ
ス

テ
ィ

チ
ュ

ー
シ

ョ

ン
ゾ

ー
ン

に
入

っ
た

と
き

ブ
ザ

ー
を

押

す
。
ナ

ン
バ
ー
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
，

記
録

す
る
。

そ
の
際
，
片
手

を
上
げ
た
り
目
を

合
わ
す
必
要
は
な
い
。
 

副
審
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
を
確
認
し
た
ら
，

ナ

ン
バ
ー
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
，
正
当

な
交

代
で

あ
れ

ば
，

軽
く

片
方

の
手

を
上

げ

る
。
不
法
な
交
代
で
あ
れ
ば
片
方
の

手
を

振
る
。
 

ブ
ザ
ー
を
確
認
し
た
ら
，
ポ
ー
ル
の
そ

ば

で
交
代
す
る
選
手
の
方
を
向
き
，
交

代
す

る
選
手
の
う
ち
１

人
を
，
サ
イ
ド
ラ
イ

ン

か
ら

少
し

離
れ

た
と

こ
ろ

に
待

機
さ

せ

る
。
手
で
合
図
を
し
て
１
組
目
を
交

代
さ

せ
る
。
 

交
代
選
手
が
サ
ブ
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン

ゾ
ー
ン
に
入
っ
た
と
き
，
ホ
イ
ッ
ス
ル
を

し
公
式
ハ
ン
ド
シ
グ
ナ
ル
を
示
す
。
ポ
ー

ル
の
そ
ば
で
交
代
す
る
選
手
の
方
を
向

き
，
１
組
目
の
交
代
選
手
を
サ
イ
ド
ラ
イ

ン
上
に
止
ま
ら
せ
る
。
コ
ー
ト
内
の
交
代

す
る
選
手
に
手
を
上
げ
さ
せ
る
。
ス
コ
ア

ラ
ー
が
軽
く
片
手
を
上
げ
る
の
を
確
認

し
，
手
で
合
図
を
し
て
，

1組
目
を
交
代

さ
せ
る
。
 

何
も
し
な
い
。
 

１
組
目

の
選
手
交
代
の
記
録
の
記
入
が

完
了
し

た
後
両
手
を
上
げ
る
。
 

１
組
目
の
選
手
交
代
の
記
録
の
記
入
が

完
了
し
た
後
両
手
を
上
げ
る
。
 

ス
コ

ア
ラ

ー
の

両
手

が
上

が
る

の
を

確

認
し
た
後
，
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
上
に
移

動
さ

せ
，
２
組
目
を
交
代
さ
せ
る
。（

ミ
ス

や
混

乱
を

防
ぐ

た
め

に
必

ず
ス

コ
ア

ラ
ー

の

シ
グ

ナ
ル

確
認

を
す

る
）
 

ス
コ

ア
ラ

ー
の

両
手

が
上

が
る

の
を

確

認
し
た
後
，
２
組
目
を
サ
イ
ド
ラ
イ

ン
上

に
止
ま
ら
せ
，
ス

コ
ア
ラ
ー
が
軽
く
手

を

上
げ
る
の
を
確
認
し
，
交
代
さ
せ
る
。（

ミ

ス
や

混
乱

を
防

ぐ
た

め
に

必
ず

ス
コ

ア

ラ
ー
の
シ
グ
ナ
ル
確
認
を
す
る
）
 

 

ス
コ

ア
ラ

ー
は

２
組

目
の

手
続

き
を

行

う
。
２

組
目
の
交
代
の
場
合
，
改
め

て
ブ

ザ
ー
を
押
さ
な
い
。
 

ス
コ
ア

ラ
ー
は
，
記
録
を
完
了
し
た
後
，

両
手
を

上
げ
る
。
 

ス
コ

ア
ラ

ー
は

２
組

目
の

ナ
ン

バ
ー

の

チ
ェ

ッ
ク

を
行

い
，

正
当

な
交

代
で

あ

れ
ば
，
軽
く
片
方
の
手
を
上
げ
る
。
不
法

な
交
代
で
あ
れ
ば
片
方
の
手
を
振
る
。
 

ス
コ
ア
ラ
ー
は
，
記
録
を
完
了
し
た

後
，

両
手
を
上
げ
る
。
 

ス
コ
ア
ラ
ー
が
両
手
を
上
げ
た
の
を
確
認
し
た
後
，
主
審
に
向
か
っ
て
両
手
を
上
げ
る
。
 

副
審
が
両
手
を
上
げ
た
の
を
確
認
し
，

サ

ー
ビ

ス
許

可
の

ホ
イ

ッ
ス

ル
を

す
る

。
 

も
し
，
同
じ
中
断
中
に
，

相
手
チ
ー
ム
側

の
選
手

交
代
が
あ
れ
ば
，
再
度
ブ
ザ
ー
を

押
す
。
 

 
 

も
し
，
同
じ
中
断
中
に
，
相
手
チ
ー

ム
側

の
選
手
交
代
が
あ

れ
ば
，
再
度
ホ
イ
ッ

ス

ル
し

な
が

ら
公

式
ハ

ン
ド

シ
グ

ナ
ル

を

示
す
。
 

反
対

側
の

チ
ー

ム
の

選
手

交
代

の
要

求

も
あ
る
の
で
副
審
の
行
動
を
注
意
し
，

コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
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『『ラライインンジジャャッッジジのの責責務務』』

１．試合前

（１）試合開始１時間３０分前までには、競技場に集合すること。

（２）競技場に集合したら、コート等の設営や試合に必要な用具等のチェックを積

極的に協力すること。

（３）試合６０分前にレフェリーミーティングが行われるので、主審、副審、スコ

アラー、アシスタントスコアラー、ボールリトリバー、モッパーと綿密に打ち

合わせを行うこと。

（４）レフェリーミーティングには、審判服で参加すること。胸には自分の公認さ

れた資格のワッペンを付けること。

（５）レフェリーミーティングの前にラインジャッジは、誰がどのラインを担当す

るのか、また試合中のいろいろと起こるケースに対してどのような動き方をし

たらいいのか、どのようにお互いに協力をしていくのかを事前に打ち合わせを

しておくこと。特に、主審に見えにくい所や、アンテナ外通過、フライングレ

シーブで床にボールが落ちたかどうか、ブロッカーやレシーバーのボールコン

タクトがあった際の出し方等をよく打ち合わせておくとよい。

（６）フラッグの点検をする。

（７）試合開始３０分前には、スコアラーズテーブル後方に集合すること。

（（８８））公公式式ウウォォーームムアアッッププ中中、、担担当当ラライインンのの延延長長線線上上でで、、目目慣慣ららししををすするるととよよいい。。 

（９）公式ウォームアップが終了したら、担当の位置につき、ネットやアンテナが

正しい位置に取りつけているかどうかチエックする。特にアンテナの取り付け

位置については、ゲーム中でも十分注意する。

２．試合中
                     《図１》

（１）ラインジャッジの位置

① 自分の担当するラインの想像延長線上でコート

の各各ココーーナナーーかからら２２ｍｍ離離れれ、ラインを身体の中

心に置き、視線はライン上に置くようにしてフリ

ーゾーン内に立つ。エンドラインはライトサイド

のコーナーから「Ｌ２」・「Ｌ４」が、サイドライ

ンはレフトサイドのコーナーから「Ｌ１」・「Ｌ

３」が統御する。（図１）
Ｌ４

Ｌ３

Ｌ２

Ｌ１

副

審

主

審
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② レフトサイドからのサービスの時は、サーバーの妨害にならないように、

サイドラインの延長線上、サーバーの後方に移動し位置する。その際、サー

バーのフットフォルトの有無に注意するため、横には開かない。 

 

（２）ラインジャッジのフラッグシグナル 

 

①  起きた反則を確実に判定し、速やかにフラッグシグナルを示す。主審は、

そのシグナルを確認して最終判定を示す。 

 

② フラッグのポールに人差し指を添えてポールを握り、ひじが曲がらないよ

うにまっすぐにフラッグを出す。ままずず構構ええたた姿姿勢勢でで判判定定をを行行いい、、すすばばややくく姿姿

勢勢をを正正ししててフフララッッググシシググナナルルをを示示すす。。 

 

  ③ 姿勢については、アウトオブプレー時は自然体でリラックスして立つ。ま

た、サーバーがボールを打ってからは、移動しやすい低い姿勢をとり、目の

位置を下げ、身体（腰）でボールを追う。目の位置が高いとボールを上から

見ることになり、ボールと床の接点が死角となり、ボールがラインにふれて

いるか明瞭に判定できない。低い姿勢が必要なときとそうでないときの区別

をつける。サーバーがサービスゾーン後方から打つ時は、サーバー側のエン

ドライン担当のラインジャッジは、低い姿勢をとる必要はない。 

 

④ フラッグシグナル（ボールイン、ボールアウト、ボールコンタクト、サー

バーのフットフォルト等）のみ使用し、それをしばらくの間続けなければな

らない。 

 

⑤ フラッグシグナルを出す場合（ライン判定をしっかりしてから）、身体とフ

ラッグはラインに向け、顔だけを主審の方に向けて目をあわせ判定を伝える

ことが、お互いの信頼関係を保つ上でも非常に大切である。 

 

 

 

３．試合後 
 

（１）試合が終了したら、スコアラーズテーブルの後方に集合し、主審、副審、ス

コアラー、アシスタントスコアラーと握手をする。 

 

（２）レフェリールームで主審・副審からアドバイスを受けると良い。 

 

（３）審判委員長より試合全体を通してのラインジャッジの任務についてアドバイ

スを受けること。 

 

（４）最後にお互いにディスカッションをすること。 
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『『ラライインンジジャャッッジジのの判判定定のの仕仕方方』』

１． ラインに関する判定（ボールイン、ボールアウト）

（１）ボールがライン付近に落下した場合は、そのラインを担当するラインジャッ

ジだけがシグナルを出す。（１人１線が原則で「ボールイン」はライン２ｍ以

内とする）。各コーナーのコートに落ちた場合は２人のラインジャッジがシグ

ナルを出す。≪下図３参照≫

（２）ボールがインか、アウトかボールコンタクトかの判定は、速やかにシグナル

を示さなければならないので、判定は躊躇してはいけない。シグナルが遅れる

と選手がアピールをする原因となる。

（３）イインン、、アアウウトトのの判判定定はは、、最最初初ははボボーールルをを見見てて、、ボボーールルがが床床近近くくにに来来たたららボボーー

ルルかからら目目をを離離しし、、ラライインンをを見見てて判判定定ををすするる。。

《図２》『ボールと床の接点』 ※ラインの右側がコート

《図３》『コーナーのボールイン、ボールアウトの判定』

              
               ⑥

⑤    ⑦

                  ④
                 ③
             ②  ①
                  ⑧

ボール① Ｌ１，Ｌ２が判定（コーナー２ｍ以内）

ボール② Ｌ１が判定

ボール③ Ｌ２が判定

ボール④ Ｌ２が判定

ボール⑤ Ｌ３が判定

ボール⑥ Ｌ３が判定

ボール⑦ Ｌ２が判定

ボール⑧ Ｌ１,Ｌ２が判定

⑧
Ｌ１

                  
Ｌ４

               
Ｌ３

⑥
Ｌ２

主

副



4 
 

２． ボールコンタクトの判定 
 

（１）ボールコンタクトを認めた場合は、フラッグをああごごのの下下でやや高めに旗を立
てて旗の先を別の手で触れる。スパイクボールがコート内に落ちた場合は、ボ
ールインのフラッグシグナルを出す。 

 
（２）ラライインンジジャャッッジジのの任任務務はは、、ままずずラライインン判判定定ででああるる。。ブブロロッッククののボボーールルココンンタタ

ククトトにに集集中中ししすすぎぎるるここととななくく、、ボボーールルよよりり先先ににラライインンにに目目ををややりり、、正正確確にに担担
当当ラライインンのの判判定定をを行行うう。。  

 
（３）レレシシーーババーーににボボーールルがが触触れれココーートト外外にに出出たた場場合合はは、、担担当当ラライインンととレレシシーービビンン

ググササイイドドののラライインンジジャャッッジジががボボーールルココンンタタククトトをを示示すす。。  
 
（４）ボボーールルががブブロロッッカカーーにに触触れれココーートト外外にに出出たたここととがが明明ららかかなな場場合合はは、、レレシシーービビ

ンンググササイイドドののラライインンジジャャッッジジとと担担当当ラライインンののラライインンジジャャッッジジののみみががボボーールルココ
ンンタタククトトをを示示すす。。ままたたススラライイススタタッッチチででブブロロッッカカーーににボボーールルがが触触れれココーートト外外
にに出出たた場場合合はは、、ボボーールルののココーーススにによよっってて、、下下記記のの要要領領でで担担当当ラライインンジジャャッッジジ
ががフフララッッググシシググナナルルをを示示すす。。  

 

① ボールがブロッカーに触れてエンドライン外後方に出た場合 
  (a)  (b) L1    

L2                   （ａ）L1，L2，L3がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。 

                        

                    （ｂ）L1，L2，L3がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。 

L4   

L3 
   

② ボールがブロッカーに触れてサイドライン外後方に出た場合 
        L1    

L2            （ａ）L1, L2, L3がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。 

(a)        (b)   

             （ｂ）L1, L2, L3がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。 

                   L4   

L3 

 

③ ボールがブロッカーに触れてエンドライン外後方に出た場合 
     (a)      (b) L1   

  L2            （ａ）L1, L2, L4がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。 

              

              （ｂ）L1, L2, L4がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。 

          L4   

    L3 

● ● 

● ● 

● ● 

○ 

○ 

○ 
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④ ボールがブロッカーに触れてサイドライン外後方に出た場合 
             L1   

               (b)  （ａ）L1，L2，L3，L4がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。 

 (a)             

               (b)  （ｂ）L1，L2，L4がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。 

   

    L3               

  

⑤ コート中央からのボールがブロッカーに触れてコート外に出た場合 
    (b)   L1    

  L2             

  (c)                   （ａ）L1, L2, L4がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。 

          (a)   （ｂ）L1, L2, L3, L4がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。 

                      （ｃ）L1, L2, L3がボールコンタクトのフラッグシグナルを示す。 

L4    

    L3               

 

 

３． ボールが床に触れたかどうかの判定 
 

（１）パンケーキのプレーで、自コートの床にボールが触れたことが確認できた場

合は、ラインジャッジがシグナルを示す。 

 

（２）フラッグシグナルは、ボールインのフラッグシグナルではなく、身体の斜め

前で、２・３回床をたたくシグナルで示す。 

 

 

４． サーバーのフットフォルトの判定 
 

（１）サーブを打つ瞬間の足の位置、及びジャンプサーブなどで踏切る足の位置がサ

ービスゾーン外やコート内であれば反則となる。その判定はエンドライン担当

のラインジャッジが判定しサイドライン側であれば、サイドライン担当のライ

ンジャッジが判定をする。 

 

（２）フラッグシグナルは、頭上で旗を左右に１往復振り、片方の手でラインを指す。 

 

 

 

 

● ● ● 

● ● 

○ 

L4 

L2 
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５． アンテナ付近を通過したボールの判定 
 

アンテナ付近をボールが通過する場合は、そのコースに対応するラインジャッジ

が、 

判定をするのが望ましい。その際、自分が担当するラインの判定に支障のない範囲

（１，２歩）で動いて、ボールとアンテナの位置を確認し判定を行う。 

 

（１） 許容空間外（アンテナの外側または上方）を通過した場合 

① ボールがフリーゾーンやフリーゾーン外に落ちたとき。 

 

 

 

 

 

 

 

ａ：チームの１回目・２回目の接触後の場合 

主審：落ちた瞬間にホイッスルをする。 

副審：ホイッスルをしない。 

ﾗｲﾝｼﾞｬｯｼﾞ：落ちた瞬間に「アウト」を示す 

 

ｂ：チームの３回目の接触後および９人制の場合 

主審：ネットの垂直面を通過した瞬間にホイッスルをする。 

副審：       〃  

ﾗｲﾝｼﾞｬｯｼﾞ：ネットの垂直面を通過した瞬間に「アウト」を示す 

 

② Ａの選手がボールに触れたとき。   

ａ：許容空間外を通過してボールを取り戻したとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

主審：ホイッスルをしないでラリーを続行する。 

副審：      〃 

ﾗｲﾝｼﾞｬｯｼﾞ：フラッグシグナルは示さない。 

ＡＡ  

ＢＢ  

ＢＢ  

Ａ 

ＡＡ  
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ｂ：ボールが許容空間内を通過したとき。また、ボールがアンテナの内 

  側のネットに触れたり、床に触れたとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主審：サイドライン上を完全に通過した瞬間にホイッスルをする。 

副審：      〃 

ﾗｲﾝｼﾞｬｯｼﾞ：サイドライン上を完全に通過した瞬間にフラッグを振る。 

（一往復） 

 

 

 

 ③ ボールがアンテナの真上や外側を通過してＢチームの選手に触れたとき。 

ａ：Ａチームの選手がボールを追いかけている場合、Ｂチームの選手のイ

ンターフェアとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主審：Ｂチームの選手がボールに触れた瞬間にホイッスルをする。 

副審：ホイッスルをしない。 

ﾗｲﾝｼﾞｬｯｼﾞ：Ｂチームの選手がボールに触れた瞬間にﾌﾗｯｸﾞを振る。 

        （一往復） 

 

 

 

 

 

ＡＡ  ＢＢ  

Ａ 

ＡＡ  ＢＢ  

Ａ  

Ｂ 
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ｂ：Ａチームの選手がボールを追いかけていない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主審：Ｂチームの選手がボールに触れた瞬間にホイッスルをして、Ａ

チームのアンテナ外通過でボールアウト。 

副審：         〃 

ﾗｲﾝｼﾞｬｯｼﾞ：フラッグを振る。（一往復） 

 

 

 

（２） Ａチームのフリーゾーンから許容空間外（アンテナ上方を含む）を通って

Ｂチームのコートに向かっていく場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主審：ネットの垂直面を通過した瞬間にホイッスルをする。 

副審：       〃  

ﾗｲﾝｼﾞｬｯｼﾞ：ネットの垂直面を通過した瞬間に「アウト」を示すか 

場合によっては、ﾌﾗｯｸﾞを振る。  

 
 
 
 
 
 
 

ＡＡ  

ＡＡ  

ＢＢ  

ＢＢ  

 

Ｂ 

Ｂ 



9 
 

 
（３） Ａチームのコートから許容空間を通過してＢチームのフリーゾーンに向か

って行く場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ：Ａチームの選手がボールに触れたとき。 

 

主審：触れた瞬間にホイッスルをする。 

副審：    〃 

ﾗｲﾝｼﾞｬｯｼﾞ：触れた瞬間にそのコースのラインジャッジがフラッグ

を振る。（一往復） 

 

 

 

 

 

 

６． トレーニングマニュアル 
（１）レシーブボールが床に触れたかどうか 

 

① 主審・副審のアシストをしなければいけないので、低い姿勢でボールと床

面との接点を見る。ボールが床面に触れた瞬間にフラッグシグナルを出す。 

② タイミングが遅れ躊躇すると、選手のアピールのもとになるので十分注意す

ること。 

 
 
★ライン判定 
 
ａ サイド､エンドラインにぎりぎりに

打つ 
   
ｂ コーナー(1m 以内）に打つ 
   
ｃ 選手でボールが見えない時の判定 

 
 
 

ＢＢ  ＡＡ  

Ａ 

Ｌ２

Ｌ３

Ｌ４
Ｌ１

主

副
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★床に落ちたボールの判定 

ａ フェイントボール･tip playをフ

ライングレシーブで手の甲でボー

ルを上げる。 

             

         

ｂ ブロックカバーのプレーヤーの

陰になってプレーが見えないケー

ス。 

 

 

 

 

（（２２））アアンンテテナナ付付近近ををボボーールルがが通通過過すするる場場合合ににつついいてて  

 

① 確認できたラインジャッジのみがシグナルを出す。 

② ネット幅１ｍの間のアンテナに当たった時は、一番見やすい位置にいるラ

インジャッジが判定すべきである。 

  

★ボールがアンテナに当たるケース 

★ブロッカーがアンテナに触れるケ

ース 

 

ａ 台上よりスパイクを打つ。 

 

ｂ アンテナぎりぎりに打つ。 
 

ｃ アンテナ外を通過するボール

を取り戻すケース 
 

 

★アンテナ外通過ボールを色々な角 

度から取り戻す。 

 

★ボールの角度によって、どのライン 

ジャッジがライン判定をおろそかに 

しないで、どのように動いたらいい 

のかを確認する。 
 

 

 

※ ラインジャッジの動きに十分注意すること。ボールのコースに入るため

に、極端に動いてライン判定がおろそかになったり、またコースに入らな

いで判定すると不信感をもたれるので動く範囲を十分に確認する必要があ

る。 

Ｌ２

Ｌ３

Ｌ４
Ｌ１

主副

主副

Ｌ２

Ｌ３

Ｌ４
Ｌ１

主副

主副

Ｌ２

Ｌ３

Ｌ４
Ｌ１

主副

主副
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※ 取り戻されたボールが許容空間内を通過した場合は、フラッグを左右に

振る。 

（３）ブロッカーとレシーバーのボ－ルコンタクトについて 

 

① 特にブロッカーの上（指）をかすっていくケースや左右をかすっていくケ

ースは、主審・副審からは非常に見にくいケースもあるので、原則的にはレ

シーブ側の２人のラインジャッジがフラッグシグナルを送る。しかし４人の

ラインジャッジが明らかにボールコンタクトを確認できた場合は確認したラ

インジャッジが、ボールコンタクトのフラッグシグナルを送る。 

 

② アンテナ付近、特に副審側でのアタッカーが意識してタッチアウトを狙う

プレーのブロックのボールコンタクトはしっかりと見る。 

 

③ スパイカーがボールをスパイクして、ブロックにはねかえったボールが、

そのスパイカーに当たった場合 

・特に主審側で起こるケースは、主審の死角になるケースが多いので担当

の ラインジャッジはしっかりと見ること。 
 
 

★ブロッカーとレシーバーの 

ボールコンタクト 

 

ａ 台上よりスパイクを打つ。 

 

ｂ ボールがブロックの上をかすめ

るケースと左右をかするケース。 

 

ｃ ライン際のレシーバーのボール

コンタクトも主審の死角になるケ

ースがあるので、ライン判定も十

分注意しながら、視野に入れてみることが大切である。 
 
 

Ｌ２

Ｌ３

Ｌ４
Ｌ１

主副

主副


